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農業と貿易

●ＮＡＦＴＡと北米地域における畜産物貿易の構造変化

●途上国における信用農協の発展条件

●農村農協の経営悪化構造

●組合金融の動き
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農林中金総合研究所は，農林漁業・環境

問題などの中長期的な研究，農林漁業の

協同組合の実践的研究，そして国内有数

の機関投資家である農林中央金庫や系

統組織および取引先への経済金融情報

の提供など，幅広い調査研究活動を通じ

情報センターとしてグループの事業を

サポートしています。

ＦＴＡと農業

ＦＴＡ（自由貿易協定）は，1990年には31協定があったが，2003年には184協定と急増して

いる。近年は，南北アメリカ大陸34か国が参加してのＦＴＡＡ交渉やEUの拡大にみられるよ

うに，米州と欧州における連携の進展が顕著であり，その影響もあって，アジアでもＦＴＡ

への取組みが盛んになりつつある。

しかしＦＴＡには，問題も少なくない。貿易ルールを決める場としてＷＴＯがある以上，

ＷＴＯとの整合性に留意する必要があるが，現実には，それぞれのＦＴＡは当事国間の妥協の

集合であり，複雑な協定の広がりは，「スパゲティ・ボウル現象」といわれる様相を呈して

いる。また，ＦＴＡの広がりは世界経済のブロック化につながり，世界規模でみた経済の厚

生を損なう懸念もある。

多くのＦＴＡでは，農産物等について例外措置が設けられた。その背景としては，食料の

安全保障や農業の多面的機能など「非貿易的関心事項」への配慮や，農業から非農業部門へ

の事業転換はもとより，農業部門内での事業転換も容易ではなく，また，土地や労働力コス

ト等に規定されて競争力の向上も簡単にはいかないことがあげられよう。さらに，現在コス

トの低い方の国の農業が拡大しても，将来も安定的に生産が持続できるかどうかは不明であ

る。高齢化等農業構造の似ている日韓の場合はとくにそのことを強く感じる。また，先進工

業国と農業中心の発展途上国とのＦＴＡはどう考えればよいのだろうか。農業のない国と外

資の支配する国に純化することが相互の幸せなのだろうか。

従って，ＦＴＡの一般的な意義は認めるものであるが，基本的な考えとして，長期的視点

のもとに相互の国のメリットを追求することを据えておくべきである。また農業については

とくに，重要な品目についての例外措置と（ＦＴＡは包括的自由化であるべきとするＧＡＴＴ24条

をめぐる議論は，紙数の制約上省略する），影響を緩和する国内対策が必須である。たとえば韓

国政府は，ＦＴＡによる被害を緩和するために，今後10年間で119兆ウォン（11兆９千億円）

の農業対策を実施することを表明している。

しかしまた，ＦＴＡの影響を皆無にする対策があればよいのだと考えるのも，無意味であ

ろう。その場合は，ＦＴＡは何も変化をもたらさないからである。

従って，ＦＴＡに取り組む以上は，将来の農業のビジョンをはっきりと持ち，そこに至る

道筋と有効な対策を用意しておくことが不可欠である。それは，当面の経営対策だけでなく，

構造転換を支援する対策や，環境保全にも配慮した将来望ましい農業のあり方に誘導する対

策をも含むものである必要がある。

さらに，近年の多くのＦＴＡがそうであるように，サービス，投資，協力，人材育成等を

広く含むＥＰＡ（経済連携協定）と位置付け，幅広い連携をとおして相互のメリットを追求す

ることが必要である。

ＦＴＡは当事国間のいわばオーダーメードの協定であり，目先の勝ち負けを争うのではな

く，このような視点からの突っ込んだ議論がすすめられるよう期待したい。

（（株）農林中金総合研究所基礎研究部長　石田信隆・いしだのぶたか）

今 月 の 窓

99年４月以降の『農林金融』『金融市場』

『調査と情報』などの調査研究論文や，

『農林漁業金融統計』から最新の統計データ

がこのホームページからご覧になれます。

農中総研のホームページ http://www.nochuri.co.jp のご案内

＊2004年４月のHPから一部を掲載しております。「最新情報のご案内」や「ご意見コーナー」もご利用ください。

【農林漁業・環境問題】

・アメリカの畜産物貿易の構造変化

・実需を起点とした野菜供給の課題

――野菜の業務用需要への対応――

・食教育と地産地消型学校給食の意義と課題

・地球温暖化問題における森林・林業の役割と現状

――森林の環境保全機能の具体例として

の森林環境税に触れながら――

【協同組合】

・農家負債対策と農協

・生産資材購入における農協利用状況

【組合金融】

・個人預貯金の地域別動向

【国内経済金融】

・地域経済の低迷と再生に向けた金融機関のあり方

――地域再生への金融機関と農協系統の役割を探る――

・生保・簡保・ＪＡ共済の業務運営の特色

【海外経済金融】

・米国クレジット・ユニオンの経営戦略－６

――オレゴン州 O.U.R. Federal Credit Union

～教育活動を通じた低所得者の自立支援――

・米国クレジット・ユニオンの経営戦略－７

――カルフォルニア州 People's Community Partnership

Federal Credit Union

～銀行取引ができない人々を救済――

・米国クレジット・ユニオンの経営戦略

――協同組織金融機関の優位性――

本誌は再生紙を使用しております。
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〔要　　　旨〕

１　2004年３月に懸案であったメキシコとの自由貿易協定（Free Trade Agreement：以下
ＦＴＡ）交渉が実質的に合意に達した。豚肉を中心とする農畜産物が合意の障害物とみられ，
「農業悪玉論」が台頭していただけに，交渉妥結によって農業部門への批判を回避できた。
今後も東南アジアを中心にＦＴＡ交渉が控えているだけに，引き続き今回のような困難な

交渉が予想されるが，問題となるのはその評価である。ＦＴＡが急激に増えた要因は直接的
にはＷＴＯ交渉の行き詰まりで，ＦＴＡ推進は交渉上の戦略のひとつであるとも考えられる。
したがって，ＷＴＯ体制におけるＦＴＡの許容範囲やその位置付けを十分に検討することな
く，現実の協定締結だけが進行している。

２　ＦＴＡの歴史が浅いため，検討の対象となる協定は限定されているが，その中でも参考に
なるのが，89年の米加自由貿易協定およびその後継で94年に発効した北米自由貿易協定
(North American Free Trade Agreement：以下ＮＡＦＴＡ)である。
たしかに，ＮＡＦＴＡ発効からの10年間をみると，アメリカ，カナダ，メキシコ間の貿易

は拡大し，各国の農畜産物貿易全体に占める比率も高くなっている。それだけ域内の貿易
関係が緊密化していることを示している。
しかしながら，その構造は，カナダからアメリカ，メキシコと一方的に流れるという構

造となっている。ＮＡＦＴＡ本来の目的である関税の撤廃が進んだ品目で，近年貿易の増加
が著しい牛肉と豚肉の取引においては，最後に日本（牛肉では韓国も含む）という輸出市場
が存在してはじめて完結する図式となっている。ただし，カナダとアメリカのBSE発生を
受けてこのような状況は大きく変化するものと予想されるだけに，今後の状況変化に注目
する必要がある。牛や豚の生体での取引についても同様である。

３　他方，各国間の協定には様々な例外品目が盛り込まれ，関税撤廃の対象外とされている。
特に，日本の米に相当する基幹品目といえる乳製品に関しては，カナダもアメリカもその
手厚い国内保護を守るために，乳製品を例外品目としている。
このような品目間の相違は，各国がその自然的かつ歴史的条件の枠内で独自の農業政策

を展開しているからで，協定国間で急に関税を撤廃することは非常に困難であることを示
している。それだけに，対アメリカ交渉において例外品目を設けなかったメキシコにおい
て，協定の内容を見直す動きが出ていることは注目される。

ＮＡＦＴＡと北米地域における
畜産物貿易の構造変化
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2004年３月に懸案であったメキシコとの

自由貿易協定（Free Trade Agreement：以

下ＦＴＡ）交渉が実質的に合意に達した。

豚肉を中心とする農畜産物が合意の障害物

とみられ，「農業悪玉論」が台頭しつつあ

っただけに，交渉妥結によって農業部門へ

の批判を回避することができた。

今後も東南アジアを中心にＦＴＡ交渉が

控えているだけに，引き続き今回のような

困難な交渉が予想されるが，問題となるの

はその評価である。ＦＴＡが急激に増えた

要因は直接的にはＷＴＯ交渉の行き詰まり

で，ＦＴＡ推進は交渉上の戦略のひとつで

あるとも考えられる。したがって，ＷＴＯ

体制におけるＦＴＡの許容範囲やその位置

付けを十分に検討することなく，現実の協

定締結だけが進行している。

ＦＴＡの歴史が浅いため，検討の対象と

なる協定は限定されているが，その中でも

参考になるのが，1989年の米加自由貿易協

定およびその後継で94年に発効した北米自

由貿易協定（North American Free Trade

Agreement：以下ＮＡＦＴＡ）である。そこで，

本稿では畜産物を対象に，ＮＡＦＴＡ締結国

であるアメリカ，カナダ，メキシコ間の農

畜産物貿易の現状，構造的特徴に関してア

メリカを中心に据えて整理する。包括的な

評価まで分析を進めることは現時点では困

難であるため，農畜産物貿易をめぐる問題

点や紛争を整理して，ＦＴＡの抱える課題

を示すことを目的としたい。

なお，カナダとアメリカにおいてＢＳＥ

が発生し，生体の牛および牛肉の取引に甚

大な影響が出ているが，データの制約など

から本稿の対象はＢＳＥ発生以前に限定す

る。

（１） アメリカを中心とした農畜産物

貿易の特徴

まず，アメリカの農畜産物貿易をみてみ

よう。まず，近年の特徴として高付加価値

品目の増加があげられる。96年をピークと

する穀物価格の上昇によって一時的に穀物

などのバルク輸出が増えたが，90年以降は

１　はじめに

目　次
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２　北米地域における域内貿易の拡大

（１） アメリカを中心とした農畜産物貿易の

特徴

（２） 北米における域内貿易の構造

３　北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）と各国の農政

（１） 自由貿易協定の目的と内容

（２） 各国間協定の内容

（３） ＮＡＦＴＡにおける貿易紛争

４　まとめ

２　北米地域における

域内貿易の拡大



高付加価値製品がバルク製品を追い越し，

高付加価値製品が輸出の主力を担いつつあ

る（第
（注１）

１図）。その中でも重要なのが食肉

製品である。アメリカ農務省（U . S .

Department of Agriculture：以下ＵＳＤＡ）の

経済調査局（Economic Research Service：

以下ＥＲＳ）のデータによると，90年代前半

（90～96年）と後半（97～00年）の食肉製品

の平均輸出額は86億ドルから109億ドルへ

大幅に増加しているのに対して，穀物が同

時期に120億ドルから99億ドルまで減少す

るなど，バルク輸出は軒並み減少して

いる。
（注２）

貿易相手地域別にみると，近年のアメリ

カの農産物貿易で顕著なのが，カナダ，メ

キシコとの域内貿易の拡大である（第１

表）。同じＵＳＤＡのデータから，90年代前

半と後半の相手地域（国）別平均輸出額を

みると，日本とＥＵが横ばいなのに対して，

カナダとメキシコ向け輸出の伸びが著し

い。これは輸入についても同様で，カナダ

とメキシコからの輸入が急増している。特

にカナダからの輸入額はＥＵを上回る規模

にまで達しており，域内貿易比率の増加が

著しい。

カナダのアメリカ依存はさらに急激であ

る。たとえば，農産物・食品輸出に占める

アメリカ向け比率は，米加自由貿易協定直

前の88年には29％であったが，02年には

67％まで増えている。逆に，日本やＥＵの

シェアは，それぞれ14％から9.2％，９％

から4.8％に減少している。また，メキシ

コのシェアも02年時点で３％と少なく，カ

ナダはアメリカ市場への依存を急激に強め

ている。
（注３）

品目別にみると，アメリカのカナ

ダからの輸入の中で増加が著しいのが食肉

製品で，カナダの主要農産物輸出品目であ

る小麦と比べると，その差は歴

然としている（第２図）。

次に高付加価値製品の代表で

ある畜産物の貿易についてみて

みよう。まず，牛肉貿易である

が，アメリカの牛肉貿易は，90

年代は輸出超過であったが，97

年ごろから輸入が急激に増え，

01年には輸入額が輸出額を超え
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資料　USDAのERSのデータ�
　　 （http://www.ers.usda.gov/Briefing/AgTrade/usagriculturaltrade.htm）�

第1表　アメリカの農畜産物の相手国（地域）別輸出入額�

９０～９６年�

日本�
EU�
カナダ�
メキシコ�
韓国�
台湾�
中国�
香港�
エジプト�
ロシア�

９．３�
７．６�
５．１�
３．７�
２．６�
２．２�
１．１�
１．０�
０．９�
１．０�

９７～００�

９．６�
７．７�
７．０�
５．８�
２．７�
２．２�
１．４�
１．４�
１．０�
０．９�

（単位　１０億ドル）�

９０～９６�

カナダ�
EU�
メキシコ�
ブラジル�
インドネシア�
コロンビア�
オーストラリア�
ニュージーランド�
チリ�
コスタリカ�

４．６�
５．３�
２．９�
１．３�
１．０�
０．９�
１．０�
０．８�
０．５�
０．５�

９７～００�

７．９�
７．５�
４．６�
１．４�
１．３�
１．３�
１．２�
０．９�
０．９�
０．８�

（単位　１０億ドル）�〈輸出〉� 〈輸入〉�

資料　USDA ERSの資料より作成�
（注）　バルクには,小麦,米,飼料作物,油糧種子,綿花,タバコ

が含まれる。�

４００�
３５０�
３００�
２５０�
２００�
１５０�
１００�
５０�
０�

（億ドル）�

７６�
年�
７８�８０�８２�８４�８６�８８�９０�９２�９４�９６�９８�００�０２�

第1図　アメリカのバルク製品と高付加価値�
製品輸出額の推移　　　　�

高付加価値�

バルク�
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赤字に転換している。赤字になった最大の

要因は対カナダ貿易の赤字である。対カナ

ダ貿易は96年に赤字に転落すると，その後

急激に赤字額を拡大していった（第３図）。

逆にメキシコに対しては，同時期に輸出増

加によって黒字額が拡大したが，対カナダ

貿易の赤字額を埋めるほどではない。

02年のアメリカの牛肉輸出総額

に占める国別シェアをみると，日

本（33％）と韓国（24％），メキシ

コ（23％）だけで約80％を占めて

いる。このように少数の国に集中

する傾向は輸入についても当ては

まる。やはり02年の輸入総額のう

ち，カナダ（41％）とオーストラ

リア（32％），ニュージーランド

（17％）の３国だけで90％に達している。

次に豚肉についてみてみよう。豚肉貿易

は，輸入が輸出を超過する赤字状態がしば

らく続いたが，牛肉とは対照的に輸出が急

激に拡大した。95年に黒字を記録するとそ

の後も順調に伸びて，02年には13億ドルに

まで達している。ただし，輸入額も輸出額

と同じように拡大しているために，黒字額

は３億ドル程度で推移している。

輸出相手国別にみると対日輸出が最も大

きい（第４図）。ただし，96年に74％にま

で拡大すると，その後はやや減少に転じ，

60％前後で推移している。対照的にシェア

を伸ばしているのがカナダやメキシコであ

る。特にカナダのシェアは96年ごろの６％

前後から増えつづけ，02年には12％に達し

ている。対メキシコ輸出も97年から拡大に

転じ現在では13％近くを占めている。

輸入相手国別にみると，最大の輸入相手

国はカナダで02年時点の輸入総額の約74％

と圧倒的なシェアを占めている。したがっ

て，カナダ向け輸出が増えているとはいえ，

対カナダ貿易はアメリカにとっては大幅赤

字である。なお，メキシコからの輸入額は
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近年急増しているが，そのシェアは無視し

うるほど小さい。

（注１）アメリカの農畜産貿易における高付加価値
製品の役割については藤本（2003）を参照。

（注２）ＵＳＤＡ ＥＲＳのホームページ
（http://ers.usda.gov/briefing/agtrade/
usagriculturaltrade.htm）

（注３）松原（2004），32頁。

（２） 北米における域内貿易の構造

このような分析結果からだけでも，次の

ような特徴が明らかとなる。まず，牛肉に

しても豚肉にしても，北米地域内の取引は

ほぼ北から南への一方通行である。第5-1，

5-2図はアメリカのカナダとメキシコとの

牛肉取引を示したものである。これによる

と，ＮＡＦＴＡが発効した94年直後から対カ

ナダ貿易では輸入が急増している。また，

対メキシコ貿易では輸出が94年12月に発生

した通貨危機の影響を受けて減少したもの

の，その後急激に増加している。逆に，メ

キシコからの輸入は文字通り無視できるほ

ど小さいし，カナダ向け輸出額にしても輸

入額の25％程度にすぎない。このような傾

向は豚肉でも同じで，対メキシコ貿易では

アメリカの一方的な黒字が，対カナダ貿易
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ではアメリカの大幅な赤字となっている。

また，近年の畜産物貿易の中で特に注目

されるのが，生体での家畜の輸入増加であ

る。特に著しいのが豚の生体取引で，アメ

リカは完全な輸入超過である。95年に前年

の90万頭からいきなり170万頭に急増する

と，その後も加速度的に増えつづけ，02年

には574万頭にまで拡大している。これに

対して輸出頭数は02年でわずか12万頭であ

る。輸入される豚のほぼ100％がカナダか

らの輸入なのに対して，輸出については，

ＥＲＳのレポートによ
（注４）

ると99年から01年ま

での３年間の平均頭数をみるとメキシコが

78％を占め，カナダはわずか３％である。

つまり，カナダから大量の豚が一方的に流

入しているのである。

牛の生体取引においてもアメリカは完全

に輸入超過国である。02年をみると，輸入

頭数が250万頭なのに対して，輸出頭数は

わずか13万頭にすぎない。輸入相手国をみ

ると，やはりカナダが最大で02年に170万

頭（67％）を輸入している。豚と異なりメ

キシコからの輸入も多く，残り80万頭強を

メキシコから輸入している。
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それでもアメリカの畜産貿易がバランス

を取ることができるのは，日本市場という

巨大な輸出市場があるからである。豚肉が

95年から黒字に転換したのは，対日貿易の

黒字額がカナダやデンマークとの間の赤字

額を相殺できる規模に拡大したためである

（第６図）。これはメキシコにとっても同じ

で，同国の豚肉輸出の大半は日本向けであ

る。たとえば，00年のメキシコの豚肉輸出

量４万2,000トン（冷凍と冷蔵の両方を含む）

のうち対日輸出量は約４万トンで，輸出全

体の95％を占めている。
（注５）

これは牛肉の場合も同じである。牛肉の

場合は主要貿易相手国に輸出では韓国が，

輸入ではオーストラリアやニュージーラン

ドが加わるが，基本的には豚肉と同じ貿易

構造を有しており，対カナダやオーストラ

リア，ニュージーランド貿易の赤字を日本

と韓国，あるいはメキシコへの輸出によっ

て補完するという図式となっている（第６

図）。

このような貿易構造に変化の背景には，

カナダドル安などマクロ要因のほかに，国

境を越えた積極的な企業の投資がある。た

とえば，カナダ最大の肉牛産地であるアル

バータ州におけるアメリカ系大手パッカー

の進出がある。
（注６）

カナダにおける肥育

牛の飼養頭数において，同州のシェ

アは80年から93年の間に34％から

43％に，牛（子牛を含む）の解体処

理ではやはり同時に37％から47％に

増えている。また，カナダの輸出向

け牛肉のおよそ70％がアルバータ州

の食肉工場で解体・処理されてお

り，同州はまさにカナダの牛肉産業

の中心地といえる。

カーギル社は，米加自由貿易協定

が発効した89年にカナダ・アルバー

タ州に日産1,600頭の処理能力を有

するハイリバー工場を開設して一躍

カナダの牛肉処理業界のトップにな

った。その後，世界最大の牛肉処理

業者であったＩＢＰ社（後にタイソン

フーズ社に買収される）も買収によ

って進出した。したがって，先述し

たカナダからアメリカへの牛肉輸出
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の増加はこのようなアメリカ系パッカーが

担っているといえる。なお，カーギル社は，

87年にアルバータ州の飼料製造会社を買収

しており，肉牛肥育において多角的に事業

展開を行っている点にも注目する必要があ

る。

メキシコの豚肉輸出にもアメリカ系パッ

カーがかかわっている。先述したように，

豚肉輸出では，メキシコは北米地域内貿易

での赤字を部分的にではあるが対日輸出で

カバーしている構図になっている。特に，

豚肉は農畜産物の対日輸出全体のほぼ半分

を占める主要品目である。
（注７）

ただし，現在豚コレラの関係で日本に輸

出できるのは３州に限定されている。その

中で日本への輸出の大半を担っているのが

ソノラ州である。同州の対日輸出に従事し

ている約10の企業の中で大手といえる企業

にNORSON社がある。同社は，72年に養

豚農家の任意組合として発足したが，その

後アメリカの大手パッカーであるスミスフ

ィールド社の出資を受けて，合弁となって

いる。養豚から豚肉加工製品製造まで一貫

して行う垂直型企業で，加工される豚はす

べて自社農場産であるという。
（注８）

このように

ＮＡＦＴＡは，単に市場アクセスを拡大させ

るだけではなく，投資環境の整備という重

要な役割も果たしている。

（注４）ＥＲＳのホームページのデータより。
（http://www.ers.usda.gov/Briefing/Hogs/
trade.htm）

（注５）渡辺・樋口（2001）を参照。
（注６）ブルースター・ニーン（中野一新監訳）
（1997），167～169頁。

（注７）Food & Agriculture，JETRO，2002年
10月28日（2410号），６頁。

（注８）（注７）に同じ

（１） 自由貿易協定の目的と内容

ＮＡＦＴＡは，94年に発効したが，農業分

野に関しては89年に発効した米加自由貿易

協定にアメリカ・メキシコ間およびカナ

ダ・メキシコ間の２つの新たな農産物貿易

協定が追加された形式となっている。アメ

リカ，カナダ，メキシコは，それぞれに農

産物の価格や所得を支持する国内政策を有

し，このような政策を遂行するために様々

な貿易の制限措置をとっているため，共通

の政策を打ち出すことは政治的に困難な課

題である。

農畜産物の市場アクセスに関しては，輸

入数量制限，その他の制限的措置（たとえ

ばメキシコの輸入ライセンス）などの非関税

障壁を関税割当に置き換えたうえで，既存

の関税と合わせて，即時，５年目，10年目，

15年目というスケジュールで関税を完全に

撤廃する。なお，アメリカとカナダについ

ては，89年に発効した米加自由貿易の合意

内容を継続し，同協定に盛り込まれた３段

階のスケジュール（即時，５年目，10年目）

に基づいてすでに関税撤廃は実施され，10

年目の98年に完了している。

ただし，関税撤廃の例外が認められてい

る。これが関税撤廃の対象外となる例外品
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３ 北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）

と各国の農政
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目で，例外品目に含まれる品目については

関税が残ることになる（第２表）。ただし，

メキシコは対アメリカとの協定の中で例外

品目を設けていないので，メキシコの全品

目の関税が事前に設定したＮＡＦＴＡのスケ

ジュールにしたがって撤廃されることにな

った。それ以外のアメリカ・カナダ，カナ

ダ・メキシコ，各二国間協定やアメリカの

対メキシコの政策には例外品目が含まれる

ことになるが，例外品目で共通しているの

が乳製品である。これはＮＡＦＴＡ諸国にと

って酪農がきわめて重要な分野であること

を示している。
（注９）

このように，輸入障壁の撤廃を原則に掲

げながら，すべての農産物の関税が撤廃さ

れたわけではなく，重要な品目については

例外扱いにして対象から除外している。む

しろ，このような例外措置は政治的に微妙

な問題を棚上げして，協定締結を促進する

手法として定着している。なお，一部農畜

産物については，当該農畜産物の関税が撤

廃されるまで，輸入急増が発生した場合に

は特別セーフガードを発動することができ

る。
（注10）

協定の解釈や運用に係る紛争は，協定の

手続き，ＷＴＯの手続きのいずれかを選択

することができる。どちらかの手続きが開

始された場合，他方の手続きへの変更はで

きない。紛争が発生した場合，まず当事国

同士が合意すべく協議を行う。これには，

政府間協議と民間団体間の協議の２種類が

ある。もし，合意に至らない場合は，３か

国の閣僚級で構成される「自由貿易委員会」

（Free Trade Commission）があっせん，調

整，調停などによる紛争解決を図る。同委

員会によっても解決されない時は，当事国

の要請に基づいて法律家５名で構成される

パネルが設置される。裁定は強制力を持ち，

パネルの裁定の不履行に対しては制裁措置

を取ることができる。

なお，その後カナダは南米のチリとの間

にも自由貿易協定を締結し，アメリカも03

年12月に中米諸国（エルサルバトル，グア

テマラ，ホンジュラス，ニカラグア）と自由

貿易協定に合意するなど，南北アメリカ全

体に自由貿易協定が拡大している。
（注11）

（注９）酪農は基幹品目であるだけに，各国の激し
い駆け引きが繰り返されている。鈴木（2003）
によると，アメリカはウルグアイ・ラウンド交
渉では競争力のあるオーストラリアとニュージ
ーランドからの輸入を阻止するために輸入数量
制限を死守する一方で，ＮＡＦＴＡではアメリカ
の酪農の競争力が最も強いため，輸入数量制限
の撤廃とゼロ関税という全く正反対の主張をし
ていたという。

（注10）特別セーフガードの対象となる品目につい
ては，協定の第７章のAnnex703.3に記載されて
いる。アメリカとカナダについては野菜や果物
中心で，畜産物についてはメキシコにのみ認め
られている（生体の豚や豚肉など）。

（注11）Food ＆ Agriculture，JETRO，2003年
12月29日，４～５頁。

資料　JETRO（２００３）�

第2表　NAFTAにおける例外品目�

例外品目�

カ
ナ
ダ
間�

ア
メ
リ
カ
・�

アメリカ側�

カナダ側�

カナダ・メキシコ間�

アメリカ・メキシコ間�

�

乳製品,ピーナッツ,ピーナッツ

バター,砂糖,砂糖含有品,綿花�
乳製品,家きん肉,卵,マーガリン�

乳製品,家きん肉,卵および卵製
品,砂糖,砂糖含有品�

なし�



（２） 各国間協定の内容

周知のことであるが，農畜産物分野の二

国間協定における例外品目の設定は，協定

ごとに大きく異なっている（第３表）。最

もオープンなのはメキシコの対アメリカ政

策である。メキシコ政府は，すべての関税

や輸入割当，輸入ライセンス制度を，遅く

とも15年目までに完全撤廃することに合意

した。このうち政府の許可制であることが

問題視されていた輸入ライセンス制度は，

ＮＡＦＴＡの発効と同時の94年１月に即時撤

廃された。この中には，家きん肉や乳製品

が含まれているが，これらの品目について

も輸入ライセンス制度を廃止して関税割当

制度に移管して，２次関税を10年目ないし

15年目で廃止することになった。

また，メキシコは，牛肉の輸入に対して

20％（生鮮および冷蔵）ないし25％（冷凍）の

関税を課していたが，94年１月のＮＡＦＴＡ

発効と同時にこれを撤廃している。さらに，

生体の牛に課していた 1 5％の関税も

ＮＡＦＴＡ発効とともに即時撤廃した。

その他の二国間協定では例外品目が設け

られた。共通しているのが乳製品と家きん

肉である。特に問題なのが乳製品である。

カナダは，ＷＴＯ協定では乳製品等の輸入

に対して関税割当制度を導入し，割当枠を

超える輸入に対しては高い２次関税を課す

ことにしたが，これをＮＡＦＴＡ加盟国にも

適用している。

関税割当外の輸入に課す関税相当量は，

初年度の95年度はチェダーチーズ289％，

バター351％，鶏肉280％とかなり高くなっ

ている。低い関税率の関税割当の数量は，

ＷＴＯ協定とＮＡＦＴＡの取り決めのうち大

きい方を適用することになっている。また，

アメリカも乳製品の輸入に対しては関税割

当を適用することとし，割当枠を超える輸

入に対しては，100％近い関税を課してい

る。家きん肉も例外品目の対象となってい

る。たとえば，カナダの場合，生乳生産と

同様に供給管理政策下にあり，ＷＴＯ協定

に基づく関税割当が設定されている。

これに対して，牛肉や豚肉，および生体

の牛や豚に関しては，メキシコだけでなく

カナダやアメリカも関税をほぼ撤廃してい

る。たとえば，先述したように，アメリカ

とカナダ間では，89年に発効した米加自由

貿易協定を包含しているため，乳製品，家

きん肉，卵などの例外品目を除いた農畜産

物については，98年までの10年間で撤廃す

ることが定められた。

カナダは，ＷＴＯ協定の中で食肉輸入法

を撤廃のうえ関税化し，牛肉については製

品重量ベースで76,409トンの関税割当枠を

設定した。枠内の関税は無税で，関税割当

数量を超える牛肉の輸入については30％程

度の２次税率が適用されるがＮＡＦＴＡ加盟

国には適用されない。この点はアメリカも

同様である。やはり食肉輸入法を関税化し

て，関税割当制度に移管したが，ＮＡＦＴＡ

締結国に対する措置は適用されず無税とな

っている。

生体の家畜，牛肉，豚肉の関税撤廃は，

予想以上のスピードで進み，93年にはすで

に無税となった。このような関税の撤廃が，
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第3表　主な畜産物のNAFTAにおける取り決め�

ア
メ
リ
カ�

カ
ナ
ダ�

牛肉� 豚肉�

WTO協定�

・食肉輸入法を関税化�
・６９６，６２１トンの関税割当枠を
設定�
・割当枠内の関税は,輸入の大
半を占める加工用牛肉と半
丸枝肉が４．４セント/ｋｇ,高級
部分肉が４％,加工済み牛肉
が１０％�
・割当枠を超える輸入に対す
る２次関税率を３１．１％と設定
して,２０００年まで２６．４％（１５
％の削減）まで下げる。�

NAFTA合意�

・カナダとメキシコは関税割当
枠の適用外で輸入数量は適
用されない。�
・カナダに関しては,米加自由
貿易協定を前倒しで達成し
ており無税�
・メキシコに関してはNAFTA
発足と同時に無税�

WTO協定�

・関税化対象品目ではない。�
・枝肉は無税�
・加工（部分）肉の関税を２．２セ
ント/ｋｇから２０００年には１．４
セントまで引き下げる（３６％
の削減率）�
�

NAFTA合意�

・加工（部分）肉の関税も無税�
・メキシコに対しては即時撤廃
（ただし,豚コレラ汚染地域から
の輸入は調理し,密封したもの
に限定される。）�

・食肉輸入法を関税化�
・７６，４０９トンの関税割当枠を
設定�
・割当枠内の関税は無税�
・割当枠を超える輸入につい
ては,関税率３０％程度�

･アメリカとメキシコは関税割
当枠の対象外で輸入数量は
適用されない。�
・アメリカに関しては,米加自由
貿易協定を前倒しで達成し
ており無税�
・メキシコに関してはNAFTA
発足と同時に無税�

･関税化品目でないため関税
割当の対象外で,関税は無税�

・アメリカに関しては,米加自由
貿易協定を前倒しで達成し
ており無税�
・メキシコに関してはNAFTA
発足と同時に無税�

メ
キ
シ
コ�

・９２年に生鮮と内臓について
関税を０→２０％に,冷凍に関
しては２５％に関税を引き上
げた。�

・ＮＡＦＴＡ発足と同時に,アメリ
カとカナダに対しては無税�
・内臓については１０年間で撤
廃（アメリカ）�

・セーフガード（６８，５００トン）で,
毎年３％拡大する。�
・関税率２０％�

・関税割当枠によるセーフガ
ードは２００３年に失効�
・１０年で関税撤廃�

牛（生体）� 豚（生体）�

ア
メ
リ
カ�

カ
ナ
ダ�

・純粋種生育用及び酪農用は
無税�
・その他は２．２セント/ｋｇ�

・カナダに対しては９３年まで
に撤廃�
・メキシコに対してはＮＡＦＴＡ
発効時に即時撤廃�

無税（相殺関税を除く）� 同左�

・純粋種生育用及び酪農用は
無税�
・その他は２．２セント/ｋｇ�

・アメリカに対しては９３年まで
に撤廃�
・メキシコに対してはＮＡＦＴＡ
発効時に即時撤廃�

無税� 同左�

メ
キ
シ
コ�

・９２年に関税を０～１５％に引
上げ（生育用以外）�

・アメリカ,カナダの双方に対し
て関税を撤廃�

・純粋種以外の豚については
２０％の関税�
・関税割当制度の導入（３７万頭,
毎年３％拡大）�
・２次関税率は最恵国関税とＮ
ＡＦＴＡ以前の関税水準の低
い方を適用�

・関税については,ＮＡＦＴＡに
基づいて２００３年に失効�
・関税割当によるセーフガード
も同年失効�

資料　本郷秀毅・藤野哲也（１９９８）,ＪＥＴＲＯ（２００３）,ＵＳＤＡ「ＮＡＦＴＡ Ｃｏｍｍｏｄｉｔｙ Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ」より作成 �

家きん肉� 乳製品�

ア
メ
リ
カ�

カ
ナ
ダ�

・部分肉�
  ２２→１７．６セント/ｋｇ�
・分割しない鶏肉�
  １１．１→８．８セント/ｋｇ�
・家きん肉については２０００年
までに２０％削減�
�
�

・メキシコに対しては即時無税
（ただし,すべての家きん肉製品
は調理し,密封しなければならな
い）�
・カナダに対してはＷＴＯ協定
を適用�

・農業調整法２２条に基づく輸
入規制措置（ウエーバー）を
関税化し,２次関税率を設定
（２０００年までに１５％削減,主な
品目は以下の通り）�
・脱脂粉乳　１０１．８→ ８６．５セント/ｋｇ�
・バター　１８１．３→１５４．１セント/ｋｇ�
・チーズ　１４４．３→１２２．７セント/ｋｇ�

･メキシコに対しては,割当枠
を毎年３％拡大し,２００３年に
は撤廃された。�
・カナダに対してはＷＴＯ協定
を適用�

･輸入割当制度を関税化�
・鶏肉（及びその調整品）の関税
割当枠は,ＮＡＦＴＡの規定（当
該年の前年の国内生産量の７．５％）
と,ＷＴＯ協定で定められた
３９，８４３トンの大きい数量�
・関税割当内の関税率は５％,
割当枠を超える数量に対す
る２次関税率は２４９％�

･アメリカとメキシコ両国に対
してWTO協定を適用�

・関税割当制度を導入し,３００
％前後（チーズ２８９％,バター
３５１．４％,脱脂粉乳２３７．２％など）
の２次関税率を課す。�
・ただし,乳製品が５０％未満の
調整品については割当制度
の対象外�

･アメリカ,メキシコの双方に
対して例外品目であるため
ＷＴＯ協定を適用�
�

メ
キ
シ
コ�

･輸入ライセンスを関税化�
・割当枠は毎年３％拡大し,２次
関税率は１３３～２６０％の関税
を適用�

･アメリカに対しては,１０年目
の２００３年に撤廃�
・カナダに対してはＷＴＯ協定
を適用�

･輸入ライセンスから割当制度
に移行�
・粉乳と主なチーズ製品２次関
税率は,１３９％を下回らない
ようにする。�

･アメリカに対しては,１０年ま
たは１５年で割当枠を撤廃�
・カナダに対してはＷＴＯ協定
を適用�



した。
（注13）

長官はアメリカの豚輸出業者につい

て，アンチダンピング調査を開始した。結

局，この要請を認め，99年１月31日にアメ

リカから輸入される豚に「代償」関税を課

すことを決定した。

関税の撤廃による影響とともに近年注目

されているのが検疫である。現在，メキシ

コからアメリカへの鶏肉輸出については，

検疫・検査を行うＵＳＤＡの動植物検疫局

（ＡＰＨＩＳ）と食品安全検査局（ＦＳＩＳ）に

より，防疫上（ニューカッスル病など）の

理由から加工済みの鶏肉のみが認められて

いる。

その際には，この２州から搬出され，ニ

ューカッスル病に感染していないことを文

書で示さなければならない。
（注14）

なお，00年に

はシナロア州およびソノラ州については，

アメリカから成鳥を輸入して，メキシコ国

内でと畜・加工してアメリカに再輸出する

ことが認められた。

これは豚も同様で，アメリカはこれまで

メキシコを豚コレラ清浄国として認定して

いなかったため，同国からの豚肉輸入を禁

止してきた。しかし，その後ＮＡＦＴＡおよ

びＷＴＯ協定に基づき輸出許可を求めるメ

キシコ政府からの要請を受け検討した結

果，ソノラ州からの豚肉に限って輸入を認

めることとした。その場合でも，ＵＳＤＡ

は，同州から輸入することのできる豚肉は

同州で肥育，と畜されたもので，豚コレラ

感染の危険性が高い他の地域の豚と接触し

ておらず，また同州から搬出されたことを

証明するメキシコ政府の証明書の添付を義
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前節の分析で明らかとなった貿易構造の変

化の要因になっているといえる。

（３） ＮＡＦＴＡにおける貿易紛争

ＮＡＦＴＡによって最も大きな影響を受け

たのはメキシコであろう。特に，対アメリ

カ貿易ではすべての品目において関税を撤

廃していることもあり，対アメリカ貿易は

大幅な赤字となっている。

市場アクセスについては，03年１月１日

に約400品目（ＨＳ８けた分類）の関税が撤

廃されたことで，有税品目はわずか31品目

となり，農業団体は，特にアメリカからの

輸入増加を受けて，ＮＡＦＴＡの農業分野に

関して再交渉を主張するほど危機感を抱い

ている。メキシコ政府も農業団体の主張を

無視することができなくなり，農業団体と

交渉を行い，ＮＡＦＴＡの農業分野がメキシ

コ農業に与える影響について評価を実施す

ることを確約せざるをえない状況に追い込

まれた。

また，家きん肉の関税措置の取り扱いに

ついては，03年１月からメキシコ政府はア

メリカ産家きん肉に対する関税措置（関税

割当制度）を撤廃する予定であったが，同

年１月22日に６か月間の暫定的なセーフガ

ード措置を講ずると発表し，その後アメリ

カの同意を得て７月25日付けで正式に発動

することになった。
（注12）

さらに，98年にメキシコ豚肉生産者会議

は，アメリカ産の生体豚が不当な安値でメ

キシコに輸出されているとして，通商産業

振興長官に対しダンピング調査を要請



務付けている。
（注15）

ここでは触れなかったが，アメリカとカ

ナダの間にも様々な係争があり，生産者を

中心に各国に不満が渦巻いている。パッカ

ーの直接投資に代表されるように，企業の

海外投資の環境が整備され，活発な投資活

動が展開されているのとは対照的である。

（注12）ＮＡＦＴＡ第８章（緊急措置）第801条（２
国間措置）に基づき要請がなされた。

・今回の暫定的なセーフガードの発動対象品目は
アメリカ産家きん肉のうち，もも肉のみとする
（その他のアメリカ産家きん肉に対する関税は撤
廃される）。

・2003年枠として10万トンの無税枠を設けるが，
この間に５万トンを超えて行われた輸入に対し
ては，98.8％の関税を賦課する。この税率は
2004年から５分の１ずつ漸次引き下げ，2008年
には完全に撤廃することになった。

・今回合意された無税枠の10万トンは，年間１％
ずつ拡大する。Food & Agriculture，JETRO，
2003年８月４日（2449号），４～５頁。

（注13）JETRO（2003），11頁。なお，ＮＡＦＴＡ
締結国は，アンチダンピング税や相殺関税関連
の国内法を保持することができる。また，他の
締結国アンチダンピング税および相殺関税に関
する最終決定について，２国間パネルの審査を
請求することができる。ＮＡＦＴＡ協定には，ア
ンチダンピングであると判断するための基準や
統一した手続きや，相殺関税を設定するタイミ
ングとその手続きに関する規定がない。ＵＳＤＡ
（2002）,p.7.

（注14）ＵＳＤＡ（2000）,p.16.
（注15）ＵＳＤＡ（2000）,p.13.

最後にこれまでの分析をまとめておこ

う。ＮＡＦＴＡの影響もあり，アメリカ，カ

ナダ，メキシコ間の貿易は拡大し，各国の

農畜産物貿易全体に占める比率も高くなっ

ている。それだけ域内の貿易関係が緊密化

していることを示している。

しかしながら，その構造は，カナダから

アメリカ，メキシコと一方的に流れるとい

う構造となっている。近年貿易のように

ＮＡＦＴＡ本来の目的である関税の撤廃が進

んだ品目で，増加が著しい牛肉と豚肉の取

引においては，最後に日本（牛肉では韓国

も含む）という輸出市場が存在してはじめ

て完結する図式となっている。ただし，カ

ナダとアメリカのＢＳＥ発生を受けてこの

ような状況は大きく変化するものと予想さ

れるだけに，今後の状況変化に注目する必

要がある。

また，アメリカにおけるＢＳＥ発生で注

目されているのが家畜の生体での取引の増

加である。畜産をめぐる問題をアメリカの

国内問題としてのみとらえることはもはや

不可能で，北米全体を分析の対象としなけ

ればならない。

このような貿易の変化を促した要因の一

つがＮＡＦＴＡである。ＮＡＦＴＡは，一定の

移行期間内に関税を撤廃することを主な目

的の一つとした地域協定であるが，品目に

よって取り決めが異なっている。たとえば，

牛肉や豚肉については，その生体での取引

も含め関税は発効の時点でほぼ撤廃され，

メキシコの通貨危機を契機とする経済状況

の変化によって一時的に影響は受けたもの

の，近年貿易は急激に拡大している。ただ

し，繰り返しになるが，あくまでも先に述

べたような貿易構造を強化する方向に進ん

でいることに注意する必要がある。

なお，10年等の猶予期間を置いたのちに

関税が撤廃される品目が受ける影響につい
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ては，今後の推移をみないと判断できない

が，メキシコの農業団体が示した反発は，

発効時に関税が撤廃された品目においてメ

キシコが受けた影響が同国の生産者にとっ

て極めて不利であることを示唆している。

また，カナダのアメリカ向け輸出の増加

要因として重要なのがアメリカからの直接

投資である。協定締結を受けてアメリカ系

パッカーはカナダに積極的に投資を行い，

同国の畜産業において積極的な事業展開を

行っている。豚肉や鶏肉についても，アメ

リカ系パッカーがメキシコ企業に出資する

など，投資活動は盛んである。貿易拡大の

背景にはこのような積極的な投資がある。

他方，各国間の協定には様々な例外品目

が盛り込まれ，関税撤廃の対象外とされて

いる。特に，日本の米に相当する基幹品目

といえる乳製品に関しては，カナダもアメ

リカもその手厚い国内保護を守るために，

そろって乳製品を例外品目としている。

このような品目間の相違は，各国がその

自然的かつ歴史的条件の枠内で独自の農業

政策を展開しているからで，協定国間で急

に関税を撤廃することは非常に困難である

ことを示している。それだけに，対アメリ

カ交渉において例外品目を設けなかったメ

キシコにおいて，協定の内容を見直す動き

が出ていることは注目される。また，関税

を撤廃した品目についても紛争が発生して

いる。つまり，互いの農業政策をある程度

尊重しながら，例外品目を設けて妥協を行

ってきたことこそが協定締結のためには必

要不可欠な手法なのである。自由化すべき

領域設定と例外品目の選定は間違いなく交

渉の重要な要素となっている。
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途上国における信用農協の発展条件
――インド・ケーララ州の教訓――

〔要　　　旨〕

１　経済のグローバル化が進む中で，発展途上国に今なお存在する莫大な貧困層の貧困緩和
が世界的な課題になっている。貧困緩和に有効な方法のひとつとして，マイクロ・ファイ
ナンス（小規模金融）に代表されるような，貧困層にも容易に活用できる近代的金融シス
テムの整備があげられる。

２　インドのケーララ州は，経済発展の程度に比して保健衛生や教育，女性の地位向上など
貧困緩和の指標となる分野で顕著な成果をあげ，その発展パターンは「ケーララ・モデル」
として世界的に知られている。また，ケーララ州では1970年代から日本の総合農協に似た
信用農協が目覚ましい成長をとげ，現在農村住民のおよそ半数が組合員となっている。本
稿では，１信用農協を事例として，途上国の信用農協の発展が貧困緩和にどのような貢献
をなしえるのか，また途上国の信用農協育成のために，必要な条件を明らかにすることを
目指す。

３　事例研究の対象としたチラインキル農協では，過去24年間で組合員数が17倍になり，活
動エリア内の人口に占める組合員の割合は現在56％に達している。また，この間の総資産
の増加率は実質で年平均約20％ときわめて高かった。その主要な要因は，貯蓄動員の成功
と地域住民への融資の増大である。

４　この農協が貯蓄動員に成功した最大の要因は，農協職員および地方自治体(村役場)の議
員などがチームとなって家を一軒一軒訪問し組合加入と預金の効用を説得して回ったから
であり，主流派金融理論が主張するように農協の預金金利が高かったからではなかった。
貯蓄動員が成功した最大の要因は，価格(金利)ではなく，預金の安全性と農協への信頼の
向上だったと考えられる。

５　チラインキル農協は貯蓄動員に成功しただけではなく，高い資金回収力によって財務状
況も良好である。その主な理由は，換金性の高い金(きん)を担保とした金担保融資が融資
の大きな部分を占めていること，また長期で多額の融資には土地を担保として融資をして
おり，しかも政府が不良債権の回収に直接関与していることである。

６　ケーララ州の信用農協は，一般的には収益力の低さという問題点も抱えている。しかし，
その発展過程と成果には，インドの他州だけでなく，健全で社会的貢献度の高い農協の育
成に苦心している他の途上国にも示唆する点が多い。
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経済のグローバル化が進む中で，改めて

発展途上国の貧困克服が世界的な課題とし

て浮上している。なぜなら，市場のグロー

バル的拡張は自動的に途上国の貧困層の生

活改善をもたらすものではないからであ

る。貧困層の生活の改善を伴わない貧富の

格差拡大は，ロールズが言う意味での正義

の原理[Rawls（1999）p.53]
（注１）

に反するだけで

なく，国際テロに象徴されるように国際政

治を不安定化させ，経済のグローバル化の

基盤を掘り崩しかねない。

貧富の格差を縮小する方法として，近年，

途上国の貧困層を対象としたマイクロ・フ

ァイナンス（小規模金融）が注目されてい

るが，貧困層にも容易に利用できる近代的

金融システムの整備は，貧困削減の一つの

重要な条件である。本稿では，途上国の貧

困削減に資する農村金融システムの重要な

一端を担う金融機関として，農村部で信用

事業を行う協同組合（以下「信用農協」と

する）に注目する。そして，途上国として

は目覚ましい発展を遂げているインド・ケ

ーララ州の信用農協を事例として，貧困削

減に信用農協がどのような貢献をできるの

か，またその自立的発展のために必要な条

件は何かを明らかにしようとするものであ

る。

インドの信用農協，特に村落レベルで活

動する単位農業信用協同組合（以
（注２）

下，「単協」

あるいは文脈によって「農協」とする）は，

農家･農村へ政府資金等を注入する政策機

関としての役割が重視され，長い間自立的

発展が阻まれてきた。しかし，90年代初頭

から始まった農村金融改革の結果，自立的

発展の芽が出始めている[須田（2000）]。例

えば，80年代まで単協の活動が停滞してい

た西ベンガル州では90年代に入って急速に

単協による貯蓄動員が進み，金融仲介機関

としての自立性を高めつつある [須田

（2002）]。

とはいうものの，インドの信用農協組織

の自立的発展は全体としてはまだ低レベル

にある。また，信用農協が提供するサービ

スが中流以上の階層に偏り，貧困層がその

恩恵を受けていないという批判も根強い。
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こうした問題点に対しては今後の改善が期

待されるものの，そのためにはどのような

対応策が必要なのかということが必ずしも

明らかにされていない。

そこで本稿では，インドで最も単協が発

展しているケーララ州を事例として，信用

農協が自立的に発展し，貧困削減も含め社

会的貢献度を高めるための条件を探ってい

きたい。

（注１）ロールズは「正義の原理」として２つをあ
げている。その１つは「他者の自由を妨げない
限りで各人は最大の自由を享受する等しい権利
を持つ」というものであり，もう１つは，「社会
的および経済的不平等は，（最も貧しい人を含む）
すべての人にとってその不平等が利益を生むと
期待できる限りにおいて，また豊かになる機会
がすべての人に開かれている限りにおいて認め
られる」というものである。

（注２）インドの信用農協組織は，村落，県
（District），そして州の３段階において系統的
な組織をもつ。村落レベルで活動するのが，単
位農業信用協同組合（Primary Agricultural
Credit Society : PACS）で，全国に約９万の
単協がある。インドの信用農協組織について詳
しくは，須田（2000）を参照のこと。

ケーララ州の信用農協の状況について議

論する前に，ケーララ州の政治的特徴につ

いてごく簡単に整理しておく必要がある。

なぜなら，インドで抜きん出たケーララ州

の信用農協，特に単協の発展はケーララ州

の政治的環境を抜きには語れないからであ

る。

ケーララ州は，インド南部に位置する人

口約3,200万人の，インドとしては比較的

小さな州である（第１図）。この州は1957

年に世界ではじめて選挙によって共産党政

権を生んだことで知られる。その後もしば

しば共産党が単独ないし連立で政権につく

など革新的な政策がとられる中で，経
（注３）

済的

発展度に比して高い識字率や女性の地位の

高さ，低い乳児死亡率など経済発展の中で

ともすれば取り残されがちな底辺の人々の

福祉改善に大きな成果をあげ（第１表），

その発展形態は「ケーララ･モデル」とし

て世界的に注目されている。潜
（注４）

在能力

（capability）アプローチ[セン（1988）]で知

られるA.センもケーララ州の成果をきわめ

て高く評価し，「（ケーララ州の成功の）す

べてが知られ，その教訓はインドの他地域

の政策形成に活用されなければならない」

と主張している[Sen（1997）p.8]。ケーララ

州では現在も，開発予算の約４割を地方自

治体に移譲するなど地方分権に基づいた草

の根重視の地域開発が全国に先立って進め

られている[佐藤（2001）351頁]。このよう

なケーララ･モデルは，リベラルな共産党

勢力の指導力と影響力によって上から達成
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資料　筆者作成�

ティルバナンタ�
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デリー�

ムンバイ�
（ボンベイ）�

第1図　ケーララ州の位置�

２　ケーララ州の信用農協の発展



された面が大きいが，ＮＧＯや労働者組織，

そして協同組合など，民衆と政府の間に立

つ中間組織の果たした役割が大きいという

指摘もなされている[佐藤（2001）350頁]。

既に指摘したように，ケーララ州は村落レ

ベルの単協がインドでは突出して発達した

州であり，それが果たしている役割と発展

の条件を明らかにする必要があろう。にも

かかわらず，ケーララ州の協同組合につい

ての文献は少なく，特に信用農協に関する

まとまった文献は管見の限り見当たらな

い。
（注５）

（注３）斎藤（1997, 202-3頁）および佐藤（2003,

308-9頁）の整理によると，ケーララ州の共産党
は1957～59年に選挙で初めて政権について以来，
67～69年，80～81年，87～91年，96～01年に単
独ないし連立で政権の座についている。共産党
が政権党であった期間はこのように非共産党
（会議派）政権の期間よりかなり短いものの，土
地改革や初等教育の普及，女性の地位向上など
共産党が掲げた政策が他の政党にも受け入れら
れ，ケーララ州政府の一貫した政策として受け
継がれてきた。詳しくは，V. K. Ramachan-
dran （1997）を参照のこと。

（注４）「ケーララ・モデル」の概要については，
とりあえず佐藤（2001）を参照。

（注５）たとえば，インドの総合的な政治経済雑誌
として知られているEconomic and Political
Weekly 誌では，ケーララ州の協同組合につい
ては K. G. Kumar（1988）による漁民の協同組
合，M. Mohandas and P. V. Praveen
Kumar（1992）によるタバコ製造者組合，B.
Vijayachandran（1997）によるココヤシ繊維
業労働者組合の文献があるが，信用農協につい
ての論文は管見の限り見当たらない。

ａ　インドにおけるケーララ州の単協の位置

そこでまず，インドの信用農協組織の中

でケーララ州の単協がいかなる位置にあ

り，その発展がどのように進んできたのか

を統計データによって簡単に整理しておこ

う。第２表がそれである。全般的にケーラ

ラ州の単協がインド主要州の単協の中で優

れた成果をあげていることがこの表から見

て取れるが，以下の点に特に注目すること

が必要である。

第１に，貯蓄動員における突出した成果

である。90年代のインドの農村金融改革が，

単協を自立的金融仲介機関に転換させるた

めに貯蓄動員力の向上を重視したことは別

稿で示したとおりだが[須田（2000）]，ケー

ララ州の単協はその点で他州を圧倒する成

果をあげているのである。01年３月末にお

けるケーララ州の単協の預金残高は579億
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一人当たり所得�
（ＮＮＰ／ＮＤＰ）�
（ルピー）�
（９９-００年度）　�

平均寿命（歳）�

男
性�

�

女
性�

�

男
性�

�

女
性�

�

平
均�

乳児死亡率�
（００年）�
（出生児�
  千人中・人）�

出生率（００年）�
（人口千人中・人）�

死亡率（００年）　�
（人口千人中・人）�

識字率（％）�
（０１年）�

資料　Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ ｏｆ Ｉｎｄｉａ（２００３），Economic Survey 
2002-03，　Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ ｏｆ Ｋｅｒａｌａ（２００１），Statistics for 
Planning 2001．    �

（注）　１　＊２９州中,予測値が出ていないゴア, ミゾラム,ナガランド, 
アンダマン＆ニコバル諸島の４州を除く２５州中の順位。
このうち過去の実績からすると,ゴアとアンダマン＆ニコバ
ル諸島はケーララ州より高いので,実質的には２９州中１１位
と考えられる。なお,この９９-００年度の州の値は,予測値で
ある。    �
２　ＮＮＰはＮｅｔ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｒｏｄｕｃｔ（純国民生産）,ＮＤＰ
はＮｅｔ Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｐｒｏｄｕｃｔ（純国内生産）の略。�

全国平均�

１５，６２６�
（ＮＮＰ）�

６３．９�

６６．９�

６７�

６９�

６８�

２５．８�

８．５�

６５．４�

ケーララ州�

１８，２６２�
（ＮＤＰ）�

７１．７�

７５．０�

１５�

１３�

１４�

１７．９�

６．４�

９０．９�

インド諸州に�
おける順位�

９位�
（２５州中）＊�

�

１位�
（１５主要州中）�

１位�
（１５主要州中）�

１５位�
（１５主要州中）�

１５位�
（１５主要州中）�

１５位�
（１５主要州中）�

１５位�
（１５主要州中）�

１５位�
（１５主要州中）�

１位�
（３５州・直轄地中）�

表1表　インドにおけるケ－ララ州の�
　　　社会･経済開発指標の位置�



ルピー（１ルピー2.6円として約1,500億円）

で，インドの単協全体の預金残高に占める

割合は実に43.0％に達する。第１表で見た

ように，ケーララ州の経済発展の程度は25

州中９位（実質的には29州中11位）と特段

に高くはないこと，全国の農村人口に占め

るケーララ州の農村人口の比率は3.2％（01

年）に過ぎないこ
（注６）

とを考えれば，貯蓄動員

力におけるケーララ州のこの成果は驚異的

でさえある。そしてそれは，農村人口に占

める単協組合員の比率が46％（全国平均は

14％）という数字に表れているように単協

に対する農村住民のきわめて高い参加率

と，組合員一人当たりの預金残高が5,400

ルピー（全国平均は1,349ルピー）という主

要州の中では突出した貯蓄動員力の成果な

のである。

単協の融資残高も643億ルピーとインド

で最高ながら，預貸率（融資残高／預金残高）

は111％であり，貸出原資の大半は組合員

の預金である。このように，ケーララ州の単

協は貯蓄動員の成功によって資金の自己調

達と融資の増大に成功し，農村部の金融仲

介機関としてすぐれた成果をあげている。

第２に，融資の返済率において，きわめ

て高いとまではいかないまでも，インドの

中では相対的に高い成果をあげていること

である。融資の返済率（期間内の返済要求

額に対する返済額の割合）は78.9％で，パン

ジャーブ州，オリッサ州に続いて第３位の

位置にある。これはインドとしては融資の

健全性が相対的に高いことを示しており，
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資料　Economic and Political Weekly(2002),， ３７（５）， Ｆｅｂｒｕａｒｙ．　        �
　　ＮＡＦＳＣＯＢ（２０００）， Performance of Primary Agricultural Credit Societies 2000-2001．        �
　　Ｔａｔａ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（１９９７）， Statistical Outline of India 1997-98．        �
　　Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎt ｏf Ｉｎｄｉａ， Economic Survey 2001-02．        �
（注）　＊ＮＡＦＳＣＯＢ（２０００）の西ベンガル州の２０００-０１年度の返済率と職員数は明らかに間違いなので,９６-９７年度の数値で代用した。�

第2表　各州の単協のパフォーマンス比較（２００１年３月）�
（主要州）�

組合員／�
農村人口�
（％）�
�

信用事業� 単協の自立度�

ハリヤナ�
パンジャーブ�
ヒマーチャルプラデシュ�
ジャンム＆カシミール�
ウッタルプラデシュ�
ビハール�
オリッサ�
西ベンガル*�
アッサム�
グジャラート�
マディヤプラデシュ�
マハラシュトラ�
ラージャスタン�
アンドラプラデシュ�
カルナータカ�
ケーララ�
タミルナード�

全国平均�

１，０６３�
５２０�
４５７�
２７９�
３０８�
８９４�
３，８４４�
４８４�
３，５６４�
３４６�
１，４３３�
３９６�
８０２�
２，８４８�
９６１�
５，３９７�
２，００６�

１，０１１�

１組合�
当り�
職員数�
（人）�
�

預金残高�
（千万　�
ルピー）�

融資残高�
（千万　�
ルピー）�

組合員�
一人当り�
預金残高�
（ルピー）�

組合員�
一人当り�
融資残高�
（ルピー）�

黒字�
組合率�
（％）�

融資の�
返済率�
（％）�

３．１�
２．８�
１．８�
１．２�
０．９�
１．０�
２．９�
１．４�
４．２�
１．７�
３．６�
１．０�
１．３�
３．３�
２．７�
８．４�
８．４�

２．１�

７５．６�
８５．２�
５８．４�
２２．０�
５７．６�
１８．６�
７９．１�
４３．８�
３．３�
５２．３�
５１．８�
５６．７�
７１．０�
５５．０�
６１．７�
７８．９�
６１．７�

６５．１�

３１．６�
６５．７�
７５．９�
４７．４�
５０．８�
５０．０�
３６．３�
７９．３�
３３．９�
５３．８�
４６．２�
４５．２�
６８．７�
２６．９�
３５．０�
３６．０�
１３．９�

４７．４�

９，０５６�
６，４４０�
１，３２１�
２，１３１�
５，９３８�
２７０�
１，７８４�
７４３�
８８�

６，６１８�
２，２９４�
５，２３３�
２，１０４�
３，６４３�
３，１２７�
５，９９０�
４，２２４�

３，４５５�

４００�
１，０７１�
２，８０３�
３４�
２４８�
２２�

１，４１１�
５１３�
１，１４２�
４０５�
３３３�
２１２�
１７９�
１８１�
６１２�
５，３９８�
３，３２１�

１，３４９�

２，３０７�
１，４１０�
１２８�
２７�

１，６３２�
１７１�
２，６４６�
３２３�
２２�

１，７０９�
１，４８９�
４，５０４�
８８３�
４，６３６�
１，５４３�
６，４２７�
３，８３４�

３４，５２２�

１０２�
２３４�
２７２�
０�
６８�
１４�

２，０９２�
２２３�
２８８�
１０５�
２１６�
１８３�
７５�
２３１�
３０２�
５，７９１�
３，０１４�

１３，４８１�

１７．０�
１３．６�
１７．７�
１．７�
２．１�
６．６�
４７．５�
７．５�
１０．８�
８．１�
１４．７�
１５．４�
９．７�
２３．０�
１４．２�
４５．５�
２６．０�

１３．５�

１組合�
当り�
組合�
員数�
（人）�
�

単協数�

２，３９６�
４，２１４�
２，１２１�
４６０�
８，９２９�
７，０５７�
３，８５８�
８，９６８�
７０７�
７，４６９�
４，５３０�
２１，７５３�
５，２２８�
４，４６９�
５，１３６�
１，９８８�
４，５２５�

９８，８４３�



金融仲介機関としての単協の自立性が高い

ことを示す一つの指標である。
（注７）

第３に注目すべき点は，単協の規模の大

きさである。ケーララ州の１組合当たりの

組合員数は平均約5,400人（全国平均は約

1,000人），職員数のそれは8.4人（同2.1人）

で最も多い。多くの州では１組合当たりの

職員数の平均は１～２名程度に過ぎず，上

位機関（県中央協同組合銀行：ＤＣＣＢ）か

ら供給される政策的資金を農家に配分する

ための小さなオフィス程度でしかない。そ

れに対してケーララ州の単協は平均でも５

千人を超える組合員と10人近い職員がいる

金融機関としてそれなりの体制を備えた組

織なのである。

ただし，こうした諸指標がケーララ州に

おける単協の活動の活発さと健全性を示し

ているのにもかかわらず，単協の黒字率は

36.0％と平均を下回る。こ
（注８）

れはケーララ州

の単協の財政的自立性に対する疑問を投げ

かける重要な論点であり，その改善に向け

た提言についてはまた後で触れたい。
（注６）インドの2001年人口センサスによれば，全
国の農村人口は７億4,200万人で，ケーララ州の
それは2,400万人である。

（注７）返済率が８割程度しかないのに融資の健全
性が高いといえるか，という指摘も当然されよ
う。確かに，バングラデシュのグラミン銀行な
ど現在注目されているマイクロファイナンスで
は返済率が95％以上というのは珍しくない。そ
れらに比べれば，ケーララ州の信用農協の返済
率は大きく見劣りする。ただ，定義上，返済率
が低いことは必ずしも貸倒率が高いことを意味
するものではなく，また必ずしも収益性の低さ
を意味しない。例えば，借入者の75％が返済期
間内に完済し，25％が返済期間を若干超えて完
済した場合でも返済率は80％となる。この場合，
返済率の低さは，収益性の低下を生むわけでは
ない。実際，本稿の事例研究で明らかになるよ

うに，延滞債権のほとんどは回収されるのであ
る。もちろん，返済期間内に返済が完了できな
い融資は不良債権化しやすく，返済率が低いの
は望ましい傾向ではない。

（注８）ケーララ州の単協の状況について報告した
K. K. Joseph, et. al.（2000）によると，比較
的返済率が良好であるにもかかわらずこのよう
に収益性が低いのは，預金金利が他の金融機関
に比べて非常に高いことと金利の高い定期預金
の割合が高いことから資金調達コストが高いこ
と，また施設費や人件費などの費用が高いこと
などが主な原因である。

ｂ　ケーララ州の単協発展の過程

次に，単協に対する住民の参加と貯蓄動

員に的を絞り，ケーララ州の単協がいつご

ろからどのような理由で現在の成果をあげ

ることになったのかを探ってみたい。

まず，単協における農村住民の組織化の

進展だが，第２図がそれを明確に示してい

る。それによると，農村人口に占める単協

組合員の割合は70-71年度末時点では9.5％
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インド全国�



で，全国平均の7.2％とほぼ同水準であっ

た。一方，農業先進地域で「緑の革命」を

当初（60年代後半）から担ってきたパンジ

ャーブ州は14.0％，ケーララ州の隣の州で

インド南部の中心的州であるタミルナード

州は11.4％と，ケーララ州よりも住民参加

度が高かった。しかしこの順位は80-81年

度には逆転し，ケーララ州が18.1％と僅差

ながら諸州の中で１位となった（２位はタ

ミルナード州の15.6％。全国平均は11.0％。）。

そして，88-89年度には
（注９）

，農村住民に占め

る単協組合員の割合は45.9％と，他州を圧

倒するまでに上昇するのである（２位はア

ンドラプラデシュ州の19.1％。全国平均は

14.6％｡）。つまり，70年から80年代末まで

の間に，ケーララ州では農村住民の単協へ

の組織化が急速に進んだのである。
（注10）

次に，貯蓄動員の経年変化を組合員一人

当たりの預金残高で見てみよう（第３表）。

これによると，70-71年度時点ではケーラ

ラ州のそれは55ルピーで全国平均の2.5倍

あったが，農業先進地域で経済的に豊かな

パンジャーブ州と比べると半分以下に過ぎ
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パンジャーブ�
マハラシュトラ�
オリッサ�
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１２３�
１３�
１１�
５５�
１３�

２２�

１４５�
１９�
１０�
３８０�
３５�

５０�

２６１�
２９�
１９�
８５５�
９０�

１３４�

１，０７１�
２１２�
１，４１１�
５，３９７�
３，３２１�

１，３４９�
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７０-７１�
年度� ８０-８１�８８-８９�００-０１�

第3表　組合員一人当たりの単協預金残高の変化�
（主要州）�

なかった。ところが80-81年度の組合員一

人当たりの預金残高は380ルピーで全国平

均の7.5倍に達し，全国１位となる（２位は

228ルピーのヒマーチャルプラデシュ州）。そ

の後も，タミルナード州や近年オリッサ州

に追い上げられなら，依然全国１位の地位

を維持している。

以上のことから分かるのは，ケーララ州

では70年代に単協による農村住民の組織化

と貯蓄動員が始まり，それが80年代も力強

く継続して現在の突出した地位を築いたと

いうことである。それでは，それを推し進

めた力は何であったろうか。単協の組織率

の向上および貯蓄動員を進めた要因として

考えられるのは，まず第１に経済的誘因と

して，金利（実質金利の絶対的水準，および

他の金融機関の金利や投資の利潤率と比較し

ての相対的水準）と農村住民の所得水準で

ある。そして第２に非経済的要因として，

貯蓄に対する住民の考え方の変化，預金の

安全性の向上や預金のしやすさ，また預金

に付随する様々なサービスの向上などが生

む単協への信頼感の高まり，それに組合員

に預金を強制するような社会的ないし政治

的な圧力などを考えることができよう。つ

まり，以下のような要因である。

①経済的要因

高い預金金利（絶対的，相対的）

所得の向上

②非経済的要因

貯蓄に対する住民の考え方の変化

（貯蓄性向の変化）

単協への信頼感の高まりｂ�

ａ�

ｂ�

ａ�
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組合への加入と預金を強制する社会

的・政治的強制力

そこで次節以下では，70年代以降のケー

ララ州における単協の発展要因を解明する

ために，一つの単協を事例として，いかに

組合員の組織化と預金動員が進められ，単

協が金融仲介機関として自立したか，また

それによって農村住民の福祉がどのように

向上したかを検証していきたい。

（注９）ここで90-91年度ではなく88-89年度のデー
タを使うのは，90-91年度のデータが入手できな
かったからであり，特に理由はない。

（注10）なお，90年代には，それまで協同組合の活
動が停滞していた東部インドのオリッサ州にお
いても急速に単協による農村住民の組織化が進
んだ。01年現在最も農村住民の単協組合員比率
が高いのはオリッサ州となっている。

（１） チラインキル農協の

組織と事業の概要

ａ　チラインキル村の概要

単協の一つであるチライ

ンキル農協が営
（注11）

業エリアと

しているチラインキル村

（Chirayinkil Gram）は，ケ

ーララ州南部のティルバナ

ンタプラム県（旧称トリバン

ドラム県）にある。アラビ

ア海に面した農村で，海岸

部では漁業が営まれている。

州都ティルバナンタプラム

市からは30kmほど北方にあ

ｃ� り，村の中心までは列車で約45分，ローカ

ルバスでは１時間15分ほどかかる。面積は

10.9k㎡，91年現在の人口は２万9,627人，

世帯数は5,635である。現在の人口と世帯

数は，それぞれおよそ３万３千人，6,280

戸である。
（注12）

ケーララ州特有の都市と農村の連続性，
（注13）

また州都ティルバナンタプラム市や地方都

市クィロンへの通勤圏にあることなどか

ら，チラインキル村は経済の脱農化が進行

しており，村の中心部には各種の商店が軒

を連ねている。それでも第４表から分かる

ように，チラインキル村の主労働者
（注14）

（main worker）の業種別構成を見ると，コ

コヤシ栽培や稲作に携わる自耕作者（culti-

vator），農業労働者，そして畜産･漁業･プ

ランテーション労働者からなる第一次産業

者が主労働者全体の35％を占める（3,708

農林金融2004・5
23 - 273

資料　Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ ｏｆ Ｋｅｒａｌａ（２００２）， Panchayat Level Statistics 2001 
Thiruvananthapuram．から作成�

（注）　「主労働者（Ｍａｉｎ　Ｗｏｒｋｅｒ）」とは、調査に先立つ１年間で半分以上働いた
者をいう。�

第4表　チラインキル村住民の職業構成（主労働者,１９９１年）�

主労働者�

自耕作者�

農業労働者�

畜産･林業・漁業・プラン�
テーション労働者�

　  第一次産業合計�

鉱業・採石業�

家内工業�

家内工業以外の製造業�

建設業�

商業�

輸送･保管・通信業�

その他サービス業�

　　　  合　計�

９．０�

６．８�

０．２�

１６．０�

-�

４．７�

５０．１�

０．２�

１７．９�

０．９�

１０．２�

１００．０�

３７９�

２８３�

９�

６７１�

-�

１９６�

２，０９８�

１０�

７５０�

３８�

４２７�

４，１９０�

９．９�

１８．０�

１９．７�

４７．５�

１．２�

２．３�

１０．９�

４．８�

１４．３�

６．９�

１２．１�

１００．０�

６３１�

１，１４９�

１，２５７�

３，０３７�

７７�

１４６�

６９６�

３０６�

９１３�

４３８�

７７５�

６，３８８�

９．５�

１３．５�

１２．０�

３５．１�

０．７�

３．２�

２６．４�

３．０�

１５．７�

４．５�

１１．４�

１００．０�

１，０１０�

１，４３２�

１，２６６�

３，７０８�

７７�

３４２�

２，７９４�

３１６�

１，６６３�

４７６�

１，２０２�

１０，５７８�

（単位　人，％）

全体� 構成比� 男性� 構成比� 女性� 構成比�

３　単協の自立的発展と
社会貢献向上の条件

――チラインキル農協の事例から――



人）。そしてその大半（3,037人）は男性で

ある。一方，主労働者のおよそ４割を占め

る女性主労働者（4,190人）の半分（2,098人）

は家内工業以外の製造業に従事している。

その主な仕事は，地場産業であるココヤシ

繊維（coir）の加工業（ロープやマットなど

の製造）である。また，この表には表れて

いないが，主に中東への出稼ぎ労働者が非

常に多い。その数は推定1,200～2,000人ほ

どになり，全
（注15）

主労働者の１～２割に相当す

る。各世帯から１名が出稼ぎにでていると

すると，全世帯の20～30％程度が海外に出

稼ぎ労働者を送っていることになる。海外

への出稼ぎが村の経済に与える影響はきわ

めて大きい。

農業は小規模の経営が多く，ほとんど

95％は0.5ha未満の零細経営である。主
（注16）

要

作物はココヤシで，稲も若干栽培されてい

る。また沿海地域では漁業が中心的な産業

となっている。

（注11）チラインキル農協の正式名は，Chirayinkil
Service Cooperative Bank Ltd.だから，「チ
ラインキル･サービス協同組合銀行」と訳すべき
かもしれないが，この組合も単位農業信用協同
組合（PACS）の一つなので，筆者の他の論文
（須田2002）にあわせて，「チラインキル農協」
としておく。

（注12）チラインキル役場（Chirayinkil Gram
Panchayat Office）でのヒアリングによると，
現在（03年現在か01年センサスの結果か未確認）
の人口は約３万3,000人とのことである。１世帯
あたりの家族人数が91年センサス時から変わっ
ていないとすると，現在の世帯数はおよそ6,280
となる。

（注13）V. K. Ramachandran （1997 p.210）は，
ケーララ州の特徴として，都市と農村の連続性
が強く農村に多くの非農業就業者が存在してい
ること，また散居制で個々の住居が農地の中に
分散していることなどを挙げている。チライン

キル村でも，商店街がある中心地を除いてヤシ
の森の中に家々が点在しており，少し離れてみ
ると村全体がヤシの森のように見える。

（注14）主労働者（main worker）とは，１年の半
分以上を働いた者のことである。

（注15）村役場でのヒアリングによるとこの村から
は現在2,000人ほどが中東を中心に出稼ぎにでて
いるとのことである。なお，ケーララ州の出稼
ぎ調査（Government of Kerara, 2003）によ
るとティルバナンタプラム県の出稼ぎ労働者数
（推計値）は12万3,340人で県人口（335万9,603
人）に占める割合は3.67％である。この比率を
チラインキル村に適用すると，村の人口３万
3,000人のうち約1,200人が海外に出稼ぎ労働で
行っていることになる。なお，同調査の推計に
よるとケーララ州の全人口の4.4％にあたる138.4
万人がUAEとサウジアラビアを中心とした中東
諸国などに滞在している（114.0万人は労働目的
で，24.4万人はその扶養家族）。

（注16）チラインキル村に限定したデータは入手で
きなかったが，ケーララ州政府の統計
（Government of Kerala, 2002）によると，チ
ラインキル村を含む７村からなるチラインキル
郡（Chirayinkil Block）の農業経営数は95-96
年度で39,680戸あり，うち0.02ha未満が6,674戸
（16.8％），0.02ha以上0.5ha未満が30,813
（77.7％）で，0.5ha未満の経営が全体の94.5％
を占める。経営面積全体（5,620ha）に占める
0.5ha未満経営の割合も64.4％と過半を占め，零
細経営が圧倒的に多い。

ｂ　チラインキル農協の組織と事業の概要

こうした地理的・産業的環境の中で，チ

ラインキル農協はチラインキル村と隣村で

あるキジュヴィラム（Kizhuvilam）村の１

農林金融2004・5
24 - 274

チラインキル農協本店。１階は各種の経済事業の
店舗が入り，２階は信用事業店舗となっている。

〈写真Ａ〉



つの地区（ward）を活動エリアとしている

郡内有数の優良農協である。ケ
（注17）

ーララ州で

は現在単協の活動エリアはゾーン制がとら

れている。１村１農協のところが多いが，

チラインキル農協の場合，過去の歴史的経

緯から隣村の１つの地区も活動範囲として

いる。そ
（注18）

の結果，この農協の活動エリアの

面積は12k㎡で管内の人口は38,760人，世

帯数はおよそ7,400となっている。
（注19）

チラインキル農協の組織や事業の概略は

第５表に示すとおりである。投票権を持つ

正組合員は現在（03年３月末）21,750人で，

うち女性が半分（48.5％）を占める。正組

合員数が活動エリア人口に占める割合は

56.1％であり，組合員の資格が18歳以上で

あることを考慮すると，大半の成人（18歳

以上）がチラインキル農協の正組合員とな

っていることになる。職員数は74人で，３

つの支店を持つ。うち２つの支店は村の中

心部にある本店から離れた地域をカバーす

る支店である（第３図）。もう一つの支店

は本店近くに置かれ，顧客の利便性を改善

するために，本店の信用業務が行われない

朝夕の時間帯に業務を限定して信用事業

（預金の出し入れと金担保融資のみ）を行う。

チラインキル農協の中心的事業はあくま

で信用事業であるが，インドの単協の多く
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資料　チラインキル農協の資料およびヒアリングから作成�

第5表　チラインキル農協の組織と事業の概要�
（２００３年）�

約３万４，０００人�

２１，７５０人（女性比率４８．５％）�

１�

約１２，０００人�

５６．１％�

１６８．３％�

７４人（うち女性１２人）�

３（うち１つは朝と夕方のみ開店）�

頼母子講�

救急車利用事業�

移動式遺体保冷装置利用事業�

預金受入（普通預金,定期預金,�
積立預金,子供預金,当座預金）�

現在パソコン１４台保有。近く�
本支店のオンライン化を実施�
予定�

組合員数合計�

Ａ組合員�
（個人の正組合員）�

職員数�

支店数�

I T技術導入度�

信用事業�

経済事業�

医療・葬祭事業�

住
民
の
組
織
率�

主
な
事
業�

と
設
備
　�
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の
組
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Ｂ組合員�
（政府）�

Ｃ組合員�
（預金,金担保融資�
のみ利用の准組合�
員）�

活動エリア人口に�
占める正組合員の�
割合�
活動エリアの総世�
帯数に対する正組�
合員数の比率�

融資（農業融資,住宅融資,通常�
融資,金担保融資,預金担保融資）�
�

販売事業（肥料,農薬,雑貨,食�
料品,衣類,建築資材,電化製品,�
家具,金庫,ＰＤＳ）�
�ココヤシ加工場運営�

第3図　チラインキル村の概略図と農協本支店の位置�
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がそうであるように事
（注20）

業は多様化してお

り，経済事業にとどまらず最近は医療や葬

祭事業にまで広がっている。
（注21）

（注17）チラインキル農協でのヒアリングによる。
（注18）組合長の説明によると，かつては現在のよ
うに単協の活動エリアは明確にゾーン化されて
いなかった。現在チラインキル農協の管轄下に
ある隣村の一つの地区はチラインキル農協への
地理的近さもあってこの組合の組合員となって
いた者が多かった。その後単協の活動エリアの
ゾーン制が導入された時，この区に住む組合員
の多くは自分の村にある別の農協に移るよりも
チラインキル農協の組合員であることを希望し
たため，チラインキル農協の活動エリアは村の
行政区域を越えたやや変則的なものとなったの
である。なお，ケーララ州の現在の行政村
（Gram）の境界は恣意的に引かれているため，
インドの他州の多くの村のように伝統的な社会･
経済的一体性をもつものではない。そのことも，
農協の活動エリアと行政エリアが厳密には重な
っていないことの理由の一つだと推測される。
ケーララ州の村の特徴については，再びV. K.
Ramachandran（1997, p.221）を参照のこと。

（注19）03年７月29日付けのチラインキル農協の資
料では，管内人口３万8,760人，世帯数は１万
2,920となっている。しかし，この世帯数は管内
人口を３で割った数（１世帯３人）と等しく不
自然であること，91年センサスではチラインキ
ル村の１世帯当たりの平均世帯員数は5.26人で
両者の間に大きな差があること，役場でのヒア
リングによるとチラインキル村の現在の人口は
約３万3,000人であることなどから，管内人口が
３万8,760人であることは正しいものの，世帯数
は間違いであると判断した。また，管内世帯数
の近似値として，管内人口３万8,760人を5.26人
で割って求めた7,400が妥当な値だと推定した。

（注20）須田（2000）を参照。
（注21）本稿の主題である信用事業からは外れるが，
チラインキル農協の経済事業と医療・葬祭事業
について簡単に紹介しておく。チラインキル農
協では，２階建ての本店（写真Ａ）の２階部分
は信用事業のフロア，１階部分はショッピング
センターになっており，第５表に示したような
およそ10の直営店舗が軒を連ね，様々な商品を
販売している。その中には貧困者のために低価
格で米などの生活必需品を販売する公共配給制
度（ＰＤＳ）の店がある一方で，高所得者のため
に冷蔵庫や洗濯機といった高価な電化製品を扱
う店もある。別の経済事業として，村の主要農

産物であるココヤシの加工（コプラから搾油す
る）のための加工場も直接経営している。村人
のニーズに応えるユニークな事業としては，救
急車と移動式遺体保冷装置（mobile mortuary）
の利用事業がある。前者は，村人が急病となっ
た時，農協が所有する救急車で患者を病院に有
料で運ぶ事業である。専属の運転手が二交代制
で常に待機しており，電話をすれば24時間いつ
でも対応してくれる。高度な医療を受けるため
には村の中にある小さな病院だけでなく遠方の
専門病院に患者を運ぶことも必要で，農協所有
の救急車は村人が受けられる医療の水準を上げ
ることに役立っているといえよう。後者の移動
式遺体保冷装置は，外国への出稼ぎ者が多いこ
の村で，村に残った家族が亡くなったとき，出
稼ぎ者が戻るまでの間遺体を冷蔵保存しておく
ためのものである。需要が多く，農協はもう１
台増やすことを計画中だという。また，あとで
見るように近年預金残高が融資残高を超えて資
金過剰気味になっていることもあり，その投資
先として村内にある政府病院の入院病棟を農協
が作ることも検討中である。

ｃ　信用事業の実態と社会貢献度

続いて，本稿の中心課題である信用事業

についてその実態を見てみよう。チライン

キル農協の信用事業の概略は貸借対照表

（第６表）からうかがうことができる。01-

02年度末（02年３月末）の預金残高は8.3億

ルピー（約21.6億円），貸出残高は5.1億ルピ

ー（13.2億円）で，組合員（および活動エリ
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本店の信用事業店舗内の様子。右側の人々はカ
ウンターに向かって職員のサービスを受けてお
り，左側の人々はいすに座って順番を待ってい
る。女性の顧客数が多いのが印象的である。

〈写真Ｂ〉



アの人口）一人当たりの預金残高はそれぞ

れ39,603ルピー（21,429ルピー），融資残高

は24,136ルピー（13,060ルピー）となる。第

１表にあるようにケーララ州の一人当たり

の純国内生産額が20,000ルピー程度である

ことを考えると，チラインキル村の住民の

年間所得を超える額が農協に預金され，ま

たそれに近い金額が住民に融資されている

ことになる。また，この表からはわからな

いが，預金口座数および残高を持つ融資件

数は知りえただけでそれぞれ５万5,182，

４万1,080あ
（注22）

り，それらが活動エリア人口

に対するの割合はそれぞれ142％，106％に

なる。これらは，農協の預金サービスおよ

び融資サービスが村人に広くそして深く浸

透していることを示している。

チラインキル農協の信用サービスの普及

度，すなわちアウトリーチがきわめて優れ

ていることは，チラインキル農協とほぼ同

じ活動エリアを持つ有力な商業銀行と比較

することでより明確になる。村内にはチラ

インキル農協のほかに，県中央協同組合

銀行の
（注23）

支店と４つの商業銀行支店がある

が，そのうち最もポピュラーなのは国有商

業銀行State Bank of Travancore（ＳＢＴ）

の支店であり，それはチラインキル村を営

業エリアとしている。第７表はチラインキ

ル農協とＳＢＴおよび１民間金融業者の比

較をしたものである。預金残高（03年）は

農協が9.4億ルピー，ＳＢＴが7.5億ルピーで
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資料　チラインキル農協の年次報告書から作成       �
（注）　元の貸借対照表では負債と資本の区別がないため,筆者の判断で負債と資本に分類・集計した。       

第6表　チラインキル農協の貸借対照表（０１-０２年度末）�

資産�

期末残高�

現金 �
銀行預金 �
融資 �

　　うち通常融資（５年以下）�
　　　　短期融資�
　　　　金担保融資�
　　　　定期預金担保融資�
　　　　その他の融資�

未収利子 �
未収銀行利子 �
国債 �
未収貸付金 �
他の金融機関への預金 �
その他の資産 �

 �

 �

 �

小計 �

 �

資産合計 �

２８．７�
４，８２２．２�
５，０６１．７�

（２，２６８．２）�
（２６４．３）�
（１，５１８．９）�
（７５２．６）�
（２５７．８）�

７６４．６�
２９７．９�
１４６．０�
１３３．２�
１３．２�
１５８．４�

�

�

�

１１，４２６．０�

�

１１，４２６．０�

総資産に占�
める割合　�

負債�

期末残高�
負債・資本�
合計に占め�
る割合�

０．３�
４２．２�
４４．３�

（１９．９）�
（２．３）�
（１３．３）�
（６．６）�
（２．３）�

６．７�
２．６�
１．３�
１．２�
０．１�
１．４�

�

�

�

１００．０�

�

１００．０�

（単位　１０万ルピー,   ％）�

預金�

　　うち定期預金�
　　　普通預金�
　　　子供預金�
　　　積立預金�
　　　その他の預金�

借入金�
配給店設置ローン�
未払利子�
未払配当金�

負債合計�

　　　　　　　　　　　 資　本   �

組合員出資金�
政府出資金�
補助金�
各種準備金･引当金�
前年度未処分利益�

資本合計�

当期利益�

負債・資本合計�

８，３０６．２�

（７，８０５．３）�
（１８８．０）�
（１５６．６）�
（１２２．１）�
（３４．２）�

４６．２�
０．３�

２，３６６．９�
５３．０�

１０，７７２．５�

�

１４６．８�
１．７�
２．０�

４４９．４�
２２．３�

６２２．２�

３１．３�

１１，４２６．０�

７２．７�

（６８．３）�
（１．６）�
（１．４）�
（１．１）�
（０．３）�

０．４�
０．０�
２０．７�
０．５�

９４．３�

�

１．３�
０．０�
０．０�
３．９�
０．２�

５．４�

０．３�

１００．０�



さほど違いがない。しかし，預金口座数は

農協が5.5万なのに対しＳＢＴは約２万であ

り，農協の預金サービスの方が広く利用さ

れていることがわかる。ちなみにＳＢＴの

預金の70％は出稼ぎの海外在住インド人

（Non Resident Indian：ＮＲＩ）によるものだ

が，農協預金のＮＲＩ比率は30％ほどに過

ぎず，預金の多くは村で生活する多数の住

民から集められた比較的小口のものであ

る。そ
（注24）

れは，財布代わりともいえる普通預

金口座の数が活動エリア内人口の30％にも

達していること，１口座の平均残高がわず

か856ルピー（2,400円）という子供預金の

口座数が１万8,000もあり，活動エリア人

口の47％にも達することから明らかである

（ただし，活動エリア外在住の預金者もいる）。

住民に対する貢献度がより明確に表れる

のは，預金よりも融資においてである。病

気や失業などで急にお金が必要になったと

き，あるいはビジネスチャンスや子供の教

育などのために低利でタイムリーな借入が

できるかどうかは，村人たちの生活の質を

大きく左右する。そうした住民のニーズに

金融機関が応えているかどうかは，金融機

関の社会的貢献度を評価する上で決定的視

点である。この点，チラインキル農協の融

資残高は5.6億ルピー，残高をもつ融資件

数は4.1万に達している。一方代表的商業

銀行であるＳＢＴの支店のそれは，それぞ

れ約１億ルピー，1,000件に過ぎない。十

分な資金があるにもかかわらず，村人に対

するＳＢＴの社会的貢献度は農協に比べ極
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端に低いのである。その理由をＳＢＴの支

店長（branch manager）は，「我々商業銀

行の目的は利益の追求であり，農協のよう

に社会奉仕ではない。農村支店の主な役割

は預金の動員であり，融資は特別なスキー

ムに限られる」と説明する。利
（注25）

益追求を主

目的とする商業銀行と，組合員や地域住民

への貢献を目的として活動する農協の違い

は，住民の生活を大きく左右する融資に対

する姿勢において最も大きく表れているの

である。
（注22）預金口座数の内訳は，定期預金（Fixed
Deposit）が２万2,319口座で最も多く，続いて
子供預金（Minor Deposit）が１万8,346口座，
普通預金（Saving Deposit）が１万1,649口座，
積立預金（Recurring Deposit）が2,137口座，
当座預金（Demand Deposit）が731口座の順
である。貸出残高のある融資件数の内訳は，５
年以下の融資である通常融資（Ordinary Loan）
が２万6,640件，金の装身具を担保とする金担保
融資（Gold Loan）が１万4,249件で双璧である。

（注23）前述（注２）のように，インドの信用農協
システムは，村落レベルの単位農業信用協同組
合（単協），県レベルの連合会である県中央協同
組合銀行，そして州レベルの連合会で
ある州協同組合銀行の３段階システム
をとっている。

（注24）それぞれ，ＳＢＴチラインキル支
店，チラインキル農協からのヒアリン
グによる。

（注25）ＳＢＴチラインキル支店長からの
ヒアリングによる。

（２） チラインキル農協の発展要因

ａ　農協信用事業の発展過程

それでは，チラインキル農協の事

業，特に信用事業が今日の水準にま

で達することができた要因は何だっ

たのだろうか。本稿では主にこの問

いに対する農協経営者の回答を検証

する形でそれを明らかにしたいが，

その前にこの農協が自立した金融仲介機関

としていかに発展してきたかを少し長いス

パンで確認しておこう。

やや見にくい図であるが，第４図がチラ

インキル農協の成長の過程を示している。

組合員数および総資産について最も古いデ

ータが入手できた67-68年度を基準にする

と，01-02年度までの34年間で正組合員数

は1,243人から20,973人へと16.9倍になり，

既に見たように現在では活動エリア内の人

口の半分以上が農協の正組合員となってい

る。この期間に信用事業部門の総資産（＝

負債＋資本）は16.1万ルピーから11億4,260

万ルピーへと，実に7,100倍になった。こ

れは年率にすると平均29.8％の増加であ

り，この間のインフレ率が年平均7.9％で

あったことを考えると，実質的な総資産の

増加率は年平均約20.3％であった。し
（注26）

かも

この急速な総資産（＝負債＋資本）の増加
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は，主に自ら動員した預金を原資とした組

合員等への融資の増大によるものである。

ケーララ州以外の州において多くの信用農

協が，外部から政策的に注入される資金

（連合会である県中央協同組合銀行からの借入

金）に現在でも依存しているのと対照的で

ある。また，この農協は1965年以来ずっと

黒字経営を維持しており，その額も順調に

伸びている。出資金と準備金の合計に対す

る利益の割合はここ10年ほどの間（91-92

年度から01-02年度）は平均17.4％と高率で

あり，近年は組合員の出資金に対して10％

という高率の配当を実現している（３年以

上の農協定期預金金利は現在８％である）。

（注26）（名目金利－インフレ率）/（１＋インフレ率）
＝（0.298－0.079）/（1＋0.079）×100＝20.3（％）
で求めた。

ｂ　信用事業の発展要因

このようにチラインキル農協の信用事業

が順調に成長してきた主な要因として，現

組合長および専務（secretary）は以下のよ

うな点をあげる。第１に，預金の金利が競

合金融機関である国有商業銀行よりも高い

こと，第２に，職員や各地区から選出され

た理事の誠実な働きと頻繁な組合員との接

触によって組合員の高い信頼を得ているこ

と，第３に，農協の事業に対して村役場や

政府の支援があること，第４に，預金保険

には加入していないが多額の準備金があり

預金の安全性が高いこと，そして第５に，

預金の受入に加えて融資や頼母子講といっ

た各種信用事業，それに各種経済事業や利

用事業など総合的な事業を行っていること

である。これらを一つ一つ検証することは

本稿の課題を超えるが，以下の重要な３点

について簡単に検証しておきたい。

(ａ) 金利要因

まず，預金金利が他の主要な金融機関に

比べて高いことである。これは，近年の主

流的金融理論であるRFM理論が金
（注27）

利，特

に実質金利を重視することからすると大き

な意味をもつ。既出の第７表では，チライ

ンキル村にある金融機関のうち主要な国有

商業銀行であるState Bank of Travancore

と民間の金融機関（Mini Muthoottu Nidhi）

の現在の金利およびを近年のインフレ率を

比較している。確かに農協の預金金利は国

有商業銀行より1.5～2.0ポイント高い。農

協の預金金利が商業銀行よりも高いのは現

在のことだけではなく，農協の専務の記憶

によると70年から一貫して農協の預金金利

は国有商業銀行よりも２％高かった。この

ように他の金融機関に比べて相対的に金利

が高いことが，農協の貯蓄動員にプラスに

働いてきたことは否定できないといえよ

う。

とはいうものの，民間の金融業者の預金

金利は農協よりも随分高いし，インフォー

マルな高利貸しをすれば月利３～４％（年

利36～48％）もの利子が得られる。それにも

かかわらず農協預金が預金の方法として主

要な地位を得てきたのは，預金先を決定す

る最大要因は，必ずしも金利ではないこと

を示している。まして67-68年度から01-02

年度の間の平均インフレ率は既に見たよう
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(ｂ) 子供預金を通した組織基盤の拡大

預金動員に成功した第２の重要な要因と

して農協役職員が一様に強調するのは，職

員や地区選出理事と組合員の頻繁な接触を

通した信頼関係である。

前出の第４図から分かるようにチライン

キル農協の組合員は70-71年度から急速に

増大するが，その理由はこの年に農協が積

極的に組織拡大に取り組み始めたからであ

る。その方法は以下のとおりである。70年

から，農協の職員と各地区（ward）から選

挙で選ばれた農協理事が子
（注29）

供（18歳未満）

のいる家庭を回って預金を集め始めた。錠

のついた貯金箱を各家に配って貯金の効用

を説き，また農協の組合員になるよう勧誘

したのである。そして，錠を持った職員が

貯金箱の置かれた家庭を毎月訪問し，貯金

箱にためられた２～100ルピーという少額

の貯金を集めて回った。

こうして集められた預金は初め普通預金

農林金融2004・5

に7.9％であり，筆者が知りえた限り4.5～

7 . 0％の範囲に抑えられてきた普通預

金だけ
（注28）

でなく，金利が高い定期預金の実質

金利さえしばしばマイナスであった。例え

ばオイルショック直後の74年半ばの普通預

金金利は年利4.5％，定期預金の金利は最

高の５年定期でさえ9.0％であったが，そ

の年のインフレ率は実に24.9％，前後１年

ずつ加えた３か年の平均インフレ率も

22.8％であり，実質金利はマイナス14～

18％であった。ところが第５図が示すよう

に，最も急速に預金動員が進んだのは，ま

さにこの70年代であり，金利要因を重視す

る市場主義的論者の論理からすれば預金動

員にとって非常に不利な状況下だったので

ある。しかも，当時の預金の大宗は，金利

が最も低い普通預金（子供預金を含む）だ

った（第６図）。貯蓄動員が成功するため

には実質金利がプラスでなければならない

という主流派理論の主張は，チラインキル

農協の事例で見る限り妥当でないのであ

る。
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とされるが一定額に達すると金利の高い定

期預金に振り替えられる。また，この預金

は子供が18歳になるまで引き出すことがで

きない。教育や結婚などで多くの資金が必

要になる年齢に達して初めて使えるのであ

る。

現在この子供預金の口座は約18,000（全

口座数の約３分の１）あり，12人の集金係

（bill collector）が１人１日70件回って全戸

から月に一度集金している。こうしてわず

かずつ集められた子供預金が農協預金残高

に占める割合は，農協発展初期の70年代前

半には４分の１にもなった（前掲第６図参

照）。それは貯蓄動員に大きな効果をあげ

ただけでなく，貯蓄に対する農村住民の意

識を変え，また農協の組織基盤強化に大き

く貢献したのである。

(ｃ) 預金動員と債権回収における

コミュニティーの動員と政府支援

チラインキル農協の信用事業が発展した

第３のきわめて重要な要因は，農協に対す

る政府支援と，コミュニティーの動員であ

る。チラインキル農協に限らずケーララ州

の飛躍的な農協発展の契機となったのは，

70年代半ばから始まった州を挙げての預金

推進運動である。

ケーララ州協同組合銀行およびチライン

キル農協でのヒアリングによると，ケーラ

ラ州では76年に州政府の主導のもとに単協

レベルの農協の預金推進運動が始まった。

その目的は，農協組織が地域内の貯蓄を動

員しその資金を組合員等に融資することで

地域内の資金循環を生み，地域住民の生活

改善や地域経済の発展に役立てようという

ものであったという。ケーララ州政府がこ

のような政策をとった背景には，商業銀行

の農村支店に預けられた預金は州内の都市

部や他州へ送られ，農村の発展に役立って

いないという認識があった。

こうして76年にチラインキル村でも，村

長（President of Panchayat），各地区

（ward）から選挙で選出される村議会議員

（ward member），郡役場（Taluk Office）

の協同組合局次長（Assistant Registrar of

Cooperative），それに農協の組合長や理事

が委員となって，村役場（Gram Panchayat）

に農協預金推進委員会が設置されたのであ

る。そして村議会議員と農協理事および農

協職員が一緒に村内の主に富裕な家庭を訪

問し，農協への組合員加入と預金をすすめ

て回った。毎年１か月間（現在は１か月半）

にわたって行われるこの預金推進キャンペ

ーンは，現在まで続いている。しばしば実

質金利がマイナスで預金動員にとって不利

な環境であったにもかかわらず，チライン

キル農協だけでなくケーララ州全体で70年

代後半から80年代にかけて組合員数と預金

残高が急激に増加した背景には，こうした

州政府と地方自治体（村役場）を核とした

コミュニティーのきわめて積極的な関与が

あったのである。

しかし，いかに村役場や州政府の後ろ盾

があったとはいえ，農協の経営が健全でな

ければ金融機関として住民の信頼を得るこ

とはできなかったはずである。チラインキ
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ル農協の信用事業は1965年以来これまで黒

字を続けているが，その主要な理由として

二つあげることが可能であろう。

一つは，融資の多くの部分が金製品（指

輪や腕輪，ネックレスなどの装飾品）を担保

とした金担保融資（Gold Loan）であるこ

とである。これは融資というよりは質屋業

に近い。換金性の高い金製品を担保とし，

短期の返済期限内（10か月）に返済されな

ければ即競売によって債権を回収するの

で，農協にとって安全性がきわめて高い。

しかも，金利は高い。また，貸出審査がな

いので，急いで現金を手にしたい借り手に

とっても，メリットの高い商品である。第

７図が示すように，ケーララ州の預金推進

運動が始まった70年代半ばから90年代初頭

にかけて，融資の過半はこの金担保融資で

あった。

チラインキル農協の融資事業が健全であ

ったもう一つの理由は，債権回収に政府が

積極的な役割を果たしていることにある。

第７図が示すように80年代半ばから長期

（５年以下）の通常融資（Ordinary Loan）

の比率が高まり，現在では最も貸出残高が

多い。この融資では，５万ルピー（約13万

円）までは無担保だが（ただし組合員の保

証人が２人，ないし公務員の保証人１人が必

要），それを超える額に対しては担保とし

て土地を要求する。換金性の高い金を担保

にする金担保融資に比べれば，債権回収が

難しい融資である。

しかも最近は，主要農産物であるココヤ

シの病気が蔓延している上に価格が暴落し

ており，主要な地場産業であるココヤシ繊

維産業（Coir Industry）も化学繊維製品に

押されて不況である。こうした中で，かつ

て90％だったという通常融資の返済率は大

きく低下している。

増加する延滞債権の回収に大きな力とな

っているのが，政府（郡役場の協同組合局）

の調停（ A r b i t r a t i o n）と強制執行

（Execution）である。チ
（注30）

ラインキル農協で

は85年ごろから政府のこの調停制度を活用

しており，融資の回収に大きな効果をあげ

ている。この制度によって本来なら難しい

長期融資を農協ができるようになったこと

は，85年以降に通常融資の比率が急増して

いることからも明らかである。現在チライ

ンキル農協の通常融資は融資残高のある貸

出件数は２万6,640，年間の新規貸出件数

は5,000超だが，１年間に約500件が調停に

持ち込まれるという。そのうち約300件が

強制執行の対象となる。この制度を利用す

ることによって農協融資の債権回収は容易
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になり，信用事業における農協の損失はな

いという。また，政府が介入することで厳

しく行われる債権回収は，農協融資の返済

に対する伝統的社会組織の意識を向上し，

間接的にだが伝統的社会組織の圧力を通し

て返済率を高めることにもなったと考えら

れる。
（注31）

以上のように，貯蓄動員および債権回収

における村役場や州政府の支援が農協信用

事業の健全な発展に果たした役割はきわめ

て大きいといえよう。

（注27）RFM理論の概要については泉田（2003）
の序章を参照のこと。

（注28）チラインキル農協に長年勤めている専務の
話では，70年代初めから金融自由化が始まった
90年まで，ケーララ州の単協の普通預金金利は
６％，定期預金金利は１年満期で９％，３年満
期で11％というように固定されていた。しかし，
実際に過去のチラインキル農協の年次報告書を
見ると，年によっては当時の預金金利が記載さ
れていて，それによると年によって預金金利は
微妙に変化していたことがわかる。金利が記載
されていた年次報告書を見る限り，普通預金金
利は最低で4.5％，最高で7.0％であった。

（注29）農協の活動エリアは幾つかの地区（ward）
に分けられ，各区から１人の理事が組合員の投
票によって選出される。組合長は理事の互選に
よって決まる。

（注30）延滞債権の回収の手順は以下のとおりであ
る。まず，延滞者に対しては，普通郵便による
督促状（Notice）が送られ，それでも返済がな
されなければさらに書留の督促状が送付される。
これでも返済されない場合，郡役場の協同組合
局において農協と債務者の間で調停が行われ，
それで決着がつかなければ担保処分等の強制執
行が行われるのである。

（注31）筆者はチラインキル村滞在中に，村内のあ
るカースト協会の代表から話を聞く機会があっ
た。それによると，その協会の機能は同じカー
ストに属する会員の社会・文化・経済的発展を
図り，困窮世帯の補助，結婚の認可や家庭のも
めごとの調停を行うことなどである。会員が農
協等から借りている借金について，延滞者に返
済の説得をするよう農協など金融機関から依頼

されることはないかという筆者の質問に対し，
「農協とカースト協会の間には何の関係もなく，
会員の借金返済を促すよう金融機関から頼まれ
ることはない」という返事であった。しかし，
「会員が返済をせず督促状が送りつけられたこと
がわかると，その会員に対し，速やかに返済す
るよう自主的に勧める」，ということであった。
その理由は，その会員が返済をしない場合，抵
当に入っている土地などの資産が取り上げられ
てしまうので，会員のためにならないからだと
いう。

（１） 結論

本稿の締めくくりとしてまず結論を述べ

たい。保健衛生の改善や教育の普及など社

会開発において顕著な成果をあげているケ

ーララ州では，村（グラム）レベルにおけ

る信用農協（単協）の成長が70年代から始

まり，現在のインドでは貯蓄動員や農村住

民の組織化において抜きん出た成果をあげ

ている。その背景には，70年代半ばからケ

ーララ州政府が単協の経営層だけでなく地

方自治体（村役場）まで巻き込んで始めた

草の根レベルの預金推進運動がある。これ

によって単協の金融機関としての信頼が高

まり，組合員数と預金額の急速な増加が見

られたのである。

現在農村金融理論の主潮流をなすＲＦＭ

理論（農村金融市場理論）においては預金

動員が成功する要因として金利をきわめて

重視するが，この時期はインフレ率が高く，

当時預金の中心を占めていた普通預金はも

ちろんのこと定期預金でさえ実質金利はし

ばしばマイナスであった。それにもかかわ

農林金融2004・5
34 - 284

４　結論と提言



らずこの時期に貯蓄動員が急速に進んだこ

とは，預金動員にとって最も重要なのは

ＲＦＭ理論が主張するような金利要因では

なく，泉田が指摘するように預金の安全性

（リスクの低さ）や預金のしやすさ･引き出

しやすさ（取引費用の低さ），また金融機関

や職員への信頼といった非金利要因であっ

たと考えられる[泉田（2003）45頁]。

また，動員された農村住民の貯蓄を原資

として農協は住民への貸出を増加させてき

たが，それは，低金利の融資に対する住民

の強いニーズに応えるものであった。加え

て，即決・使途不問の短期融資である金担

保融資や，土地を担保として長期で大きな

融資を行う通常融資など多様な資金ニーズ

にあった金融商品を開発したこと，そして

不良債権の回収には政府（協同組合局）が

積極的に介入することによって債権回収力

を高めたことが，農協の融資網の拡大を可

能としたのである。

このような農協サービスの拡大は，安全

な貯蓄方法の提供とタイムリーで豊富な低

利資金の供給により，農村住民の福祉の向

上に大きな貢献をしたといってよいだろ

う。インドの中では人間開発指標において

突出した地位を誇るケーララ州の発展，す

なわちケーララ･モデルを支えた制度的基

盤の一つは信用農協であったといえよう。

（２） 残された課題

とはいっても，ケーララ州の信用農協が

幾つかの深刻な課題を現在抱えているのも

確かである。最大の課題は，信用農協の経

営の自立性を高めることである。調査対象

としたチラインキル農協の自立性は信用農

協としてはかなり高いが，ケーララ州全体

としては，信用農協の経営の健全性は十分

とはいえない。00-01年度において黒字の

単協の割合は36％にすぎず[NAFSCOB

（2002）]，ケーララ州政府も信用農協，特

に単協の財務的自立性の低さに対して強い

懸念を表明している[Government of Kerala

（2003）p.368]。金
（注32）

融機関としての財務的自

立を後回しにして地域社会への貢献を高め

ることを目指してきたケーララ州の信用農

協も，その財務的自立性を高めなければな

らない局面に至ったといえるだろう。

（注32）Government of Kerala（2003, p.368）
によると，01年３月現在で836の単協が赤字であ
り，幾ばくかでも黒字の単協は700にすぎなかっ
た。また，それ以外にも，返済率の低さ，政府
の過剰な統制，職員の努力不足，選挙で選ばれ
た理事からなる理事会の解散と政府の理事任命，
経営力の弱さ，非現実的な預金金利の設定，横
領，などが単協の弱さの主な理由として指摘さ
れている。

（３） 提言

――信用農協を核とした農村金融

システムの発展のために――

以上指摘したような課題を解決するため

に，幾つかの提言を行って，本稿を閉じる

ことにしたい。

第１の提言は，金利設定の適正化である。

現状では信用農協は商業銀行よりもかなり

高く預金金利を設定している。これは，預

金動員を成功するためには高い金利を設定

したほうがよいという認識が根底にある。

しかし，チラインキル農協の貯蓄動員の分
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析から分かったのは，圧倒的多数の住民が

預金先として農協を選ぶ理由は農協への信

頼が高いからである。だから，その信頼度

を一層高めるために導入が遅れている預金

保険制度の整備と単協の加入を早急に図る

一方で，預
（注33）

金金利を他の商業銀行並みに引

き下げるべきである。それによって貸出金

利や連合会への預金金利との間の利ざやが

拡大して収益性が高まり，農協経営の自立

性と信頼が高まるはずである。

第２の提言は，与信力の更なる改善であ

る。農協の融資審査能力を高めると同時に

審査をタイムリーに行えるようにすること

で，高利貸しに頼らざるを得なかった住民

の借入ニーズに応えることができよう。ま

た，貧困層への与信力を改善するために，

金融機関と貧困層を結ぶ仲介組織を育成し

貧困層に広めていくことも効果的であろ

う。それによって，金融機関は貧困層融資

のリスクと取引費用を削減することがで

き，貧困層への金融サービスもビジネスと

して成立し得る。

第３の提言は，信用保証保険制度の導入

である。現在不良債権化した融資は州政府

（協同組合局）の調停と強制執行によって回

収されている。この政府の働きが，商業銀

行では対応できない住民の金融ニーズに農

協が応えることを可能にしたことは高く評

価されるし，ホフやスティグリッツが言う

ように[Hoff and Stiglitz（1990）p.248]，近

代的な農村金融市場が形成される過程にお

いて公的権力である政府が債権回収に直接

関与することは是認できることであろう。

しかし，金融市場はできるだけ市場原理を

活用することが望ましい。そこで，農協の

融資審査能力と債権回収力を高めるととも

に自立性の高い信用保証保険制度を整備

し，将来的には債権回収機能を政府からこ

の制度に移すべきである。

そして第４に，さらに発展した農村金融

市場を育成するために，政府はその役割を

天災などの被害に備えた作物保険制度，ま

た借り手の傷病や死亡に備えた生命保険制

度の整備・拡充に移していくべきである。

これらの制度の創設は農村住民の生活を安

定するのに役立つだけでなく，農協などの

金融機関にとっても融資リスクを軽減し，

借り手の受信能力を高める効果を持つ。

政府の積極的な支援の下で発展し社会開

発に大きな貢献をしてきたケーララ州の信

用農協ではあるが，これからは政府が受け

持つべき役割と市場の役割を明確にし，金

融システムの発展段階に応じてその役割分

担を変えながら，貧困者にも届きかつ自立

性の高い農村金融システムを育成していく

ことが求められているといえよう。

最後に，ケーララ州の信用農協の経験か

ら得られる教訓を，インドだけでなく他の

途上国にも広げていく必要があろう。

（注33）インドでは90年代に本格的な農村金融改革
が始まり，各州で単協の預金を対象とした預金
保険制度づくりが進んでいる。ケーララ州では
他州に先んじて制度づくりが始まったが，未加
入の単協が多い。チラインキル農協も，「保険に
入らなくても預金は十分集められる」との理由
で，03年10月時点では未加入である。
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Economic and Political Weekly. 32(31),
August 2, pp. 1951-2.

（主任研究員　須田敏彦・すだとしひこ）
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話
談

室
話

まだ４月の中旬なのに初夏を思わせるさわやかな晴れの日が続いている。芽吹きの

柔らかで緑の濃淡がきれいだった時期は短くて，一日一日逞しいばかりに葉を伸ばし

て緑が濃くなっていく。花が好きだった母は庭木も花の咲く木を選んで植えていた。

母が住んでいた家を建て替えるとき，できるだけ木を残してもらった。花の咲き方は

毎年同じではない。去年は見事だった山茶花と椿は今年は控えめであった。その代わ

りと言うか，姫りんごの白い花が実にきれいに咲いてくれた。りんごの産地では花の

咲くころは一面に白い花で，一度見に行きたいと思っているのだが果たしていない。

ふんわりと咲いた白い花を見ながら，一面に咲いていたらどんなにきれいだろうかと

思った。その白い花も終わって，緑が濃く元気に茂った葉っぱと同じ緑の小さな実が

ついている。今は藤が満開を少し過ぎて，これもまた葉っぱと蔓が勢いよく伸びてい

る。もみじもすっかりきれいな浅緑になったし，槿
むくげ

もいつものように元気に葉を茂ら

せている。

今年も特にお花見には出かけなかった。でも通り道には桜の名所が三つもある。そ

の一つは最寄の駅に行く途中の小さな公園。住宅街の中にある四角い公園だがその周

りを12本の桜が取り巻いている。満開のときはそれは見事である。そして桜吹雪がま

た見事で，公園がさくら色のじゅうたんを敷いた様になる。さらに葉桜も，緑が柔ら

かくて楽しませてくれる。もう一つはこれも駅に行く途中の川の土手の桜である。４

本ほど並んでいて，これも見事だけど少し離れて１本あるのが，大きくて充分に豊か

に枝を伸ばしていて，咲き誇ると言う感じで咲くのである。たまたま夜タクシーで通

りかかった時，運転手がきれいな桜ですねと言って見とれていた。それほど見事なの

である。三つ目は，元の職場と今の職場のある四ッ谷の土手の桜である。通勤の電車

からは多摩川の桜や目黒の川沿いの見事な桜も見ることができる。と言うわけで特に

お花見にいけなくても，不満はないと言うわけである。若い頃，桜はどちらかと言う

ときらいな花だった。単純に見えたのと，お花見客の酔っ払いがきらいだったのだと

思う。桜の咲くころはまだ春の季節は不安定で，乱調気味である。その頃，緑の無い
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ところにいきなりあの桜色の花が咲く，そして葉桜になる頃，季節も初夏に向けてき

らめきを増し，芽吹きも一斉に勢いをつけて逞しくなっていく。桜は始まりの心もと

なさが似合っている花である。その柔らかさから逞しく変化していく時が，春から初

夏への１年で一番好きな季節にいつの頃からか，なっている。

今年，雪印乳業では本格的に新入社員を雇用した。45名，17名が女性。新入社員と

しての研修の最後の日に，３年間の目標をまとめる課題があって，各自がまとめたも

のをグループで発表し合い，グループから代表が全体に報告すると言うものだった。

グループで発表するところから参加した。一人ずつの発表についてコメントをしてほ

しいと言われたが，最初の発表者で戸惑ってしまった。コメントなどおこがましいよ

うな立派な内容だったのである。

「親元から離れるので毎日の生活を規則正しくする，それが基礎だから」「任せて大

丈夫と思われるように仕事を習熟する」「自分の考え方をしっかり持つ」「誰にも負け

ない，自分が一番の技術を身につける」「同僚からも上司からも信頼される人間にな

る」「絶対に嘘はつかない」などなど，こんなに感激したことは無いほどに心打たれ

る発言だった。事件以来３年ぶりの本格的な新入社員の雇用である。そこで聞いた素

直で直向きな決意表明であった。社長はじめ立ち会った役員たちの感激の度合いは大

きかった。この元気と明るさが会社を活性化してくれると思った。女性が多いのも良

い。そしてこの会があったのは桜がまだ５分咲きの頃であった。それぞれの職場に散

っていった彼らは元気に新しい環境に挑戦していると思う。

この春，家の北側に紫の釣鐘草の様な花が植えないのに咲いている。近所の方から

「お母さんと買ってきた球根です」と教えてもらった。４年もかかって芽をだして花

を咲かせてくれた。うれしいことの多かった始まりの春であった。

（雪印乳業株式会社社外取締役・前全国消費者団体連絡会事務局長

日和佐信子・ひわさのぶこ）
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農村農協の経営悪化構造
――地域間比較から――

〔要　　　旨〕

１　1990年以降の農業生産の縮小や農産物価格の低迷，事業シェアの低下等によって，農協

諸事業全般的にその取扱実績は減少に転じ，その傾向は特に90年代半ば以降に顕著になっ

てきた。事業不振は事業総利益及び事業損益の減少となって表れ，近年，損失組合の増大

や赤字が巨額化する傾向にある。但し，農協経営悪化の傾向は全国一様ではなく，組合員

戸数規模や農業地帯別で大きく異なっている。

２　特に遠隔地農村地帯の農協では，地域農業の衰退に起因する事業の成長性・収益性低下

を，リストラや共済推進の強化で回避できないでいる。とりわけ，推進体制を強化した共

済部門の生産性低下が大きく，その限界労働生産性はゼロ以下になってきており，共済依

存型の農協経営の限界が表れている。その傾向は東北で最も顕著である。

３　また，事業損益の大幅な減少に対して，事業連からの推進・奨励費等の農協内留保を高

めて，経常損益や剰余金を捻出しようとする傾向もみられる。但し，遠隔地農村地帯では，

収益力の低い小規模の県事業連が多く，還元利益に強く依存することはできない。これら

の事情が，農村農協の当期損益において著しい悪化をもたらしている。

４　以上のように，バブル経済破綻後，農協事業は停滞局面に移行するのだが，90年代半ば

以降の経営損益状況でみれば，農協の経営悪化が著しく進行している地域は，主に東北や

北海道，九州（沖縄）の遠隔地農村地帯である。今後とも地方経済や農業経済環境の厳し

さを展望すると，経済立地条件の不利な中山間地農村の農協を中心として経営悪化がさら

に進み，とりわけ東北，九州では経営困難に至る組合の発生・増加が懸念される。

青　柳　　斉
＜新潟大学農学部教授＞



年ぶりにプラスの0.9％に転じている。但

し，対比する01年度の事業総利益が前年に

比べて大幅に落ち込んでおり（前年比△

3.8％），02年度の実績は00年度の水準をか

なり下回る。また，当年度に事業総利益が

やや持ち直したのは，貸倒の引当て・償却

費が減少したことや，ＢＳＥ問題で落ち込

んだ畜産物販売等が回復したためで，本格

的な事業実績の伸長によるものとは言えな

い。その意味では，依然として農協の事業

総利益は低迷基調にある。

また，90年代後半に入り，各事業部門の

労働生産性が全般的に低下し，その結果，

96年以降は事業利益が大幅に減少する。バ

ブル絶頂期の90年の事業利益は3,735億円

であったが，95年にその約半分の1,904億

円，そして01年にはわずか261億円まで激

減している。

このような事業利益の激減及び経常利益

の減少は，最終的に当期損益の悪化となっ

1990年以降の農協経営を概観すると，バ

ブル崩壊を契機として農業生産の縮小や農

産物価格の低迷，事業シェアの低下等によ

って，農協の諸事業全般的にその取扱実績

は減少に転じ，その傾向は特に90年代半ば

以降に顕著になってきた。事業全般の停滞

は事業総利益の減少となって表れ，『総合

農協統計表』（農林水産省）によれば，91年

（事業年度，以下同じ）から01年において対

前年比伸び率がプラスであった年度は91年

と94年，95年のみである。そして，90年と

95年対比では２％の微増に対して，95年か

ら01年では△12％と90年代後半になって事

業総利益が大幅に減少した。

なお，全国農業協同組合中央会（全中）

の経営速報値によれば，02年度の伸びは８
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て表れている。『総合農協統計表』には，

剰余金発生（黒字）組合の「当期剰余金」

と損失発生（赤字）組合の「当期損失金」，

そして，その両者を相殺した「当期損益」

が掲載されている。いま，三者それぞれに

ついて90年代の動向を紹介してみよう。

まず，当期剰余金は，90年を100とした

指数でみると，バブル崩壊の直後に激減し，

93年以降は主に50～60の範囲で横ばいに推

移する。他方，当期損失金は，まず92年以

降になって90年の４倍前後に肥大し，さら

に97年以後になるとその15倍以上に激増し

ている。そして，両者を相殺させた当期損

益では，90年の2,749億円から92年に２千

億円を下回り，さらに97年には１千億円以

下に激減する。90年代半ば以降の経営悪化

状況を自己資本利益率（当期損益／自己資本）

でみれば，90年から95年の平均自己資本利

益率6.1％の高さに対して，96年から01年

のそれは2.2％に低下している。

以上のような農協の経営悪化状況につい

ての理解は，系統組織内外でおおよそ共有

されており，近年の農協改革についての

様々な提案もこのような経営問題の深刻さ

を前提にしている。但し，農協の経営収

支・財務の状況は全国一様でない。これま

で，農協の経営間格差（経営比較）に関す

る統計的分析及び事例実態分析は少なく，

また，農協の組織・事業基盤の地域性に着

目した経営問題の解明と課題の検討が弱い

ように思われる。そこで本稿では，『総合

農協統計表』に依拠して，当該データの加

工計算により，農協経営間格差の特徴とそ

の諸要因の把握に迫ってみたい。

（１） 損失金の巨額化と黒字農協の存在

まず，先の「当期損益」の動向によれば，

当期剰余金の横ばい傾向に対して一方的に

損失金が急増している。ここで，後者の相

対的大きさを両者の比率（損失金／剰余金）

で見てみると，同比率は90年の1.3％から

92年に7.5％へ，さらに97年には前年の

15.6％から一挙に51.5％に急上昇する。こ

のことは，一定程度の剰余金を実現してい

る黒字農協がいる一方で，特に97年以降，

赤字農協の増大とその損失金の巨額化が進

んでいることを予想させる。この点を第１

表でさらに詳しく検討してみよう。

最初に，損失組合数の割合では90年の

2.4％から93年に7.7％，97年には13.1％と増

え，99年には一時的に約２割まで急増する。
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２　農協経営損益の

組合間格差の諸相

第1表　当期損失金・剰余金の計上農協割合等の推移�

９０年度�
９１�
９２�
９３�
９４�
９５�
９６�
９７�
９８�
９９�
００�
０１�

２．４�
３．０�
４．２�
７．７�
８．０�
４．７�
７．０�
１３．１�
１４．７�
２０．９�
１４．１�
１６．２�

資料　農林水産省『総合農協統計表』（各年度版）�
（注）　・・・（不明）は当該年度の『総合農協統計表』に記載されてい

ない。�

損失組合
の割合�

�
�

（％）�

・・・�
・・・�
・・・�
・・・�
１．３�
１．２�
１．５�
４．６�
５．３�
８．０�
６．５�
８．９�

損失金１
億円以上
組合の割
合�
（％）�

・・・�
・・・�
・・・�
・・・�
７．２�
７．３�
６．９�
７．３�
１０．９�
１３．５�
１６．２�
１７．８�

剰余金２
億円以上
組合の割
合　　　�
（％）�

４１�
４７�
１１６�
６３�
６２�
１３４�
１３７�
２５０�
２００�
１７９�
３２１�
５０９�

損失組合
の１組合
当たりの
損失金　�
（百万円）�

７９�
８１�
６９�
５９�
６９�
７０�
６６�
７３�
９８�
１２３�
１４０�
１６８�

剰余金計
上の１組
合当たり
剰余金�
（百万円）�



また，赤字農協の１組合当たり損失金では，

95年及び97年に段階的に増大している。そ

して，損失金１億円以上組合の全農協に対

する割合は，96年の1.5％から97年に一挙

に4.6％に高まり，そのまま上昇し続け01

年には8.9％に至る。このように，損失組

合割合及び損失金は，およそ97年時点で急

上昇しているのだが，損失金の増大は，広

域合併による経営大規模化だけで生じたの

ではなく，規模に比して農協の損失金が巨

額化していることを意味している。なお，

97年以降の損失金の急増には，早期是正措

置や金融検査マニュアルの導入が大きく影

響している。

他方，剰余金計上の１組合当たり剰余金

及び，剰余金２億円以上組合の割合を見て

みると，いずれも98年以降に漸増している。

これは，広域合併によって，主に農協の経

営規模が拡大したことによるものと思われ

る。この事実と黒字組合合計の剰余金が93

年以降，おおよそ1,500億円前後の水準で

コンスタントに推移していること

を考え合わせると，近年に赤字組

合が増大しその損失金が巨額化し

つつも，その傾向は全国一様では

なく，一方で，従前の黒字を達成

し続けている農協が一定程度，併

存していると言えよう。

ここで，『総合農協統計表』の

組合員戸数規模別と農業地帯別に

クロス集計したデータから，農協

間の経営損益状況の多様性をさら

に詳しく検証してみたい。

（２） 農協経営損益の規模間格差

第２表は，組合員戸数規模別にみた農協

の経営成果指標であり，96年から01年の平

均値で求めている。ここで，表中の自己資

本（当期未処分剰余金及び再評価差額金，評

価差額金を含まず）に対する剰余金，損失

金の比率（Ａ）及び，事業管理費に対する

同様の比率（Ｂ）は，自己資本及び事業管

理費が同規模階層では同一と仮定して，赤

字組合の損失金及び黒字組合の剰余金の相

対的大きさを，自己資本・事業管理費（経

営体の大きさを表す指標として仮定）との対

比でとらえてみたものである。

これによれば，組合員戸数２千未満の規

模階層は，２千戸以上１万戸未満の大規模

層と比べると，損失組合の割合や剰余金に

対する損失金の比率，自己資本及び事業管

理費に対する損失金の比率がいずれも高い

傾向にある。但し一方で，自己資本及び事

業管理費に対する剰余金の比率も高い。特

に，500～１千戸未満の未合併農協では，
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規
模
別
階
層�

組
合
員
戸
数�

８３２�
８７０�
８０２�
８７５�
８３２�
８０７�
７６６�

４．２�
５．７�
４．７�
５．２�
５．２�
４．０�
３．３�

１５．６�
 １４．７�
１５．９�
１３．３�
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資料　第１表に同じ    �
（注）　（Ａ）及び（Ｂ）は,集計組合平均の自己資本（当期未処分剰余金及び再評価

差額金,評価差額金を含まず）及び事業管理費に対する当期剰余金及び当
期損失金のそれぞれの割合である。その指標は,各階層別集計組合の自
己資本及び事業管理費が同程度と仮定して,損失計上組合の損失金及び
剰余計上組合の剰余金の相対的大きさを,自己資本及び事業管理費との
対比でとらえてみた。�

第2表　農協組織規模別の経営成果指標（９６～０１年の平均値）�

事業総
利益／
職員数�

（万円）�

当期損
失組合
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�

（％）�

当期損
失金／
当期剰
余金　�
（％）�

剰余金�

（％）�

損失金�

（％）�

対自己資本�
（Ａ）�

剰余金�

（％）�

損失金�

（％）�

対事業管理費�
（Ｂ）�



労働生産性（事業総利益／職員数＝870万円），

自己資本及び事業管理費に対する剰余金の

比率（5.7％，12.3％）がいずれも高く，５

千戸以上の大規模階層とは大きな格差があ

る。但しその一方で，自己資本及び事業管

理費，また当期剰余金に対する損失金の比

率（それぞれ14.7％，30.9％，46.3％）や損失

組合の割合（15.3％）も高い。以上の統計

的事実は，２千戸未満の小規模農協階層で

は，経営良好な組合と巨額の欠損を抱えて

いる組合が併存する状況を示している。

これに対して，複数市町村域の合併農協

に相当する５千～１万戸未満の規模階層で

は，労働生産性（807万円）が他の規模階層

に比べて低いものの，自己資本及び事業管

理費，当期剰余金に対する損失金の比率

（それぞれ7.2％，12.8％，27.5％）や損失組合

の割合（13.5％）では相対的に小さい。他

方で，自己資本及び事業管理費に対する剰

余金の比率（4.0％，7.1％）も小さい。この

ことは，当該規模階層では，赤字組合の損

失金が規模に比して小さく，経営損益が良

好な組合も悪化している組合も少ないと言

えよう。

他方，広域合併農協の大多数を占める組

合員１万戸以上の規模階層では，自己資本

及び事業管理費に対する損失金の比率

（10.9％，19.4％）では低いが，当期剰余金

に対する損失金の比率（52.8％）や損失組

合の割合（15.7％）が高い。このことは，

広域合併後も経営が改善せず，経営悪化に

陥っている大型農協が多いことを意味しよ

う。

以上のように，第２表の経営成果指標に

おける規模階層間の格差から，各階層間の

農協経営の損益状況は下記のように特徴づ

けられよう。

・２千戸未満の小規模農協階層…巨額赤字の農協

と黒字農協が併存

・２～５千戸未満の中規模階層…黒字農協が多

い，または赤字農協の欠損額が小さい

・５千～１万戸未満の大規模階層…巨額赤字の農

協は少ないが黒字農協も少ない

・１万戸以上の超大規模農協階層…赤字農協が多

い

（３） 農協経営損益の地帯別格差

次に，経営損益の農協間格差を第３表で

農業地帯別に見てみよう。同表の経営成果

指標は前表と同じである。これによれば，

各経営成果比率において，「都市地帯」と

「中山間地」の農協で対照的であることが

分かる。都市地帯では，労働生産性（事業

総利益／職員数）が950万円と著しく高く，

自己資本及び事業管理費に対する剰余金の

比率（4.9％，15.8％）も高い。そして，当

期剰余金に対する損失金の比率（39.1％）

や当期損失組合の割合（11.4％）は他の地

帯より相対的に低い。但し一方で，自己資

本及び事業管理費に対する損失金の比率

（14.0％，45.5％）は他の地帯に比べると極

めて高い。要するに，前述の小規模農協階

層と似て，「都市地帯」の農協の多くは全

般的に経営成果は良好であるが，他方で巨

額の欠損を抱えている少数の農協が併存し

ている。このような特徴は，「都市的農村」
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においてもおおよそ当てはまる。

これに対して「中山間地」の農協では，

その条件不利の事業基盤を反映して，労働

生産性は685万円と地帯別では最も低く，

「都市地帯」の農協とは対照的に，剰余金

に対する損失金の比率（54.7％）や損失組

合の割合（16.3％）は他の地帯より高い。

但し他方で，自己資本及び事業管理費に対

する損失金の比率（13.2％，18.3％）は「都

市地帯」農協よりも低い。そして，自己資

本に対する剰余金の比率（5.0％）は高いほ

うにある。このような点から，「中山間地」

農協の多数は，不利な経済立地条件のなか

で経営が悪化しているものの，巨額の欠損

を抱えた農協は少ないこと，あるいは経営

良好な農協も一定程度存在することを示唆

している。「農村地帯」では，都市地帯と

中山間地の中間的特徴がみられる。

以上のように，近年，損失組合の増大や

その赤字が巨額化する傾向にあるものの，

それは一様ではなく組織規模や農業地帯別

で大きく異なっている。ところで，『総合

農協統計表』では，規模別・農業地帯別の

集計項目が少なく，上述の規模・地帯間格

差の要因解明には限界がある。また，地域

経済や事業基盤

の相違が農協経

営の格差に大き

く反映すると一

般に予想されて

良い。そこで，

農協間の比較を

「遠隔地農村地

帯」（北海道，東北，九州）や「大都市近郊

地帯」（関東，東海，近畿）という地域別に

検討してみよう。
(注１)

（注１）筆者はかつて農協経営財務構造の地域間格
差に着目し，主に『総合農協統計表』や『農協
経営分析調査結果報告』に依拠した統計分析
（主に80年代前半までのデータ）から，本稿で言
う遠隔地農村地帯と大都市近郊地帯との対比で，
前者の財務構造を「増資型」，後者を「内部留保
型」と規定した。詳しい内容は，拙著(1986)
『低成長下の農協経営構造』明文書房を参照され
たい。

（１） 東北，九州の農協事業損益の

赤字傾向

いま，96～01年の事業損益について地域

別に紹介してみよう。まず，同期間の年平

均の事業損益では東北と九州は赤字にな

り，その大きさを同期間の事業管理費平均

に対する比率でとらえるとそれぞれ△

2.9％，△1.6％になる。時系列でみれば，

九州は97年以降から赤字で01年度には黒字

に転じているが，東北ではその後も赤字を

継続している。このことが，当地域の損失
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３　経営財務の悪化が

深刻な農村農協
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資料　第１表に同じ    �
（注）　（Ａ）及び（Ｂ）は,第２表と同じ含意である。�

第3表　農業地帯別の農協経営成果指標（９６～０１年の平均値）�
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剰余・損失１組
合当たり損益金�
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組合の高い発生率（後述）と関連している。

また，中四国では事業利益が減少傾向に

あり，00年及び01年には連続赤字に転じて

いる。北海道も96年以降の６年間で赤字年

度が３か年もあり低迷している。従って，

両地域は同期間平均で黒字ではあるが，そ

の事業利益の大きさを事業管理費との対比

でみると0.4％及び1.3％と小さい。

これに対して関東（東山，静岡を含む），

東海，北陸，近畿の事業利益は大きく，事

業管理費対比ではそれぞれ7.5％，14.3％，

5.3％，2.9％と高い。この高い収益力が後

述の分厚い内部留保を形成させている。な

お，時系列的な傾向では東海，北陸が横ば

いで収益力を維持しているが，関東及び近

畿は減少傾向にある。

ここで，収益力の大きさを自己資本利益

率の指標でとらえてみよう。全国的には，

90年代前半（90～95年）は年平均6.1％と後

半（96～01年）の2.2％より高い。特に関東，

東海では７％以上の利益率であり，これに

対して東北は2.9％と著しく低かった。90

年代後半（96～01年）については，第４表

で詳しく見てみよう。まず，対自己資本の

剰余金，損失金の比率（同期間平均）では，

東北は両者とも低いが，剰余金よりも損失

金が上回り，相殺した合計では△0.2％と

赤字になる。九州でも両者は拮抗しており，

その差は0.9％と小さい。これに対して，

関東，北陸，東海では３％以上の高さにあ

る。このような自己資本利益率の地域的格

差は，基本的に前述の事業損益の水準を反

映している。

ここで，剰余金に対する損失金の大きさ

を両者の相対比（損失金／剰余金）でみれ

ば，東北及び九州ではそれぞれ109.5％，

75.5％となる。また，損失発生組合の割合

では，両地域は20％以上の高さになる。さ

らに，損失金１億円以上の巨額損失組合の

割合では，東北，九州では９％以上であり，

他地域に比べて突出している。他

方，損失金／剰余金の比率が著し

く低い東海（10.7％），北陸（15.4％）

では，損失発生組合の割合はそれ

ぞれ2.6％，6.1％にとどまる。

以上のように，東北，九州では

農協全般的に経営悪化が進行して

おり，巨額損失組合の発生も多い。

これに対して関東，東海，北陸の

農協では経営成果水準が高く損失

組合も少ない。そして北海道，近

畿，中四国では，東北のように農

協全般的に経営悪化は進行してい
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資料　第１表に同じ    �
（注）１　当期損失金/当期剰余金は,それぞれの９６～０１年の平均値で算出

した。同様に,当期損益の対自己資本比率でも,算出の分母は同期間
平均の自己資本（再評価差額金を除く）で求めた。但し,損失組合の
割合は,各年度ごとの計算値（割合）を平均して算出した。�
２　「関東」には東山,静岡を含む。また,「全国」には沖縄を含む。以下
の表も同じ。　�
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ないものの，経営成果水準の高い農協と低

い農協が拮抗的に併存している状況にあ

る。

（２） 内部留保形成の大きな地域間格差

ところで，経営成果水準の格差は，直接

的には財務構造に反映する。まず，自己資

本の形成は出資金と内部留保による場合が

ある。90年代は農家経済の悪化傾向を反映

して，増資よりも内部留保による資本形成

が進んだ。いま第５表の期間別指数対比に

よれば，出資金の伸びでは，90年代前半

（95／90年）及び後半（00／95年）において

も地域的格差が小さい。そのなかで，北海

道の低さ（90年代後半で107）と中四国の高

さ（同122）が指摘できる。

他方，自己資本に占める内部留保の割合

（内部留保率）では，地域別に大きな格差が

みられる。00年で内部留保率が5割を下回

る地域は東北25.1％，九州42.3％，北海道

48.9％であり，対照的に東海87.3％，関東

76.6％，近畿75.1％は極めて高い。時系列

的に見てみると，内部留保率はどの地域も

上昇傾向にあるが，全国平均では90年から

00年に6.2％の上昇にとどまる。そのなか

で，特に北陸の上昇幅が11％と大きく，内

部留保率はこの間に43.7％から54.7％へ上

昇している。それは同地域の90年代におけ

る内部留保の急増によるもので，その前半

では指数対比で137，後半でも136と増加幅

が突出して大きい。

対照的に東北では，経営悪化が進行する

90年代後半に内部留保を減少させている

（指数対比で91）。その結果，東北の内部留

保率だけが95年の28 .8％から00年には

25.1％に低下している。同地域のなかでも，

特に内部留保の減少幅が大きい県は岩手，

宮城，秋田である。これらの諸県では，90

年代後半に赤字組合が多く発生して，欠損

補填のために内部留保の取り崩しが顕著で

ある。

なお，内部留保の成長及びその累積的成

果としての内部留保率の上昇

は，基本的には経営損益の成

果水準と下記の配当性向の大

きさによって決まる。

配当性向＝(出資配当金＋特別配当

金)／当期未処分剰余金×100(％)

同表によれば，東海，近畿

の配当性向は低く（それぞれ

8.8％，9.5％），経営成果水準

が高くても内部留保を優先し

ている。これと反対に，北海

道では29.4％であり，組合員
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への利益還元志向が強い。他方，出資配当

率では，都市部の組合員の金利選好志向を

反映して，東海が3.0％と突出して高い。

対照的に，経営が悪化していることと，農

村部の金利選好の低さを反映して，東北や

九州では貯金金利に準じて0.3％，0.6％と

低い。

このように，内部留保・自己資本比率に

みる関東，東海，近畿と北海道，東北，九

州での大きな格差は，両者の経営成果水準

や配当性向の相違による相乗的な効果で形

成されたと言える。そして，基本的には内

部蓄積の大きさが資本形成を強く規定して

おり，90年代前半及び後半を通して，関東，

東海，近畿の自己資本の伸びが高く，反対

に北海道，東北，九州が低いという結果に

表れたのであった。

また，内部蓄積力の格差は自己資本形成

への影響を通して，固定比率の地域的差異

となって表れている。90年代の農協の固定

比率は，関東を除いて全国的に低下傾向に

あるが，その水準には大きな地域的格差が

みられる。東北や九州では，それぞれ

62.3％，58.3％（自己資本を固定資産プラス

外部出資で単純に商した百分率）と低く，そ

れは固定資産の伸びに対して内部蓄積形成

（その背景としての収益力）の低さによるも

のである。対照的に関東，東海，近畿は高

く，それぞれ132.3％，152.7％，104.8％で

あり，これは持続的な収益力に規定された

厚い内部留保の形成結果である。

以上のように，遠隔地農村地帯（北海道，

東北，九州）と大都市近郊地帯（関東，東

海，近畿）の農協とでは，90年代半ば以降

において，経営成果水準（収益力）及び財

務の健全性（内部蓄積の大きさ）において

対照的な格差が存在する。それでは，この

ような収益力格差等は，どのような客体的

な諸要因によって形成されたのであろう

か。以下，この点について検討してみよ

う。

（１） バブル崩壊後の事業実績の減少

まず，85年以降の５年置きの期間別指数

対比で，農協主要事業の成長性に関してそ

の地域性を第６表で見てみよう。貯金の場

合，90／85年対比ではバブル経済を反映し

て，どの地域も約３割以上の伸びを示して

いる。そのなかで，指数対比で関東155の

高さと九州129の低さが指摘できる。そし

て，95／90年にはその伸びが全国的に２～

３割強にやや低下し，00／95年になると１

割以下の伸びに鈍化した地域が多数にな

る。両期間とも地域間格差は小さいのだが，

東海の場合，90年代の貯金の増加度が大き

い（前半対比135，後半112）。

他方，貸出金についてはいずれの期間で

も地域間格差が大きい。まず，90／85年対

比の指数では全国平均で111になるが，実

績が伸びたのは関東，東海，近畿の大都市

圏であり，そのなかで関東の145が突出し

ている。他方，その他地域はむしろ減少し

ており，特に遠隔地農村地帯の北海道80，

東北90，九州88の落ち込みが大きい。また，
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95／90年では全国平均が139でありどの地

域も貸出実績を伸ばしたが，大都市圏の関

東154，東海155，近畿158が突出している。

そして00／95年になると，いずれの地域も

まだ伸長しているが，関東の伸びは一転し

て最も低く（108），北陸129や東海126，近

畿127が相対的に高い。

また，共済事業の動向について，同表の

長期共済期末保有契約高で見てみると，貯

金と似たような成長性がみられ，その地域

間格差は小さい。

さらに，表では示さないが，91年から01

年度までの生産資材購買の動向を紹介して

みよう。まず，90年代の対前年比伸び率で

は，多くの地域で91年と96年を除いてマイ

ナスである。期間別の指数対比で見てみる

と，80年代後半（90／85年）ではいずれの

地域でも90以上で地域間格差は小さい。そ

のなかで，中四国と九州が90，91とやや減

少率が高い。90年代前半（95／90年）にな

ると地域間に開きがあり，北海道及び北陸

の106，102に対してその他は減少しており，

特に関東88の減少度が大である。そして，

90年代後半（00／95年）では何れの地域も

減少しており，その度合いは

北海道94，九州93を除いて90

以下の指数になっている。な

かでも東北81の落ち込みが大

きい。90年代を通して見れば，

北海道及び九州の微減に対し

て，東北，関東では90年対比

で00年は約２割の減少幅にな

っている。

また，農産物販売の取扱高では，その時

系列的な伸びや地域性は，上述の生産資材

購買のそれと似ている。90年代後半（00／

95年）に限ってみれば，生産資材と同様に

農産物販売の取扱実績は落ち込むが，期間

対比で全国平均84に対して，東北，北陸，

中四国ではそれぞれ77，72，78であり，こ

の５年間だけで２割以上の減少となってい

る。特に米販売の比重が高い東北，北陸の

場合，米集荷率の低下や米価の低迷が大き

く影響している。

以上のように，北海道や東北，九州では，

90年代後半以降において，主に農業生産

（特に稲作）の縮小や農産物価格の低迷，農

協共販率（特に米集荷率）の低下等により，

農協の事業取扱高の大幅な減少が，販売・

購買事業をはじめ信用・共済事業等の全般

に及んでいる。これに対し，事業基盤を主

に都市経済に依存する南関東，東海，近畿

の農協では，事業面での農業不況の影響が

小さくとどまっていると言えよう。このこ

とが，遠隔地農村地帯と大都市近郊地帯の

農協において，事業総利益の成長性や最終

的な経営成果等の面で，以下に示すような

農林金融2004・5
49 - 299

全国�

北海道�
東北�
関東�
北陸�
東海�
近畿�
中四国�
九州�

資料　第１表に同じ    

第6表　信用・共済事業の期間別指数�

貯金平残�

１４４�

１３４�
１４０�
１５５�
１３５�
１４６�
１４６�
１３６�
１２９�

９０/８５年�

１２７�

１３２�
１２５�
１２８�
１３０�
１３５�
１２１�
１２５�
１２２�

９５/９０�

１０６�

１０９�
１０４�
１０７�
１０８�
１１２�
１０５�
１０４�
１０３�
�

００/９５�

貸出金平残�

１１１�

８０�
９０�
１４５�
９７�
１２８�
１１５�
９７�
８８�

９０/８５�

１３９�

１２２�
１１３�
１５４�
１２２�
１５５�
１５８�
１２５�
１２１�

９５/９０�

１１５�

１１２�
１１４�
１０８�
１２９�
１２６�
１２７�
１１７�
１１９�

００/９５�９０/８５�９５/９０�００/９５�

長期共済保有契約高�

１４１�

１３９�
１３６�
１４７�
１３５�
１４３�
１４２�
１３９�
１３７�

１２５�

１３３�
１２３�
１２８�
１２３�
１２７�
１２７�
１２１�
１２０�

１０５�

１０３�
１０３�
１０５�
１０７�
１０８�
１０６�
１０２�
１０１�



大きな格差を形成させている。

（２） 90年代後半の事業総利益の激減

いま，第７表で90年代の事業総利益の伸

びについて，90年代前半（95／90年）と後

半（00／95年）に分けてその地域性を見て

みよう。まず，全部門の事業総利益（期間

対比の指数）で比べると，90年代前半で高

い伸びを見せる地域は，東北112及び北海

道110，九州108であり，反対に減少した地

域は東海94と近畿93であった。後半では，

いずれの地域も事業総利益は減少したが，

特に落ち込みが大きい地域は，前半とは対

照的に東北85と北海道86であり，反対に東

海の減少度合いは97で小さかった。以下，

部門別に詳しく見てみよう。

まず，信用部門では，90年代前半は全国

平均が87と13％減少したのに対して，北海

道117，九州104は増大しており，東北99も

ほぼ横ばいを維持した。反対に大幅に減少

した地域は，北陸80，東海75，近畿75であ

った。そして，90年代後半になると，全く

逆に北海道57，東北76が大幅に減少し，対

照的に北陸91，東海97，近畿90は全国平均

（83）以下の減少にとどまっている。信用

部門は，農協一般において事業総利益での

比重が大きいため，後述のように，当該部

門の減益の度合いが各地域の最終経営成果

の水準を強く規定している。

他方，共済部門は地域間格差が小さく，

いずれの地域も90年代前半は20％以上の高

い伸びを見せ，90年代後半には横ばいに転

じている。また，購買部門も地域間格差は

小さく，一様に90年代前半は微増で，後半

は大幅に減少している。販売部門は，90年

代前半は横ばい傾向が支配的だが，東北

106と近畿105がやや増大した。後半は，横

ばいの北海道を除いて一様に減少したが，

米販売の比重が高い東北79と北陸77では大

きく落ち込んでいる。

次に，90年代後半の事業総利益の動向に

しぼって地域別の特徴的な点を指摘してみ

よう。まず，北海道では，上述のように信

用事業総利益が95年から00年の間に△43％

と大幅に減少させている。また，事業総利

益の34.0％（00年）を占める購買部門は，

90年代で最大実績時の93

年以後は減少傾向にあ

り，00年には93年時の

21.5％減になっている。

東北は，90年代後半で

は共済を除く全部門で事

業総利益を大きく減少さ

せている。具体的には，

販売部門はピーク時の95

年に対して00年は20.9％
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の減少であり，購買部門も最大時の94年に

対して00年は24.8％の減，また，信用部門

では95年の最大実績に対して00年は24.8％

の減少になっている。この背景には，93年

の米の大凶作や直後の減反緩和，95年の新

食糧法施行以後の計画外流通の拡大，98年

までの米価の高さとそれ以後の大幅下落，

再び減反拡大という，米の生産・販売の変

動が強く影響している。

北陸は，東北と似て購買・販売部門の減

少幅が顕著で，ピーク時の93年の対比で00

年はそれぞれ26.5％及び36.4％減である。

但し，信用部門の減少幅が全国平均（95／

00年の指数83）に比べて91と小さい。これ

は，東北と同様に農業（特に米）生産の縮

小で購買・販売事業が大きな影響を受けて

も，北陸の場合，相対的に兼業機会に恵ま

れ，農外所得水準が高いという地域条件が

反映している。

関東，近畿では，購買部門の減少幅が大

きく，00年の事業総利益はピーク時の93年

との対比でそれぞれ25.5％，25.4％減とな

っている。但し東海では，共済部門の伸び

が顕著で，00年と90年対比で34.9％増，95

年対比でも5.9％増となっている。そして，

他地域が90年代後半に大幅減少させた他部

門においても微減にとどまっている。特に

信用部門は，95／00年の対比で97とその減

少幅が小さい。中四国，九州は，販売部門

は微減（それぞれ97，96）にとどまり，そ

の他部門は全国平均的な傾向にある。

以上のように，90年代後半の販売・購買

部門の事業総利益は，東海を除くいずれの

地域も大幅に減少させている。そして，事

業総利益の伸びでの地域間格差は，基本的

に信用部門の動向に左右されていることが

分かる。そこで，特に信用部門収支の地域

性やその諸要因について詳しく検討してみ

よう。

（３） 信用部門の収益性格差と要因

前述のように，90年代後半の信用事業総

利益の伸びでは，北海道，東北が大幅に低

下しており，これに対して北陸，近畿は1

割程度の減少，東海はほぼ横ばい，中四国，

九州は全国平均的という地域性がみられ

た。その信用部門の事業総利益は主に運用

純収益（資金運用収益－資金調達費用）に依

存し，さらにそれは利ざやや貯貸率，貸出

伸長，不良債権・貸倒償却の大きさ等によ

って左右される。以下，このような観点か

ら，それぞれの動向について順に追跡して

みよう。

まず，第８表に依拠して，00年時点での

資金運用の地域性を見てみよう。これによ

れば，北海道，東北，関東，九州では貯貸

率が35％以上で，他地域の27％以下台とは

やや開きがある。そして，北海道，東北，

九州では，運用収入の割合で貸出利息が７

割以上を占めている。なお，表中には示し

ていないが，時系列でみると遠隔地農村地

帯及び関東は，90年代に入って貯貸率を低

下させており，近年，その他地域との格差

が縮小傾向にある。

次に，95年と00年の対比で貯貸・貯預利

ざや（貯金に対する貸出金・預金の利回り差）
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の地域性を見てみよう。北海道では，貯預

利ざやが大幅に低下し，95年の0.23％から

00年には△0.17％へと逆ざやに転じてい

る。そして，表中にはないが運用収益に占

める預金利息割合は，95年の38.1％から00

年にはわずか6.6％に低下している。この

ことが北海道では，この間の運用純収益及

び信用事業総利益が大幅に減少した要因の

一つである。また，東北では，貯貸利ざや

の減少が△1.16％と全国平均の２倍弱の低

下幅となり，00年の運用純収益ひいては事

業総利益の減少（対95年比△20％，△24％）

に直結した。

これに対して東海では，貯貸利ざ

やの低下は全国平均を下回る△

0.37％（00年）と微減にとどまり，

一方で貯預利ざやは，他地域がすべ

て低下しているのに対し95年の水準

を維持している。このことが運用純

収益を維持し，この間の事業総利益

の減少幅を△３％の微減に押し止め

ている。

また，第９表の信用部門の貸倒引

当金や「その他経常収支差額」

（信用事業の「その他経常収

益」－「同費用」）の比重で，

不良債権処理負担の大きさを

地域別に見てみよう。比較す

る年度は96年と00年である。

これによれば，北海道が貸倒

引当金比率（引当金／貸出金

平残）及び「その他経常収支

差額／信用事業総利益」の比

率（絶対値）ともに急増しており，後者は

00年度で△42.6％にもなっている。このこ

とが北海道では，信用事業総利益の大幅減

益に決定的な影響を与えた二つ目の要因で

ある。似たような事情は九州についても当

てはまる。これに対して，北陸，東海の場

合は，貸倒引当金及び「その他経常収支差

額」ともにその比重や増加の程度も低い。

以上のように，90年代半ば以降の北海道，

東北における信用事業総利益の大幅な減少

は，前者では貯預利ざやの大幅な低下と不

良債権の急増が，後者では貯貸利ざやの顕

著な低下がもたらしたのであった。そして，
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全国�

北海道�
東北�
関東�
北陸�
東海�
近畿�
中四国�
九州�

資料　第１表に同じ    

第8表　信用部門の事業総利益・利鞘の増減等（地域別）�

指数（９５年＝１００）�
（００/９５）�

８３�

５７�
７６�
８３�
９１�
９７�
９０�
８６�
８３�

事業�
総利益�

８８�

７１�
８０�
８６�
９４�
１００�
９０�
９０�
８４�

運用�
純収益�

貯貸利　�
ざや（％）�

利ざやの増減�
（００-９５）�

２０００年�
（月末平均残高ベースで算出）�

△０．６１�

△０．６７�
△１．１６�
△０．４６�
△０．８０�
△０．３７�
△０．４８�
△０．６６�
△０．９０�

貯預利　�
ざや（％）�

△０．１８�

△０．４０�
△０．１５�
△０．２９�
△０．０７�
０．０５�
△０．１３�
△０．２１�
△０．２２�

貯貸率�
（％）�

３０．５�

３９．５�
３７．１�
３６．２�
２６．７�
２５．４�
２２．９�
２２．４�
３６．２�

貯預率�
（％）�

６４．５�

６３．２�
５０．６�
６０．２�
６７．９�
６７．７�
７２．６�
７２．９�
５７．８�

貯証率�
（％）�

５．９�

１．３�
２．９�
５．８�
５．６�
１０．０�
６．７�
５．８�
４．１�

全国�

北海道�
東北�
関東�
北陸�
東海�
近畿�
中四国�
九州�

資料　第１表に同じ    

第9表　信用貸倒引当金比率の増減等（地域別）�

信用貸倒引当金比率�
（引当金/貸出金平残）�

９６年度�
（ａ）�

０．９�

０．９�
１．０�
０．９�
０．６�
０．８�
１．０�
０．９�
１．１�
�

００�
（ｂ）�

２．４�

４．４�
１．７�
２．３�
０．９�
２．１�
２．４�
１．７�
３．７�

「その他経常収支差額」対�
信用事業総利益の比率�

増減�
（ｂ-ａ）�

９５�
（ｃ）�

００�
（ｄ）�

増減�
（ｄ-ｃ）�

１．５�

３．５�
０．７�
１．４�
０．３�
１．２�
１．４�
０．８�
２．７�

△２．７�

△０．３�
△１．９�
△４．０�
０．８�
△５．４�
△３．４�
１．９�
△４．７�

△１６．２�

△４２．６�
△１４．８�
△１７．６�
△７．０�
△１１．０�
△１２．４�
△７．８�
△１５．２�

△１３．５�

△４２．３�
△１２．９�
△１３．６�
△７．８�
△５．６�
△９．０�
△９．７�
△１０．５�

（単位　％）



東海，近畿，北陸で信用事業総利益の伸び

が横ばいないし小幅な減少にとどまった理

由は，貯預利ざやの伸びが横ばいないし小

幅の低下であり，また，貸倒償却負担の水

準が低くその増加も小さいことにあった。

特に，東海では貯貸利ざやも微減にとどま

り，貸倒償却負担も小さいため，90年代半

ばの運用純収益ないし事業総利益の高水準

をその後も維持できたのであった。

（１） 人件費，職員の削減

上述のように，遠隔地農村地帯の農協で

は，90年代後半において，事業取扱実績な

いし事業総利益の大幅な減少に直面した

が，これにはどのような経営対応を見せて

いるのであろうか。東北を主な比較の対象

として地域的特徴をとらえてみたい。

いま第10表で，事業管理費及び人件費等

の動向について，その地域性を90年代前半

（91～95年平均）と後半（96～01年平均）の

対比で見てみよう。まず東北では，90年代

前半に人件費の年平均伸び率が3.0％と最

も高かったが，後半になって△2.6％と反

対に人件費の減少幅が最も大きい。この傾

向は事業管理費の伸びについても当てはま

る。東北におけるこのような人件費，事業

管理費の顕著な削減は，前述の90年代後半

における事業総利益の大幅な減少（年平均

△3.5％）に対応している。北海道もほぼ似

たような事情にある。これと対照的に東海

では，前半の人件費，事業管理費の年平均

伸び率（1.8％，2.1％）は低く，90年代後半

ではその減少幅（△0.8％，△0.5％）が小さ

い。近畿も同様な傾向にある。

また，同表で職員数（常勤職員）の動向

を見てみると，全国平均で前半（90～95年）

では横ばい（指数対比で100）であるが，後

半（95～00年）では90でありいずれの地域

も減少させている。そのなかでも，95／00

年の対比で，北海道，東北が86，88とその

減少幅が特に大きい。さらに，同期間で部

門別の増減を見てみると，共済部門のみが

増大しており（全国平均19％増），その増加

幅は東北(26％)，東海(24％)，近畿(23％)，

北陸(22％)が大きい。総職員数を削減して

いるもとでの共済担当職員の増大は，支店

や購買店舗等の統廃

合によって生じた余

剰職員が，共済渉外

等にかなり振り向け

られたことを推測さ

せる。

以上のように，

東北や北海道では，

90年代後半の事業全
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５　農協の事業不振への対応

資料　第１表に同じ�
（注）　事業総利益,事業管理費,人件費の各伸び率の平均値は,各年度ごと伸び率の平均値である。�

第10表　地域別の事業管理費, 人件費の伸び率等�

全国�

事業総利益�
事業管理費�
人件費�

事業総利益�
事業管理費�
人件費�

職員数�
（指数）�

９１～９５年度�
伸び率�
（平均値）�

９６～０１�
伸び率�
（平均値）�

９５/９０�
００/９５�
�

０．５�
２．２�
２．１�

△２．６�
△１．５�
△１．６�

１００�
９０�

東北�

２．３�
２．９�
３．０�

△３．５�
△２．５�
△２．６�

１００�
８８�

関東�

０．３�
２．５�
２．２�

△２．７�
△１．６�
△１．７�

１０１�
９１�
�

北陸�

０．３�
２．０�
２．１�

△２．３�
△１．９�
△２．０�

１００�
９０�

東海�

△１．２�
２．１�
１．８�

△２．１�
△０．５�
△０．８�

１０３�
９３�

近畿�

△１．３�
１．２�
１．２�

△１．９�
△０．９�
△１．１�

９８�
９１�

九州�

１．５�
２．１�
２．２�

△１．１�
△１．４�
△１．６�

９９�
９１�

北海道�

２．０�
２．４�
２．２�

△２．７�
△１．９�
△１．８�

１０２�
８６�

中四国�

０．３�
２．０�
１．８�

△３．１�
△０．８�
△１．４�

９８�
９２�

（単位　％）�



体の不振を，人件費（職員数）の大幅な削

減や共済推進の強化でカバーしようとして

きたことが明瞭である。

（２） 事業連からの利益還元の留保志向

ところで，90年度末以降，農協は事業連

からの推進・奨励費及び配当等への依存を

強めている。いま，事業連からの「推進・

奨励費受入・支払差額＋受入特別配当金」

を「還元利益」とすると，その大きさは95

年を100とした指数対比で99年106，00年

132，01年112となっている。
（注２）

ここで，第11

表で「還元利益」の地域性について見てみ

たい。これによれば，90年代後半に東北，

北陸は95年水準よりも低く推移しているの

に対し，北海道，関東，九州は増大傾向に

ある。また，95～01年平均の「推進・奨励

費留保率」（受入・支払差額／受入額）で対

比すれば，北海道，東北がそれぞれ30.5％，

41.3％と低く，対照的に関東，北陸，東海，

近畿，中四国は65％以上の高さである。こ

れだけをみれば，前者は事業連からの還元

利益を組合員に還元している度合いが大き

いと言えよう。

ここで，還元利益の地域的な大きさをと

らえるために，自己資本及び事業総利益で

商した「還元利益率」で比べてみよう。同

表によれば，北海道は上述の「留保率」の

極端な低さ，東北は事業連の利益還元額の

減少傾向を反映して，両者の還元利益率は

いずれも４％以下の低さにある。逆に，九

州を除く他の地域は相対的に高く，そのな

かでも特に中四国の還元利益率（対自己資

本10.2％，対事業総利益15.1％）や近畿（同

6.4％，13.7％）が顕著である。これらの地

域性は，基本的には各府県等事業連の利益

還元能力の格差を反映している。

また，共済付加収入に対する推進費の比

率で比べると，00年度では北海道の極端な

低さ（3.2％）を除けば，地域間に大きな格

差はみられない。但し，95年と01年を比べ

た時系列でみると，おおよそいずれの地域

も低下させている。なかでも東北の場合，

9.0％から6.3％に急低下しており，最近の

事業不振に直面

して農協内部の

利益留保志向を

強めている。

（注２）95年度以降
の『総合農協統計
表』には，「補助
金・助成金等」の
項目に，「受入推
進・奨励費」「受
入 特 別 配 当 金 」
「支払推進・奨励
費」の統計欄があ
る。ここでいま，
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全国�

北海道�
東北�
関東�
北陸�
東海�
近畿�
中四国�
九州�

資料　第１表に同じ�
（注）　還元利益,推進・奨励費留保率,還元利益率の定義は本文中に記す。また,還元利益率（９５～０１年

度平均）は各年度ごとの当該値を平均化した数値である。�

第11表　事業連からの利益還元の推移�

還元利益の指数（９５年＝１００）�

９５�

１００�

１００�
１００�
１００�
１００�
１００�
１００�
１００�
１００�
�
�

９６�

１０５�

９６�
８６�
１０８�
８６�
１２３�
１１３�
９９�
１０４�

９７�

１０４�

９１�
７９�
１０５�
８２�
１２４�
１１６�
１０３�
９９�

９８�

１０３�

１１３�
６４�
１１１�
８１�
１１５�
９８�
９０�
１３２�

９９�

１０６�

１１５�
８２�
１１３�
８８�
１１５�
１０７�
９６�
１３９�

００�

１３２�

１２５�
９３�
１２７�
１０４�
１８２�
８９�
１０８�
３６２�

０１�

１１２�

１５４�
１０４�
１２７�
９４�
１２８�
７５�
１０３�
１６７�

９．６�

３．９�
３．７�
９．８�
９．３�
１１．８�
１３．７�
１５．１�
６．２�
�

７．１�

３．１�
９．０�
８．１�
５．２�
６．４�
７．７�
６．８�
５．２�

還元利益率�

９５～０１年平均（％）�共済推進費/�
付加収入（％）�

対事業�
総利益�

対自己�
資本� ９５�

５．３�

２．１�
３．０�
４．６�
５．８�
４．６�
６．４�
１０．２�
５．０�

推進・�
奨励費�
留保率�

６６．９�

３０．５�
４１．３�
６５．５�
７４．１�
６９．３�
７２．１�
７８．０�
５７．４�

５．４�

３．２�
６．３�
５．９�
４．５�
４．５�
５．８�
５．３�
５．０�

０１�



事業連の推進・奨励費の受入れと組合員等への
支払いの差額を「留保額」として，これに受入
配当金を加算した金額は，農協内部に留保され
た「還元利益」と呼ぶことにしたい。それは，
事業連からの利益還元の大きさを示す徴表とし
てみることができよう。

（３） 経営合理化による部門労働生産性

の動向

また，事業実績減少への対応として，い

ずれの地域でも支店・施設の統廃合等が進

展している。その経営合理化の成果として，

第12表で各地域の部門別労働生産性の動向

を見てみよう。まず，全部門労働生産性で

は，90年代前半（95／90年対比）は北海道

108，東北112，九州109で生産性の上昇が

大きい。対照的に東海91，近畿95では低下

している。東海・近畿の生産性が低下した

要因は，信用部門の大幅な生産性低下（そ

れぞれ76，77）にある。他方，前者の生産

性上昇要因は地域によって異なる。北海

道・九州の場合は信用部門の大幅な上昇

（117，109）であり，これに購買部門106，

103が貢献している。これに対して東北で

は，もっぱら購買部門の生産性上昇（115）

が大きく貢献した。

一方，90年代後半（00／95年対比）の全

部門生産性の増減では地域間格差が小さ

い。そのなかで東北がやや低下し（96），

東海がやや上昇している（105）。但し，部

門別に見てみると地域間で大きな格差があ

る。まず，販売部門では，北海道，東海の

上昇幅が大きく（108，112），反対に東北，

北陸の低下幅が大きい（いずれも92）。また，

購買では北海道，東海の生産性上昇幅が大

きく（115，112），東北，北陸では低下させ

ている（いずれも94）。そして，信用部門で

は北海道が大幅に低下し（61），全国平均

でも９％低下しているのに対して，東海及

び近畿ではむしろ上昇している（それぞれ

104，102）。特に注目すべきは共済部門で

あり，いずれの地域も生産性を低下させて

いるのだが，特に東北では95年対比で00年

の指数81とその下落幅が大きい。

以上のように，生産性の動向は部門や地

域によって多様だが，90年代後半では，事

業部門全体的には東北の減少傾向が目立

つ。東北では，農業不況の影響で全般的な

事業不振に直面し，主に共

済推進の強化で対応しよう

としている。但し近年，共

済部門の大幅な労働生産性

低下にみられるように，共

済依存型の農協経営が限界

になりつつある。
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９５/９０�
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００/９５�
９５/９０�
００/９５�

１０２�
９８�

全国�
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９１�
１０１�
８６�
１０７�
１０１�
９７�
１００�

１０８�
１００�

北海道�

１１７�
６１�
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８８�
１０８�

１１２�
９６�
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１０１�
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１０１�
８１�
１１５�
９４�
９８�
９２�

１００�
９７�

関東�
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８６�
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１０２�
９９�
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９１�
１０５�
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７６�
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９９�
１１２�

９５�
１０１�
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１０４�
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中四国�

８９�
９３�
９７�
８６�
１０７�
１００�
９９�
１０６�

１０９�
１０１�

九州�

１０９�
９２�
１０１�
９２�
１０３�
１０２�
９１�
１０４�

合計�

信用�

共済�

購買�

販売�

第12表　部門労働生産性の期間別指数（地域別）�

資料　第１表に同じ�



大都市部と地方農村部の経済格差の拡大

に加えて，90年代半ば以降の農業不況の深

化は，農家経済の悪化を反映して，大都市

周辺(太平洋ベルト）地帯の農協経営財務の

良さとは対照的に，遠隔地農村地帯（北海

道，東北，九州）の農協経営の悪化が顕著

に進行している。具体的には以下のような

様相を呈している。

まず，90年代後半の事業取扱高や事業総

利益の減少に対して，多くの地域で広域農

協合併を契機として，要員削減やパート化，

賃金抑制，支店・施設統廃合等のリストラ

によって対応しようとする傾向が顕著であ

る。また，その支店統廃合等によって生じ

た余剰職員を，生産性の最も高い共済部門

に向けるなど，共済推進の偏重がみられ

る。

但し，遠隔地農村地帯の農協では，主に

地域農業に依存した事業基盤の縮小による

事業成長性・収益性低下を，一連のリスト

ラや共済推進の強化で回避することはでき

ないでいる。そして，全国的に農協の多く

の部門生産性は，90年代後半になって大幅

に減少した。とりわけ，推進体制を強化し

た共済部門の生産性低下が大きく，全国平

均で01年にはマイナスに転ずる。いわば，

共済部門の限界労働生産性はゼロ以下にな

ってきており，共済依存型の農協経営の限

界が表れている。その傾向が最も顕著であ

る地域が東北である。

また，事業損益の減少・赤字に対して，

事業連からの推進・奨励費や共済付加収入

の「農協内留保」を高めることによって，

経常利益や剰余金を捻出しようとする傾向

もみられる。但し，遠隔地農村地帯では，

そもそも収益力（すなわち還元力）の低い

小規模の県事業連が多く，その還元利益に

強く依存することはできない。これらの事

情から，多くの農村農協の当期損益は著し

い悪化に陥っているのであった。

以上のように，バブル破綻後，農協事業

は停滞局面に移行するのだが，90年代半ば

以降の経営損益状況でみれば，農協の経営

悪化が著しく進行している地域は，主に東

北や北海道，九州（沖縄）の遠隔地農村地

帯である。今後とも地方経済や農業経済環

境の厳しさを展望すると，経済立地条件の

不利な中山間地農村の農協を中心として経

営悪化がさらに進み，とりわけ東北，九州

では経営困難に至る組合の発生・増加が懸

念される。そして，高齢社会化が進行して

いる農村の保険市場では，もはや共済に依

存した経営展開に農村農協の展望は無い。

また，非農家世帯が多数を占め，管内人口

も増えている都市部の農協とは異なって，

過疎地域も含む農村農協では，（元）農家

の賃貸住宅建設の促進や員外向け住宅ロー

ン市場への進出によって，信用部門の収益

拡大をねらう展開方向も制約されている。

このような地域条件から，農村農協が農

業・農家経済を主な事業基盤とせざるを得

ない限り，地域農業や農業経営の存続・発
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６　要約と結論

――農村農協の展望――



展の取り組み無しに農協経営の展望もな

い。その意味で，昨年の全国農協大会で掲

げた系統経済事業の改革は，とりわけ農村

地域の農協でこそ，取り組みの喫緊性と重

要性があると言えよう。

ところで，中山間地域であっても，経営

成果水準や生産性の高い農協もみられる。

例えば県単位で比べると，中山間地町村が

多い長野県下の農協の経営財務状況は，大

都市近郊地帯の農協と見劣りがしない。こ

のことは，農協の経営改善において，単純

に地域経済条件に規定されない主体的な経

営努力や工夫の余地の大きいことを示して

いる。経営成果を規定する主体的な諸要因

の解明については，改めて別途の機会に試

みてみたい。

（あおやぎひとし）
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農協信用事業動向調査（以下「動向調査」）

は，全国の資金観測農協の協力を得て，毎

年２回実施しているアンケート調査であ

る。2003年11月に実施した平成15年度第２

回動向調査では，正組合員世帯の相続動向，

個人貯金の動向，賃貸住宅等建設資金の動

向，地方公社公団・第３セクター貸付への

取組状況，准組合員の現状と対策等につい

てとりあげた。以下では，調査結果の概要

について紹介する。

動向調査の対象となった農協は，03年11

月時点で信用事業を営む農協から地域別農

協数等を勘案して選ばれた391農協である。

今回はうち371農協から回答が得られ，集

計率は94.9％であった。

集計農協の１農協当たり平均の貯金，貸

出金残高はともに全農協平均の1.6倍とな

っており，集計農協はやや規模の大きな農

協が多い。
（注１）

そのため，集計農協が全農協に

占めるシェアは農協数で39.5％であるが，

貯金残高では60 . 7％，貸出金残高では

60.0％となっている。

前年比伸び率を比較すると，全農協の03

年３月末と９月末の伸び率は，貯金が

1.2％，1.8％，貸出金が△1.0％，△0.4％で

ある。これに対して，動向調査の結果では，

それぞれ貯金が1.4％，1.7％，貸出金が△0.1

％，△0.2％であった（第１表）。

（注１）全農協のデータは農協残高試算表による。

現在，遺言信託業務について信託銀行以

外の金融機関への開放に向けた検討が進め

られている。そこで，今回調査では正組合

員世帯の相続動向，また農協における遺言

相続の把握状況について聞いた。

過去１年間の正組合員の死亡者

数について，集計対象の58.5％の

農協で把握しており，１農協平均

127人であった。

死亡した正組合員の農協貯金の

流出状況について聞いたところ，
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平成15年度第２回農協信用事業動向調査結果情
�勢
�

はじめに

１　集計対象農協の概要

第1表　集計農協と全農協との比較（２００３年９月末）�

（単位　百万円, ％）�

貯金�
貸出金�
貯貸率�

１農協当たり残高�

集計農協�
（Ａ）�

１２７，２４２�
３６，１４６�
２８.４�

１．８�
△０．４�

０３年９月末�

前年比伸び率�

１.７�
△０．２�

１．２�
△１.０�

０３年３月末�

全農協�集計農協�全農協�集計農協�

（Ａ）/（Ｂ）�
（倍）�

１．４�
△０．１�

１.６�
１.６�

全農協�
（Ｂ）�

８０，１０４�
２２，８５４�
２８．５�

２　組合員世帯の相続動向



「把握している」は8.4％にすぎず，大部分

の農協では把握していない状況にある。地

帯別にみると過疎地域（25 .0％），農村

（11.4％）といった，農山村地域の農協ほど

把握している割合が高い。

遺言のある相続（自筆証書遺言，公正証

書遺言の合計）の状況については，「事例は

あるが件数は把握していない」が64.5％と

最も多く，「事例がない」30.6％であった。

農協が遺言相続の件数まで「把握している」

のは4.9％であり，７割近い農協では遺言

相続の事例はあるが，件数を正確に把握し

ている農協は少ない状況にある。

個人を中心とした一般貯金（貯金全体か

ら公金貯金，金融機関貯金を差し引いたもの）

の前年比伸び率は，02年度下期から緩やか

に上昇している。そこで，農協の個人貯金

の動向と伸び率変化の要因について聞い

た。

動向調査

結果による

と，農協の

個人貯金の

伸び率は02

年９月末の

1.8％から03

年９月末の

2.2％へと上

昇 し て お

り，集計農

協の52.7％で伸び率が上昇している。上昇

要因については（複数回答），「キャンペー

ン等による貯金獲得への取組強化」「年金，

給振の取り扱いの増加」「他金融機関から

の資金流入が増加」「渉外担当者等の推進

活動の取組強化」が比較的多く選択されて

いる（第２表）。地域別にみると，特定市で

は「キャンペーン等による貯金獲得への取

組強化」「他金融機関からの資金流入が増

加」が，中核都市では「年金・給振の取り扱

いの増加」が最も多く選択されている。

一方，伸び率が低下した農協では，要因

として（複数回答），「財源（農産物代金，勤

労収入，土地代金等）の伸び悩み」，次いで

「生活資金に充てるための貯金の取り崩し」

「借入金の償還に充てるための貯金の取り

崩し」「農協共済への流出」が続いている

（第１図）。「市場性金融商品への流出」の

回答は少なく，伸び率が低下した農協では

長期不況に伴う貯金財源の悪化が大きく影

響しているとみている。
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３　個人貯金の動向

第2表　農協個人貯金の前年比伸び率の上昇要因（複数回答）�
（単位　組合, ％）
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（注）　１　地帯区分は農中総研独自の区分による。�
２　色網掛けは全国平均値を５ポイント以上上回る項目。　�



賃貸住宅等建設資金は組合員の相続対策

として取り組まれてきたが，資金需要のピ

ークを過ぎたものとみられ，ここ数年は伸

び率がやや低下する傾向にある。今回調査

では賃貸住宅等建設資金の新規貸出金額の

状況，貸家の空

室率の動向が資

金返済に与える

影響等について

聞いた。

03年度上期の

賃貸住宅等建設

資金の新規貸出

金額を02年度上

期と比較する

と，「減少した」

が33.0％と最も多く，次いで「増加し

た」（25.1％），「横ばい」（23.2％），

「残高がない」（18.6％）の順となった。

新規貸出金額が減少した農協にその

理由を聞いたところ（３つ以内），「賃

貸住宅需要の悪化」を挙げる農協が

54.9％と最も多く，「組合員の相続税

対策による貸家建設が減少」は47.5％

であった（第３表）。地帯別にみると，

特定市では８割以上の農協が「賃貸

住宅需要の悪化」を選択している。

中核都市では「組合員の相続税対策

による貸家建設が減少」（44.4％）が

最も多い。

組合員が建設した貸家の空室率について

は，02年９月末の9.3％から03年９月末の

10.7％へと上昇している。
（注２）

過去にも97年６

月，00年11月に実施した動向調査で空室率

を聞いているが，96年３月末6.7％，97年

３月末8.4％，99年３月末7.0％，00年３月

末7.9％のいずれの時点よりも高い結果と

なった。
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（注）　回答数１２９組合。�

８０�
（％）�

第1図　個人貯金の前年比伸び率�
　　 低下の要因（複数回答）�

財源の伸び悩み�

農協共済への流出�

農協利用者数の減少�

（７２．１）�

生活資金に充てるため
の貯金の取り崩し� （５５．８）�

借入金の償還に充てる
ための貯金の取り崩し� （４０．３）�

（３８．０）�

他金融機関からの資金
流入が減少� （１７．８）�

組合員等の農協利用度
の低下� （１２．４）�

他金融機関への資金流
出が増加� （１１．６）�

（１０．９）�

年金,給振の取り扱いの
減少� （１０．１）�

市場性金融商品への流
出� （７．０）�

納税資金に充てるため
の貯金の取り崩し� （７．０）�

７０�６０�５０�４０�３０�２０�１０�０�

４　賃貸住宅等建設資金の動向

第3表　賃貸住宅等建設資金の新規貸出金額が減少した理由（３つ以内）�
（単位　組合, ％）�

そ
の
他�

１４．８�
５．９�
１６．７�
１６．９�
１３．６�
－�

借
り
換
え
が
減
少�

住
宅
金
融
公
庫
か
ら
の�

５．７�
２９．４�
１１．１�
－�
－�
－�

賃
貸
住
宅
需
要
の
悪
化�

�

農
協
の
審
査
姿
勢
の
厳
格
化�

借
り
換
え
が
減
少�

民
間
金
融
機
関
か
ら
の�

６．６�
５．９�
１６．７�
６．２�
－�
－�

融
資
を
抑
制
し
て
い
る�

農
協
が
賃
貸
住
宅
建
設
資
金�

１０．７�
０．０�
２２．２�
１２．３�
４．５�
－�

シ
ェ
ア
を
伸
ば
し
て
い
る�

他
金
融
機
関
が
力
を
入
れ�

２０．５�
１７．６�
２７．８�
２０．０�
１８．２�
－�

に
よ
る
貸
家
建
設
が
減
少�

組
合
員
の
固
定
資
産
税
対
策�

２３．０�
３５．３�
５．６�
２４．６�
２２．７�
－�

２９．５�
５．９�
３３．３�
３３．８�
３１．８�
－�

よ
る
貸
家
建
設
が
減
少�

組
合
員
の
相
続
税
対
策
に�

４７．５�
５８．８�
４４．４�
４４．６�
５０．０�
－�

５４．９�
８２．４�
３８．９�
５３．８�
５０．０�
－�

回
答
組
合
数�

１２２�
１７�
１８�
６５�
２２�
－�

�
特定市�
中核都市�
都市的農村�
農村�
過疎地域�

全国計�
�

地
　
帯�

（注）　色網掛けは各地帯で最も割合が高い項目。　�



１年後の空室率の見込みにつ

いては，「現状程度で横ばい」が

57.7％で，「上昇」（4.0％），「やや

上昇」（27.2％），「低下」（1.3％），

「やや低下」（9.7％），となってい

る。空室率が25％以上と非常に

高い農協についてみると，「現状

程度で横ばい」（68.7％），「やや

低下する」（31.3％）と回答して

おり，これ以上空室率は悪化し

ないとみている。

こうした空室率の状況が農協

の賃貸住宅等建設資金の返済に与える影響

について聞いたところ，「貸出金利息の延

滞は生じていないが，貸家の採算は悪化し

ている」40.2％，「組合員の貸家の採算は

良好であり，当面貸出金利息の返済に懸念

はない」30.1％，「業者の家賃保証がある

ため，貸家の採算は特に変化していない」

15.2％，と８割以上の農協では資金返済へ

の影響はないものと考えている（第２図）。

しかしながら，00年11月実施の調査と比

較すると，「組合員の貸家の採算は良好で

あり，当面貸出金利息の返済に懸念はない」

の選択割合は55.1％から30.1％へと大きく

低下している。また，今回の調査結果では，

「築年数の古いものについては貸出金利息

の延滞が生じている」（4.1％），「築年数の

新しいものにも貸出金利息の延滞が生じて

いる」（0.3％）を合わせて4.4％の農協では

貸出金の利息に延滞が生じている。この割

合は，00年11月調査のおよそ２倍であり，

空室率の上昇とともに組合員の建設した貸

家のなかにも採算が悪化しているものが増

加してきているものとみられる。

（注２）空室率は資料に基づいてまた推定によるデ
ータを集計したもの。

地方公社公団，第３セクターのなかには

経営状況の悪化が懸念されているところも

ある。そこで農協の取組状況について聞いた。

地方公社公団に対する貸付は，02年３月

末までの３年間に72.1％の農協で実績があ

った。第３セクターについては管内に該当

する貸出先がない等の理由により12.9％と

割合が低い。

取組状況については，地方公社公団，第

３セクター貸付ともに「貸出伸長につなが

る」とプラスにとらえる農協が最も多く，

地方公社公団貸付については「信用リスク

が少ないので安心」の回答がそれに次いで
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（注）　※については,０３年１１月調査からの新設項目。�

１０� ２０� ３０� ４０� ５０� ６０�
（％）�

０�

第2図　現在の空室率水準が農協の賃貸住宅等建設資金の�
返済に与える影響　　　　　　　　　　  

０３年１１月調査（n＝２８２）�
００年１１月調査（n＝２９６）�

貸出金利息の延滞は生じてい
ないが,貸家の採算は悪化して
いる�
組合員の貸家の採算は良好で
あり,当面貸出金利息の返済に
懸念はない�

貸出金利息の延滞は生じてい
ないが,家賃収入では返済をま
かないきれなくなってきている�
築年数の古いものについては
貸出金利息の延滞が生じてい
る�

築年数の新しいものにも貸出
金利息の延滞が生じている�

業者の家賃保証があるため,貸
家の採算は特に変化していな
い※�

（３８．７）�
（４０．２）�

（５５．１）�
（３０．１）�

（１５．２）�

（２．５）�
（７．４）�

（２．１）�
（４．１）�

（０．０）�
（０．３）�

５　地方公社公団・第３セクター

貸付への取組状況



多くなっている（第３図）。

一方，「貸出金利が低い」「長期固定金利

の資金なので金利リスクが問題」について

も選択割合は高く，これに加えて第３セク

ターについては「財政の先行きに不安があ

る」の割合も高い。低利で期間が長く，財政

の悪化に伴う信用リスクを懸念する農協が

多く，「他の貸出が伸びず重要度が増して

いる」とみている農協は少ない状況にある。

農林水産

省の『総合

農 協 統 計

表』よると，

01年度の正

組合員数は

5 2 1万人，

准 組 合 員

387万人で，

准組合員が

全体の４割

を超える状況にある。そこで，農協

における准組合員への対応等につい

て聞いた。

准組合員に期待することについて

聞いたところ（複数回答），「信用・

共済等の事業利用」が９割以上の農

協で選択されている（第４表）。次

いで「員外利用規制への対応」「組

合員基盤の拡大」「出資金の増強」

が比較的多く選択されている。また

「地域農業への理解」「生活活動等協同活動

への参画」についても３割程度の農協が選

択しており，協同活動に対する理解への期

待も大きい。

地帯別にみると，「員外利用規制への対

応」「地域農業への理解」については特定

市，過疎地域で割合が高い。また「組合員

基盤の拡大」は特定市で，「出資金の増強」

は農村，過疎地域で割合が高い状況にあ

る。

准組合員拡大のための積極的な取組みに

ついて，「特に実行していない」が54.2％
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（注）１　管内に該当する貸出先がない農協を除いて集計。�
２　回答数は地方公社公団貸付２９７組合, 第３セクター貸付１００組合。
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ながる�

第3図　地方公社公団・第３セクター貸付について（複数回答）�

財政の先�
行きに不�
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貸出金利�
が低い　�
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ジするの�
で問題な�
し　　　�

その他�他の貸出�
が伸びず�
重要度が�
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長期固定�
金利の資�
金なので�
金利リス�
クが問題�

金額が大�
きく対応�
しきれな�
い　　　�

第３セクター貸付�
地方公社公団貸付�

（５１．０）�

（６５．３）�

（４６．０）�

（１０．８）�
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（３１．０）�
（３８．０）�

（２．０）�（２．０）�

６　准組合員の現状と対策

第4表　准組合員への期待（複数回答）�
（単位　組合, ％）�

そ
の
他�

０．３�
０．０�
０．０�
０．６�
０．０�
０．０�

組
合
運
営
へ
の
参
画�

特
に
な
い�

１．３�
２．０�
２．０�
１．７�
０．０�
０．０�

１０．０�
６．０�
１１．８�
１０．２�
１４．３�
０．０�

２４．０�
２２．０�
１７．６�
２３．３�
２７．１�
３７．５�

へ
の
参
画�

生
活
活
動
等
協
同
活
動�

要
望
の
把
握�

利
用
者
と
し
て
の
意
見
・�

２８．３�
３６．０�
３５．３�
２６．７�
２５．７�
１６．７�

３４．８�
４０．０�
２７．５�
３３．５�
３５．７�
４５．８�

３７．５�
２４．０�
３９．２�
３８．６�
４１．４�
４１．７�

利
用�

信
用
・
共
済
等
の
事
業�

４８．０�
６４．０�
４５．１�
４６．６�
５０．０�
２５．０�

４９．９�
６４．０�
５２．９�
４７．２�
４１．４�
５８．３�

９５．７�
９４．０�
９８．０�
９５．５�
９４．３�
１００．０�

回
答
組
合
数�

組
合
員
基
盤
の
拡
大�

出
資
金
の
増
強�

地
域
農
業
へ
の
理
解�

員
外
利
用
規
制
へ
の
対
応�

３７１�
５０�
５１�
１７６�
７０�
２４�

�
特定市�
中核都市�
都市的農村�
農村�
過疎地域�

全国計�
�

地
　
帯�

（注）　色網掛けは全国平均値を５ポイント以上上回る項目。　�



で，「検討中」が26.4％であった。積極的

に「実行している」のは11.3％，「今後積

極的に拡大する予定」は8.1％と少ない。

正組合員，准組合員，地域住民を対象に

どのような取組みを行っているか聞いたと

ころ（複数回答），准組合員に対して６割以

上の農協では，「職員による戸別訪問」「広

報誌の配布」を行っている。また「利用高

配当や金利等の優遇」「集落・地区別座談

会」「組合員教育」についても比較的多く

の農協で取り組まれている（第４図）。

最後に今回の調査によって明らかになっ

た点と，それが示唆するところについてま

とめてみたい。

組合員の死亡に際しての農協貯金の流出

状況，また遺言のある相続件数について把

握している農協は少ない状況にある。

農協の個人貯金につい

ては，長期不況による貯

金財源の悪化により半数

近くの農協で伸び率が低

下しているが，全体とし

てみると推進活動による

個人貯金獲得への積極的

な取組みにより伸び率は

上昇している。

賃貸住宅需要の悪化や

組合員の貸家建設減少が賃貸住宅資金の新

規貸出減少の要因となっている。また空室

率は過年度調査と比較すると上昇傾向にあ

り，需給の先行きについても１年後に３割

程度の農協では空室率が上昇するとみてい

る。今後は空室率上昇による採算悪化，資

金返済への影響が懸念される。

地方公社公団，第３セクター貸付につい

て，多くの農協では低金利や長期固定に伴

う金利リスク，また財政悪化に伴う信用リ

スクを懸念しており，貸付対応については

慎重になっているものとみられる。

准組合員に対する期待としては，信用・

共済等の事業拡大だけではなく，地域農業

への理解や生活活動等の協同活動への参画

に対する期待も大きい。また多くの農協で

は，正組合員と同様に准組合員に対しても

戸別訪問を実施する等の取組みがなされて

いる。

（研究員　長谷川晃生・はせがわこうせい）
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（注）　回答数３７１組合。�
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組合金融の動き�組合金融の動き�

する「金融資産・負債残高表」（ストック表）
に表される。03年12月の家計の金融資産残
高は，前年比1.6％増加して1,409兆円とな
った（第１表）。
先にみたフロー表では，金融資産の取り

崩しが行われていたにもかかわらず，スト
ック表の金融資産が増えたのは調整勘定が
増加したからである。資金循環統計では，
株式や債券等については期末の残高を時価
評価し，期中の価格変化による残高の変化
分は調整勘定に掲載している。

03年12月の調整勘定の合計額は25.1兆円
と金融資産合計の前年比増加額の21.8兆円
を上回った。金融資産残高は，株価の上昇
により株式や投資信託受益証券の含み益で
増加したのであり，含み益を除くと，前年
よりも約3.4兆円減少した。

４　調整勘定を除いた金融資産の動向
含み益増減の影響を受けない，調整勘定

を除く金融資産残高の前年比伸び率は，雇
用や所得をめぐる環境が悪化するなかで98

年末の2.6％から徐々に低下し，03年末に

組合金融の動き�組合金融の動き�

１　はじめに
日銀が公表した2003年12月末の資金循環

統計（速報値）について，朝日新聞（３月
15日夕刊）は「日本の家計，初の『赤字』
ローンずっしり」，日経新聞は「家計の金
融資産３年ぶり増」（同）と報じた。赤字
にもかかわらず金融資産が増加したという
のは，矛盾しているように思われるが，実
際にはどのような状況なのだろうか。

２　家計の資金の出入り
資金循環統計のうち家計の金融取引表

（フロー表）は，一定の期間中に，銀行への
預金，投資信託の購入等や，住宅ローンの
借入等の金融取引によって資産・負債がど
のぐらい増減したか，そしてその結果とし
て家計の手元資金がどの程度黒字，または
赤字になったかを示している。手元資金は，
資産増減額から負債増減額を引いた値がプ
ラスであれば黒字となる。

98年から01年までは，家計は消費等に資
金を使っても，相当額の資産を積み増すゆ
とりがあり，手元資金は黒字であった（第
１図）。02年の資産増加額は大幅に縮小し
たが，負債も減少したため，家計の手元資
金は引き続き黒字であった。
しかし03年には，負債が2.2兆円減少し

たものの，資産もそれを上回る3.4兆円の
減少となったため，1.2兆円の赤字が生じ
た。不況の長期化につれ家計のゆとりが失
われ，所得で消費等をまかないきれず，金
融資産を取り崩さざるをえない状況であっ
たと考えられる。

３　2003年12月の家計部門の金融資産
フローの金融取引の累積は，家計の保有
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家計部門の金融資産の動向

資料　日銀「資金循環統計」�
（注）　資金過不足＝資産増減額－負債増減額�

５０�

４０�

３０�

２０�

１０�

０�

△１０�

△２０�

（兆円）�

９８年�
１２月末�

（３８．３）�

第1図　家計部門の資金過不足の状況�

９９�
・�
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１２�

（２４．９）�

０１�
・�
１２�

（１１．３）� 黒字�

赤字�

０２�
・�
１２�

（９．２）�

０３�
・�
１２�

（△１．２）�

負債増減額�
資産増減額�

手元資金の額�
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は△0.2％となった。
調整勘定のない金融資産のなかでは，残

高の大きい預金と保険・年金準備金の伸び
率がいずれも低下している。預金について
は，定期性預金等のペイオフ凍結解除の実
施により，定期性預金から流動性預金への
シフトが進んだ。足元ではシフトも弱まっ
てきているが，預金全体の伸び率は03年末
には0.5％となり，過去３年の1.1％から低
下した。
保険準備金は02年末に減少に転じ，年金

準備金も伸び悩んでいる。所得が伸びない
なかで予定利率の引下げの問題が報じら
れ，家計は生命保険の加入を控えたり解約
を進めたりしているとみられる。また，資
金循環統計の保険準備金には積立型保険の
責任準備金は含まれるが，掛捨型保険の責
任準備金は含まれず，保険料の安い掛捨型

を利用するといった商品の見直しが行われ
ている可能性もある。

５　市場性金融商品の増加
一方で，対外証券投資，投資信託受益証

券，外貨預金等の残高は，株価や為替相場
の変動による含み益を除いても増加してい
る。都市銀行等のなかには，外貨預金や投
資信託を積極的に販売し，預金以上に新規
取引額を増やしているところもあることが
反映されていると考えられる。
家計全体としてはゆとりがなくなり金融

資産の取り崩しが行われている反面で，余
裕資金があったり，リスクは高くても高利
回りを期待したりする世帯では市場性金融
商品の利用が進展しているとみられる。
（副主任研究員　重頭ユカリ・

しげとうゆかり）
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資料　日銀「資金循環統計」           �
（注）　内訳は表示を割愛した項目があるため，合計しても金融資産合計の残高と一致しない。           

第1表　家計部門の金融資産（２００３年１２月速報値）�

残高�

１４０，９８７�

-�

７８，７９２�

４，２５９�

７３，９４７�

１９，５１８�
５４，４２９�

５７７�

６，８０２�

１，３３８�

３，２３９�

１，３３９�

１０，４０５�

３９，４２２�

２４，９６１�
１４，４６１�

１，０６４�

前年比�
増減額�

２，１７５�

△３３６�

５４７�

７０�

３６７�

１，１３４�
△７６７�

１１１�

△２６６�

７７�

３９１�

△４８２�

１，７５６�

△４９９�

△５５９�
６１�

４０１�

調整�
勘定�

前年比伸び率�

９８年�
１２月末�

２，５１０�

-�

-�

-�

-�

-�
-�

-�

１２２�

△３９�

１７９�

-�

２，１２２�

-�

-�
-�

０�

０．１�

２．６�

４．６�

１０．７�

４．２�

５．５�
４．０�

４７．２�

△８．５�

△１１．４�

２．７�

△１４．５�

△２７．２�

３．６�

１．９�
７．５�

△１６．６�

９９．１２�

７．２�

２．１�

３．３�

１１．３�

２．７�

７．９�
１．８�

６１．３�

△３．０�

△６．５�

１２．５�

△１２．９�

７９．２�

２．９�

１．３�
６．４�

１０．２�

００．１２�

０．３�

１．７�

１．１�

△１．２�

１．１�

９．１�
△０．５�

３１．２�

△０．５�

２９．２�

１４．７�

△１５．８�

△１３．１�

３．３�

０．８�
８．２�

４３．２�

０１．１２�

△１．３�

０．８�

１．５�

１０．７�

１．１�

１６．４�
△２．２�

１．８�

△７．２�

３１．５�

△４．６�

△１７．９�

△２１．７�

１．０�

０．１�
２．５�

３１．５�

０２．１２�

△１．６�

０．１�

１．５�

７．２�

１．１�

２３．４�
△４．６�

１９．３�

△１６．０�

９．９�

△１１．４�

△２７．７�

△１５．６�

△０．４�

△１．３�
１．３�

△１１．４�

０３．１２�

１．６�

△０．２�

０．７�

１．７�

０．５�

６．２�
△１．４�

２３．９�

△３．８�

６．１�

１３．７�

△２６．５�

２０．３�

△１．２�

△２．２�
０．４�

６０．５�

（単位　１００億円,   ％）�

金融資産合計  �
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　　現金・預金 �

　　　　現金�

　　　　預金 �

　　　　　流動性預金�
　　　　　定期性預金�

　　　　外貨預金�

　　株式以外の証券 �

　　　　国債・財融債�
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（単位  百万円）�

団 体 別 � 手 形 貸 付 � 計�当 座 貸 越 � 割 引 手 形 �証 書 貸 付 �

系�

計�

その他系統団体等小計�

会 員 小 計�

そ の 他 会 員�

森 林 団 体�

水 産 団 体�

開 拓 団 体�

農 業 団 体�

合 　 計�

そ の 他�

関 連 産 業�

等�

体�

団�

統�

（注）　単位未満切り捨てのため他表と一致しない場合がある。�

（単位  百万円）�

（単位  百万円）�

１． 農 林 中 央 金 庫 資 金 概 況 �

現 　 金 �
預 け 金 �

貸借共通�
合　　計�有価証券� 貸 出 金 � そ の 他 �預 　 金 � 発行債券� そ の 他 �年 月 日 �

普通預金� 計�当座預金� 別段預金� 公金預金�定期預金� 通知預金�

会 員 以 外 の 者 計 �

会 員 計�

そ の 他 会 員�

森 林 団 体�

水 産 団 体�

農 業 団 体�

合 　 計 �

団 体 別 �

２． 農林中央金庫・団体別・科目別・預金残高�
２００４年2月末現在�

２００４年2月末現在�

３． 農林中央金庫・団体別・科目別・貸出金残高�

1999. 2  26,963,472  7,282,665  14,022,616  4,404,317  13,114,406  14,684,910  16,065,120  48,268,753
2000.  2  32,190,916  7,045,753  10,691,747  3,125,652  15,088,531  21,821,430  9,892,803  49,928,416
2001.  2  33,239,762  6,562,815  14,320,062  2,899,582  20,982,492  22,393,937  7,846,628  54,122,639
2002.  2  37,633,284  6,059,555  9,591,425  1,636,143 22,908,006  24,890,748  3,849,367  53,284,264
2003.  2  39,178,991  5,859,879  11,064,457  1,084,508 27,863,659  19,485,430  7,669,730  56,103,327
 
2003.  9  38,530,713  5,344,532  15,362,426  1,782,600  34,434,098  15,244,461  7,776,512  59,237,671

 10  38,449,220  5,332,182  13,617,094  1,569,033  33,885,853  15,773,316  6,170,294  57,398,496
  11  38,279,645  5,323,244  14,133,337  1,709,703  33,249,093  15,456,426  7,321,004  57,736,226
 12  38,581,874  5,303,814  14,177,484  2,801,562  32,544,886  15,704,362  7,012,362  58,063,172

2004. 1  38,628,037  5,276,369  14,194,889  3,074,059  31,651,390  16,842,582  6,531,264  58,099,295
 2  39,392,267  5,245,272  13,622,125  1,753,794  32,198,745  17,567,707  6,739,418  58,259,664

31,937,825  11,099  1,105,976  82  123,378  -  33,178,361

 1,167,921 - 79,520  27  12,206  -  1,259,674

 2,642 10  3,463  9  136  -  6,260

 1,867  -  4,319  -  0  -  6,186

 33,110,255  11,109  1,193,280  118  135,720  -  34,450,482

 686,115  171,291  448,069  168,534  3,459,958  7,821  4,941,786

 33,796,370  182,400  1,641,348  168,651  3,595,678  7,821  39,392,268

76,635  15,825 186,216  6  278,681

 643  133  -  -  777

 70,876  31,348  42,310  265  144,798

 10,614  13,996  2,614  71  27,294

 11  592  160  -   763

 158,778  61,894  231,299  342  452,313

 291,406  37,353  189,764  712  519,233

 450,184  99,247  421,063  1,054  971,546

 2,435,323  158,037  2,282,348  39,320  4,915,026

11,563,216  23,593  93,850  473  11,681,135

14,448,723  280,877  2,797,261  40,847  17,567,707

（注）　１　金額は単位未満を四捨五入しているので，内訳と一致しないことがある。　　２　上記表は，国内店分。�
３　海外支店分は，別段預金（会員以外の者）　　1,119,938百万円。�
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４． 農 林 中 央 金�（貸　　　 方）�

発 行 債 券 �計�定 期 性 �当 座 性 �

預 　 金 �
年 月 末 � 譲 渡 性 預 金 �

借 入 金 � 出 資 金 �譲 渡 性 貯 金 �う ち 定 期 性 �計�
年 月 末 � 貯 　 金 �

貸 　 　 　 方 �

５． 信 用 農 業 協 同 組�

（注）　１　単位未満切り捨てのため他表と一致しない場合がある。　　２　預金のうち当座性は当座・普通・通知・別段預金。�
３　預金のうち定期性は定期預金。�

（借　　　 方）�

手 形 貸 付 �買 入 手 形 �預 け 金 � うち 国 債 �計�現 金 �
有 価 証 券 �

年 月 末 � 商品有価証券�

うち信用借入金�計�計�

借 入 金 �

６． 農 業 協 同 組�

定 期 性 �当 座 性 �
年 月 末 � 貯 　 金 �

貸 　 　 　 方 �

（注）　１　貯金のうち当座性は当座・普通・購買・貯蓄・通知・出資予約・別段。　２　貯金のうち定期性は定期貯金・譲渡性貯金・定期積金。�
３　借入金計は信用借入金・共済借入金・経済借入金。�

2003.  9  5,260,932  33,269,781  38,530,713  17,810  5,344,532
 10  5,284,028  33,165,192  38,449,220  104,310  5,332,182
 11  5,118,250  33,161,395  38,279,645  225,640  5,323,244
 12  5,465,344  33,116,530  38,581,874  113,690 5,303,814

2004.  1  5,100,064  33,527,973  38,628,037  174,410 5,276,369
 2  5,595,767  33,796,500  39,392,267  96,670  5,245,272

2003.  2  4,224,286  34,954,705  39,178,991  125,740  5,859,879

2003.  9  148,771  1,633,829  34,434,098  14,810,640  166,805  263,800   334,213
 10  140,527  1,428,505  33,885,853  15,316,252  119,948  145,500  308,484
 11  170,973  1,538,730  33,249,093  15,073,482  98,531  658,000   304,368
 12  159,585  2,641,976  32,544,886  14,746,431  21,744  -  295,162

2004.  1  157,360  2,916,698  31,651,390  14,288,722  21,068  -  290,905
 2  181,087  1,572,706  32,198,745  14,294,340  23,326  168,000  280,876

2003.  2  103,748  980,759  27,863,659  10,086,084  49,440  525,200  1,201,395

2003.  9  49,917,101  48,482,223  149,920  44,073  1,053,208
 10  49,399,934  47,865,156  154,060  44,063  1,028,757
 11  48,887,342  47,440,745  154,379  44,063  1,018,199
 12  49,700,353  47,877,994  147,859  54,136  1,035,272

2004.  1  49,213,759  47,779,648  156,119  54,142  1,035,272
 2  49,487,486  47,972,758  140,116  54,140  1,035,271

2003.  2  51,486,025  49,695,385  164,560  43,587  1,044,267

2003.  8  21,124,535  54,577,806  75,702,341  662,987  498,564
 9  20,882,509  54,335,380  75,217,889  676,300  510,503
 10  21,483,147  54,161,037  75,644,184  644,372  477,413
 11  21,487,081  54,230,036  75,717,117  639,287  471,914
 12  21,920,431  54,760,783  76,681,214  604,667  442,899

2004.  1  21,384,955  54,703,563  76,088,518  609,125  443,283

2003.  1  20,193,003  54,311,612  74,504,615  683,183  519,637

（注）　１　貯金のうち「定期性」は定期貯金・定期積金の計。　　　２　出資金には回転出資金を含む。�
３　1994年４月からコールローンは，金融機関貸付から分離。�
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有 価 証 券 � 計�コールローン� 金銭の信託�
機関貸付金�

現 金 �計 � う ち 系 統 �

預 け 金 �

庫 主 要 勘 定 �

合 連 合 会 主 要 勘 定 �

貸 方 合 計 �

借 方 合 計 �そ の 他 �食 糧 代 金 �
概 算 払 金 �

コ ー ル �
�ロ ー ン �計�割 引 手 形 �当 座 貸 越 �証 書 貸 付 �

貸 　 　 出 　 　 金 �

そ の 他 �資 本 金 �食糧代金受託金・�
受 託 金 �コ ー ル マ ネ ー �

計� 公庫貸付金�計 � う ち 国 債 �現 金 �計 � う ち 系 統 �

預� 有価証券・金銭の信託�

合 主 要 勘 定 �

貸 出 金 �
借 　 　 　 方 �

組 合 数 �

貸 出 金 �
借 　 　 　 方 �

う ち 金 融 �

う ち 農 林 �
け� 金� 報 告

（単位  百万円）�

（単位  百万円）�

826,688  1,533,356  1,224,999  11,759,573  59,237,671
229,214  1,754,168  1,224,999  10,304,403  57,398,496
199,625  1,778,107  1,224,999  10,704,966  57,736,226
230,893  2,515,161  1,224,999  10,092,741  58,063,172
236,545  2,616,556  1,224,999  9,942,379  58,099,295
321,887  2,725,365  1,224,999  9,253,204  58,259,664

367,047  1,584,059  1,224,999  7,762,612  56,103,327

12,127,818  2,739,568  42,861  15,244,461  598,824  -   6,747,083  59,237,671
12,409,339  3,014,965  40,526  15,773,316  527,115  -   5,377,732  57,398,496
12,092,699  3,016,786  42,570  15,456,426  865,173  -   5,699,300  57,736,226
12,405,864  2,959,950  43,385  15,704,362  527,811  -   6,462,808  58,063,172
13,636,234  2,874,108  41,333  16,842,582  707,992  -   5,802,205  58,099,295
14,448,723  2,797,260  40,846  17,567,707  454,044  -   6,094,049  58,259,664

15,125,907  3,104,433  53,694  19,485,430  431,517  -   6,663,574  56,103,327

 55,466  30,278,630  30,173,245  0  337,752  15,233,522  5,639,992  709,075
 43,697  29,803,993  29,699,937  0  334,039  15,165,276  5,707,305  701,138
 47,708  29,354,644  29,253,039  0  336,579  15,154,370  5,660,815  701,607

 106,416  30,183,383  30,074,027  0  333,589  15,008,872  5,732,855  702,153
 48,790  30,284,781  30,196,012  0  328,137  14,566,684  5,702,607  702,438
 46,421  30,744,114  30,656,626  0  323,126  14,377,032  5,663,093  707,510

 51,028  33,989,418  33,914,350  0  354,571  13,205,419  5,475,304  702,728

359,273  51,698,980  51,482,426  3,922,205  1,460,053  21,436,890  370,460  939
369,942  51,138,549  50,917,345  3,990,741  1,524,049  21,460,124  367,927  939
356,334  51,501,558  51,290,231  4,053,478  1,550,795  21,469,653  363,611  938
370,836  51,479,804  51,256,926  4,006,157  1,500,853  21,488,990  359,370  938
419,656  52,530,616  52,272,468  3,974,718  1,469,182  21,352,929  348,437  937
363,840  51,961,001  51,745,542  3,956,774  1,448,746  21,293,008  346,025  937

351,213  50,789,975  50,562,900  3,664,952  1,092,305  21,263,990  381,440  1,022

（単位  百万円）�
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（注） 貯金のうち定期性は定期貯金・定期積金。�

（注）　１ 　水加工協を含む。  ２　 貯金のうち定期性は定期貯金・定期積金。�
３　 借入金計は信用借入金・共済借入金・経済借入金。�

７．信用漁業協同組合連合会主要勘定�

８．漁 業 協 同 組 合 主 要 勘 定�

借 　 方 �貸 　 方 �

現 　 金 �
有 価 �
証 券 �

預 け 金 �
借 用 金 �出 資 金 �

貯 金 �年 月 末 �

計� うち定期性�
貸 出 金 �

うち系統�

借 　 方 �貸 　 方 �

現 金 �
有 価 �

預 け 金 �借 入 金 �年 月 末 �

計� 計� うち信用�
借 入 金 �

貸 出 金 �

計� 計�うち系統� うち農林�
公庫資金�

報　告�

組合数�
貯 　 金 �

払込済�
出資金�

計�

証 券 �
うち定期性�

（単位  百万円）�

（単位  百万円）�

2003.  11  2,242,239  1,702,396  55,491  62,734  13,312  1,353,766  1,313,269  166,895  780,827

 12  2,258,861  1,703,857  55,272  62,952  14,154  1,374,010  1,320,940  165,542  778,423

2004.  1  2,229,349  1,685,938  54,680  62,972  15,092  1,355,317  1,313,516  162,351  769,651

 2  2,235,029  1,679,724  54,199  63,034  13,393  1,368,999  1,328,207  160,065  765,227

2003.  2  2,267,919  1,744,412  57,213  60,508  12,330  1,378,426  1,344,444  174,461  780,201

2003.  9  1,116,153  698,613  316,402 242,360  138,763  8,711  994,220  966,509 17,835 400,303 15,906  435

 10  1,127,793  707,460  314,989 239,692  136,011  7,874 1,011,155  983,882 17,670 394,103 15,621  417

 11  1,095,805  681,411  307,576 234,455  136,266  7,957  985,060  959,131 17,429 384,584 12,691  416

 12  1,115,154  677,836  298,504 226,531  135,609  7,718 1,003,351  977,036 14,633 377,090 11,868  413

2002.  12  1,220,896  744,965  325,415 245,942  144,444  8,248 1,080,894 1,035,230 18,735 418,632 17,878  506
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９．金 融 機 関 別 預 貯 金 残 高�

農 　 協 �信 農 連 �都市銀行� 地方銀行� 第二地方銀行� 信用金庫� 信用組合� 郵 便 局 �

（注）　１　農協，信農連は農林中央金庫，郵便局は郵政公社，その他は日銀資料（ホームページ等）による。なお，信用組合の速報値（P）は全信組�
中央協会調べ。�

２　都銀，地銀，第二地銀および信金には，オフショア勘定を含む。�

残�

高�

前

年

同

月

比

増

減

率

�

（単位  億円，％）�

2000.  3  702,556  480,740  2,090,975  1,742,961  598,696  1,020,359  191,966  2,599,702

2001.  3  720,945  491,580  2,102,820  1,785,742  567,976  1,037,919  180,588  2,499,336

2002.  3  735,374  503,220  2,308,919  1,813,848  559,895  1,028,196  153,541  2,393,418

 

2003.  2  747,534  514,860  2,348,525  1,777,264  560,410  1,035,075  148,437  2,351,249

 3  744,203  501,817  2,377,699  1,813,487  561,426  1,035,534  148,362  2,332,465

 4  748,586  505,809  2,401,926  1,831,373  550,856  1,044,807   149,574  2,331,069

 5   748,571  497,702  2,401,142  1,833,404  549,713   1,044,409     149,717  2,317,870

 6    757,417  507,532  2,365,201  1,850,150  554,851  1,054,743    150,940  2,322,076

 7    754,712  505,604  2,371,542  1,823,556  550,798  1,050,573    150,749  2,313,523

 8    757,023  504,024  2,383,157  1,831,946  552,409  1,056,651    151,677  2,314,695

 9  752,179  499,171  2,385,332  1,816,601  553,353  1,053,806  151,772  2,299,381

 10    756,442  493,999  2,353,812  1,792,664  545,783  1,050,778    151,407  2,300,260

 11    757,171  488,873  2,385,727  1,816,427  549,422  1,055,157    151,575  2,289,603

 12 　 766,812  497,004  2,368,299  1,825,041  558,884  1,068,098 　 153,408  2,299,689

2004.  1 　 760,885  492,138  2,378,636  1,799,432  549,721  1,055,947 　 152,296  2,293,052

 2 P　 763,650  494,875  2,389,622  1,809,568  551,952  1,061,009 P　 152,828  2,294,104

 

2000.  3  1.8  2.4  0.4  1.6  △5.2  1.5 △5.0  2.9

2001.  3  2.6  2.3  0.6  2.5  △5.1  1.7  △5.9  △3.9

2002.  3  2.0  2.4  9.8  1.6  △1.4  △0.9  △15.0  △4.2

 

2003.  2  0.9  1.5  5.3  0.6  0.5  △0.5  △7.2  △2.1

 3  1.2  △0.3  3.0  △0.0  0.3  0.7  △3.4  △2.5

 4  1.5  △0.6  △5.3  1.3  △1.1  1.4   △2.3  △2.7

  5   1.6  △2.0  0.7  1.8  △0.7   1.9       △1.5  △3.1

  6        1.6  △1.9  1.4  1.2  △1.2  1.9        △0.7  △3.0

  7        1.7  △1.9  2.0  1.7  △0.7  2.2        0.8  △2.8

  8        1.9  △2.2  3.7  2.1  △1.0  2.4        1.4  △2.7

 9        1.8  △2.6        3.5        1.4      △1.9  2.2  2.0  △2.8

 10 1.9  △3.3  2.9  1.5  △1.8  2.3        2.2  △2.7

 11        2.0  △4.3  2.4  1.6  △2.1  2.4        2.2  △2.6

 12         2.0  △4.2  3.3  1.0  △2.2  2.0        2.4  △2.5

2004.  1        2.1  △4.2  3.0  1.7  △1.7  2.5        2.8  △2.5

 2 P       2.2  △3.9  1.7  1.8  △1.5  2.5 P       3.0  △2.4
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１０．金 融 機 関 別 貸 出 金 残 高�

残�

高�

農 　 協 �信 農 連 �都市銀行� 地方銀行� 第二地方銀行� 信用金庫� 信用組合� 郵 便 局 �

（注）　１　表９（注）に同じ。ただし郵便局の確定値は，ホームページによる。�
２　貸出金には金融機関貸付金，コールローンは含まない。�

前

年

同

月

比

増

減

率

�

（単位  億円，％）�

2000.  3  215,586  54,850  2,128,088  1,340,546  505,678  687,292  142,433  9,781

2001.  3  214,983  48,879  2,114,602  1,357,090  465,931  662,124  133,612  8,192

2002.  3  212,565  48,514  2,011,581  1,359,479  444,432  639,808  119,082  7,006

 

2003.  2  208,639  47,726  2,062,294  1,341,707  435,032  627,657  92,194      6,195

 3  210,091  47,118  2,042,331  1,352,121  429,093  626,349  91,512      6,376

 4  209,052  46,241  2,004,300  1,337,422  413,625  620,949 90,911 P     6,260

 5  208,736  46,622  1,987,356  1,333,965  413,421   621,689      90,803 P     6,318

 6 　 208,431  46,569  1,975,631  1,330,223  413,370  619,689     90,545 P     6,037

 7 　 208,908  47,472  1,944,861  1,334,631  414,431  621,144     90,841 P     5,913

 8 　 209,393  47,506  1,955,890  1,339,159  415,740  624,060     91,103 P     5,843

 9 　 209,642  49,309  1,961,442  1,344,846 　 416,293  625,429  91,511 P     6,088

 10 　 209,690  50,062  1,929,937  1,335,110  414,745  623,437 　  91,409 P     6,036

 11 　 209,921  49,592  1,952,699  1,339,627  417,515  626,850 　  91,770 P     6,200

 12 　 208,569  50,307  1,961,443  1,352,525  423,716  633,012 　  92,384 P     5,541

2004.  1 　 207,992  50,002  1,941,503  1,345,570  420,015  627,636 　  91,927 P     5,588

 2 P　 208,304  49,556  1,920,332  1,347,466  419,573  626,364 P　  91,930 P     5,524

 

2000.  3  0.5  △9.2  1.7  △3.0  △4.1  △3.5  △7.6  0.1

2001.  3  △0.3  △10.9  △0.6  1.2  △7.9  △3.7  △6.2  △16.2

2002.  3  △1.1  △0.7  △4.9  0.2  △4.6  △3.4  △10.9  △14.5

 

2003.  2  △1.3  △2.8  1.8  △0.6  △2.0  △2.1  △24.1       △9.8

 3  △1.2  △2.9  1.5  △0.5  △3.5  △2.1  △23.2       △9.0

 4  △0.8  △3.3  △6.8  0.2  △5.5  △1.3 △21.5 P     △9.5

  5  △1.0  △2.8  △6.8  0.4  △4.9  △0.7     △20.1 P    △10.3

  6      △0.9  △4.0 △7.5  △0.2  △5.2  △1.2     △13.6 P    △10.5

  7      △0.8  △3.2  △8.6  0.5  △4.7  △0.7      △11.6 P    △10.6

  8      △0.7  △2.2  △8.4  0.5  △4.7  △0.7      △7.4 P    △10.9

 9      △0.4  △0.8      △5.5        0.6      △4.3  △0.7  △5.2 P    △11.2

 10      △0.2  3.0  △7.5  0.4  △4.4  △0.5      △4.9 P    △11.4

 11      　0.0  2.8  △7.1  0.3  △4.2  △0.5      △4.7 P    △11.0

 12 △0.0  3.4  △6.9  △0.2  △4.1  △0.8      △0.7 P    △10.4

2004.  1      　0.1  3.4  △6.9  0.4  △3.6  △0.2      △0.3 P    △10.4

 2 P     △0.2  3.8  △6.9  0.4  △3.6  △0.2 P     △0.3 P    △10.8


